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（こども家庭庁設⽴について）

こども（⼼⾝の発達の過程にある者をいう。以下同じ。）が⾃⽴した個⼈としてひとしく健やかに成⻑することのできる社会の実現に向け、⼦育てにおける家庭の役割
の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意⾒を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福
祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成⻑及びこどものある家庭における⼦育てに対する⽀援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を⾏うとともに、
当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び
組織に関する事項を定める。

こども家庭庁設置法（令和４年法律第75号）の概要

１．内閣府の外局として、こども家庭庁を設置
２．こども家庭庁の⻑は、こども家庭庁⻑官とする
３．こども家庭庁の所掌事務
⑴ 分担管理事務（⾃ら実施する事務）
・⼩学校就学前のこどもの健やかな成⻑のための環境の確保及び⼩学校就学前のこどものある家庭における⼦育て⽀援に関する基本的な政策の企画及び⽴
案並びに推進

・⼦ども・⼦育て⽀援給付その他の⼦ども及び⼦どもを養育している者に必要な⽀援
・こどもの保育及び養護
・こどものある家庭における⼦育ての⽀援体制の整備
・地域におけるこどもの適切な遊び及び⽣活の場の確保
・こども、こどものある家庭及び妊産婦その他⺟性の福祉の増進
・こどもの安全で安⼼な⽣活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び⽴案並びに推進
・こどもの保健の向上
・こどもの虐待の防⽌
・いじめの防⽌等に関する相談の体制など地域における体制の整備
・こどもの権利利益の擁護（他省の所掌に属するものを除く）
・こども⼤綱の策定及び推進 等
⑵ 内閣補助事務（内閣の重要政策に関する事務）
・こどもが⾃⽴した個⼈としてひとしく健やかに成⻑することのできる社会の実現のための基本的な政策に関する事項等の企画及び⽴案並びに総合調整
・結婚、出産⼜は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少⼦化の克服に向けた基本的な政策に関する事項の企画及び⽴案並びに総合調整
・⼦ども・若者育成⽀援に関する事項の企画及び⽴案並びに総合調整

４．資料の提出要求等
・こども家庭庁⻑官は、こども家庭庁の所掌事務を遂⾏するため必要があると認めるときは、関係⾏政機関の⻑に対し、資料の提出、説明その他の必要な協⼒
を求めることができることとする

５．審議会等及び特別の機関
・こども家庭庁に、こども政策に関する重要事項等を審議するこども家庭審議会等を設置し、内閣府及び厚⽣労働省から関係審議会等の機能を移管するととも
に、こども基本法の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、内閣総理⼤⾂を会⻑とするこども政策推進会議とする。

６．施⾏期⽇等
・令和５年４⽉１⽇
・政府は、この法律の施⾏後５年を⽬途として、⼩学校就学前のこどもに対する質の⾼い教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成⻑及びこどものある家
庭における⼦育てに対する⽀援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り⽅について検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする

趣旨

概要
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こども家庭庁設置法の施⾏に伴い、児童福祉法その他の関係法律及び内閣府設置法その他の⾏政組織に
関する法律について、所要の規定の整備を⾏う。

こども家庭庁設置法案（仮称）の概要

１．関係法律の整備
(1) 関係省庁からこども家庭庁に所掌事務が移管されることに伴い、当該事務に関係する法律の規定により関係⼤⾂が⾏う権

限及び関係省庁が発する命令を、それぞれ内閣総理⼤⾂の権限及び内閣府令に改める等の規定の整理を⾏う
(2) 幼稚園、保育所及び認定こども園の教育・保育の内容に関する基準の整合性を制度的に担保するため、学校教育法及び

児童福祉法を改正し、⽂部科学⼤⾂が幼稚園教育要領を定めるに当たり⼜は内閣総理⼤⾂が保育所保育指針を定める
に当たり、それぞれ内閣総理⼤⾂⼜は⽂部科学⼤⾂に協議することとする規定を設ける

(3) そのほか、内閣総理⼤⾂と関係⼤⾂との間で事務を調整するために必要な協議に関する規定を整備するなど、関係法律の
規定の整備を⾏う（医療法、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 等）

２．⾏政組織に関する法律の整理
(1) 内閣府本府、⽂部科学省及び厚⽣労働省について、こども家庭庁にその権限の⼀部が移管されることに伴い、所掌事務の

規定並びに審議会及び特別の機関の規定の整理を⾏う
(2) こども家庭庁の所掌事務を掌理する内閣府特命担当⼤⾂※を置き、当該⼤⾂が掌理する事務に関する規定を整理する

※ 各省⼤⾂に対し、必要な資料の提出及び説明を求める権限や勧告する権限等を有する

３．経過措置
・ 関係⼤⾂の権限を内閣総理⼤⾂の権限としたこと等に伴い、必要となる経過措置を置く

４．施⾏期⽇
・ こども家庭庁設置法の施⾏の⽇（令和５年４⽉１⽇）

趣旨

概要

こども家庭庁設置法の施⾏に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第76号）の概要

こども基本法の概要

⽇本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、⽣涯にわたる⼈格形成の基礎
を築き、⾃⽴した個⼈としてひとしく健やかに成⻑することができ、こどもの⼼⾝の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権
利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な⽣活を送ることができる社会の実現を⽬指して、こども施策を総合的に推進する。

⽬ 的

① 全てのこどもについて、個⼈として尊重されること・基本的⼈権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・⽣活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障さ

れるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること
③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、⾃⼰に直接関係する全ての事項に関して意⾒を表明する機会・多様な

社会的活動に参画する機会が確保されること
④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意⾒の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として⾏われ、⽗⺟その他の保護者が第⼀義的責任を有するとの認識の下、⼗分な養育の⽀援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保

⑥ 家庭や⼦育てに夢を持ち、⼦育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

⽩書・⼤綱
〇 年次報告（法定⽩書）、こども⼤綱の策定
(※少⼦化社会対策/⼦ども・若者育成⽀援/⼦どもの貧困対策の既存の３

法律の⽩書・⼤綱と⼀体的に作成）

基本的施策
〇 施策に対するこども・⼦育て当事者等の意⾒の反映
〇 ⽀援の総合的・⼀体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども⼤綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理⼤⾂を会⻑とする、こども政策
推進会議を設置

① ⼤綱の案を作成
② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
③ 関係⾏政機関相互の調整 等

〇 会議は、⼤綱の案の作成に当たり、こども・⼦育て当事者・
⺠間団体等の意⾒反映のために必要な措置を講ずる

附則
施⾏期⽇︓令和５年４⽉１⽇
検討︓国は、施⾏後５年を⽬途として、基本理念にのっとった

こども施策の⼀層の推進のために必要な⽅策を検討

責務等
〇 国・地⽅公共団体の責務 〇 事業主・国⺠の努⼒
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こども家庭庁の必要性、目指すもの

 こどもまんなか社会の実現に向けて、常にこどもの視点に立って、こども政策に強力かつ専一に取り組む独立した行政組織として、こどもと
家庭の福祉の増進・保健の向上等の支援、こどもの権利利益の擁護を任務とするこども家庭庁を創設

 内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の３部門体制として、移管する定員を大幅に上回る体制を目指す。
 こどもにとって必要不可欠な教育は文部科学省の下で充実、こども家庭庁と文部科学省が密接に連携

強い司令塔機能

 総理直属の機関として、内閣府の外局とし、一元的に企画・立案・総合調整（内閣補助事務）
 各省大臣に対する勧告権等を有する大臣を必置化
 総理を長とする閣僚会議を一体的に運営、大綱を一体的に作成・推進

法律・事務の移管・共管・関与

 主としてこどもの福祉・保健等を目的とするものは移管
内閣府の子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に関する事務や子ども・子育て本部が所掌する事務、
文部科学省の災害共済給付に関する事務、厚生労働省の子ども家庭局が所掌する事務や障害児支援に関する事務などを移管

 こどもの福祉・保健等とそれ以外の政策分野を含んでいるものは共管
 国民全体の教育の振興等を目的とするものは、関係府省庁の所管としつつ、個別作用法に具体的な関与を規定するほか、総合調整

新規の政策課題や隙間事案への対応

 各省庁の間で抜け落ちることがないよう必要な取組を行うとともに、新規の政策課題に取り組む

体制と主な事務

成育部門
 妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等
 就学前の全てのこどもの育ちの保障

（幼稚園教育要領、保育所保育指針の双方を文部科学省
とともに策定（共同告示） など）

 相談対応や情報提供の充実、全てのこどもの居場所づくり
 こどもの安全

支援部門
 様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の壁を克

服した切れ目ない包括的支援
 児童虐待防止対策の強化、社会的養護の充実及び自立支援
 こどもの貧困対策、ひとり親家庭の支援
 障害児支援
 いじめ防止を担い文部科学省と連携して施策を推進 など

 こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整
 必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や広報等
 データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善

企画立案・総合調整部門

こども家庭庁の概要

施行期日  令和５年４月１日

こども政策に関わる各府省大臣

こども家庭庁

こども政策担当大臣

内閣総理大臣

○各府省庁に分かれているこども政策に関する総合調整権限を一本化
・青少年の健全な育成及び子どもの貧困対策 【内閣府政策統括官（政策調整）】
・少子化対策及び子ども・子育て支援【内閣府子ども・子育て本部】
・犯罪から子どもを守る取組【内閣官房】
・児童虐待防止対策【厚生労働省】
・児童の性的搾取対策【国家公安委員会・警察庁】

○ 今まで司令塔不在だった就学前のこどもの育ちや放課後のこどもの居場所についても主導
〇 こどもや子育て当事者、現場（地方自治体、支援を行う民間団体等）の意見を政策立案に
反映する仕組みの導入（これらを踏まえた各府省所管事務への関与）

幼稚園教育要領・
保育所保育指針を
相互に協議の上
共同で策定

＜内閣府＞
○政策統括官（政策調整担当）が所掌する子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に
関する事務

○子ども・子育て本部が所掌する事務
＜文部科学省＞
○総合教育政策局が所掌する災害共済給付に関する事務
＜厚生労働省＞
○子ども家庭局が所掌する事務（婦人保護事業を除く。）

○障害保健福祉部が所掌する障害児支援に関する事務

性的被害の防止、ＣＤＲの検討、プッシュ型支援を届けるデジタル基盤整備 等

司令塔機能

各府省から移管される事務

新たに行う・強化する事務

文部科学省

総合調整権限
に基づく勧告

その他の府省

〇幼児教育の振興

〇学校におけるいじめ防止、
不登校対策

〇教育の振興

〇学校教育の振興
（制度、教育課程、免許、
財政支援など）

いじめ重大事態に
係る情報共有と対策の
一体的検討

厚生労働省

〇医療の普及及び向上

〇労働者の働く環境の整備

医療関係各法に基づく
基本方針等の策定に
おける関与

こども家庭庁の組織・事務・権限について（イメージ）

○内閣府の外局として設置
○令和５年４月１日設立
○内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の３部門体制

（移管する定員を大幅に上回る体制を目指す）

※CDR ：こどもの死亡の原因に関する情報の収集・分析・活⽤などの予防のためのこどもの死亡検証115



（こども家庭庁の組織定員について）

こども家庭庁組織体制の概要 ※ 組織の名称は仮称

○ こども家庭庁の内部組織は、長官官房、こども成育局及びこども支援局の１官房２局体制で発足。
○ 定員については、内部部局が３５０名、施設等機関が８０名、合計４３０名を確保。

○ 機構については、指定職：長官、官房長、こども成育局長、こども支援局長、審議官（こども成育局担当）、審議官（こども
支援局担当）※、課長・参事官１４、室長・企画官１１で構成【別紙参照】。

１．概 要

内部部局 施設等機関（国立児童自立支援施設） 合 計

長官官房 こども成育局 こども支援局 計 武蔵野学院 きぬ川学院 計

定員数 ９７名 １６０名 ９３名 ３５０名 ４４名 ３６名 ８０名 ４３０名

５年度増員等分 ― ― ― ＋４２名 ― ― ＋１名 ＋４３名

２．主な組織構成

※この外、審議官（総合政策等担当）《充て職・３年時限》
を常駐併任で配置

 こどもの視点、⼦育て当事者の視点に⽴った政策の企画⽴案・総合調整（こども⼤綱の策定、少⼦化対策、こどもの意⾒聴取と政策へ
の反映等）

 必要な⽀援を必要な⼈に届けるための情報発信や広報等
 データ・統計を活⽤したエビデンスに基づく政策⽴案と実践、評価、改善 など

こども成育局

 妊娠・出産の⽀援、⺟⼦保健、成育医療等基本⽅針の策定
 就学前の全てのこどもの育ちの保障（幼稚園教育要領、保育所

保育指針の双⽅を⽂部科学省とともに策定（共同告⽰）など）
 相談対応や情報提供の充実、全てのこどもの居場所づくり
 こどもの安全 など

こども⽀援局

 様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の壁を克服
した切れ⽬ない包括的⽀援

 児童虐待防⽌対策の強化、社会的養護の充実及び⾃⽴⽀援
 こどもの貧困対策、ひとり親家庭の⽀援
 障害児⽀援
 いじめ防⽌を担い⽂部科学省と連携して施策を推進 など

⻑官官房（企画⽴案・総合調整部⾨）
○長官、官房長、総務課長、参事官（会計担当）、参事官（総合政策担当）

○局長、審議官、総務課長外５課長・１参事官 ○局長、審議官、総務課長外３課長

（※）内部部局の定員数（３５０名）の内訳は、既存定員（事務移管分）２０８名＋４年度増員分１００名＋５年度増員等分４２名となっている。
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○ ⻑官をトップに、⻑官官房、こども成育局、こども⽀援局の１官房２局体制として、審議官２、課⻑級ポスト14、室⻑級ポスト
11を設置（併任を除く）。

○ 定員については、組織全体で430⼈（内部部局350⼈、施設等機関80⼈）。

こども家庭庁組織図概要

こども家庭庁⻑官

⻑官官房（官房⻑）

こども成育局

こども⽀援局

サイバーセキュリティ・情報化企画官

総務課

こども育成基盤課

参事官（⼈事担当）

公⽂書監理官

参事官（⽇本版DBS担当）

総務課

こども保育政策課

総務課

こども⼦育て⽀援課

⺟⼦保健課

こども安全課

参事官（事業調整担当）

虐待防⽌対策課

こども家庭福祉課

障害児⽀援課

企画官（広報・⽂書担当）

⼈事調査官

経理室

認可外保育施設担当室

児童⼿当管理室

企画官(⽇本版DBS担当)

企画官(いじめ・不登校防⽌担当)

企画官(こども若者⽀援担当)

企画官(ひとり親家庭等⽀援担当)国⽴児童⾃⽴⽀援施設
（武蔵野学院、きぬ川学院）

〈 施 設 等 機 関 〉

︿

内

部

部

局

﹀

参事官（会計担当）

参事官（総合政策担当） 少⼦化対策企画官

【⻑官官房計 97⼈】

【こども成育局計 160⼈】

【こども⽀援局計 93⼈】

【施設計 80⼈】

【内部部局計 350⼈】

【課⻑級ポスト】 【室⻑級ポスト】

審議官（こども成育局担当）

審議官（総合政策等担当）

審議官（こども⽀援局担当）

【別紙】※ 組織の名称は仮称

※ は併任ポスト

＊３年時限

○総務、法令審査、防災、国会連絡、秘書、広報、文書、情報システム

各組織の主な所掌事務（①⻑官官房）

サイバーセキュリティ・情報化企画官

総務課

参事官（⼈事担当）

公⽂書監理官

参事官（⽇本版DBS担当）

企画官（広報・⽂書担当）

⼈事調査官

経理室

参事官（会計担当）

参事官（総合政策担当）

少⼦化対策企画官

※ は併任ポスト

○報道・マスコミ対応、公文書管理、情報公開、個人情報
保護

○サイバーセキュリティ対策、自己点検・内部監査、情報
化戦略、情報システムの管理、人材の育成

○職員の人事（特に一般職）、人事交流を中心とした地方
自治体との連携強化

○契約、経理、物品・庁舎管理、支出負担行為、決算、
災害関係の連絡調整

○こども政策全般の総括、内閣補助事務（勧告権等）、こども基本法の総括、こども家庭審議会・こど
も政策推進会議の庶務、こども大綱の策定、こども若者意見の政策への反映、児童の権利条約等の
国際対応、政策評価・ＥＢＰＭ（合理的な根拠に基づく政策立案）の取りまとめ、こどもデータ連携

○結婚・妊娠・出産・子育てに係る地方自治体の取組支援
（地域少子化対策重点推進交付金）や民間団体等との連携

○こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組み（日本版ＤＢＳ）に係る企画立案、システム構築・
運用

○公文書管理、情報公開、個人情報保護

○職員の人事（任免、服務、給与、人事評価等）、機構・定員、福利厚生

○予算編成（こども政策予算の取りまとめ）、予算執行
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○こども成育局の総括、児童福祉法及び子ども・子育て支援法の総括、子ども・子育て支援法に基づく
基本指針の策定、こども支援局との調整

各組織の主な所掌事務（②こども成育局）

総務課

こども保育政策課

認可外保育施設担当室

児童⼿当管理室

企画官（⽇本版DBS担当）

こども安全課

参事官（事業調整担当）

○保育所、認定こども園、認定こども園法の総括（待機児童対策、保育施設等の人材確保、認定こども園に
関すること等）

○企業主導型保育事業（ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰを含む）、認可外保育施
設に関する企画・立案等、指導監督

○就学前指針の策定、認定こども園教育保育要領や保育所保育指針の策定、幼稚園の指導監督等に係る
文科省との調整、自治体に対する指導・助言、保育士の養成、就学前教育保育内容等に関する企画立案

○子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点等相談支援機関の有機的連携、地域子育て
支援拠点の充実、放課後児童クラブ、居場所づくり支援に係る企画立案・指針の策定、児童委員

○児童手当制度の総括、企画立案

○インターネット環境整備、有害環境対策、登下校の安全、こどもの事故防止・事故対策、教育・保育
事故、災害共済給付、ＣＤＲ制度、こどもの性被害防止

○（長官官房参事官（日本版ＤＢＳ担当）の下で）日本版
ＤＢＳに係る企画立案、システム構築・運用

○年金特別会計子ども・子育て支援勘定に係る企画立案・経理、事業主拠出金制度に係る経済団体との
連絡調整、地域子ども・子育て支援事業に係る交付金

こども育成基盤課

こども⼦育て⽀援課

⺟⼦保健課 ○妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等、子育て世代包括支援センター、予防のためのこどもの死亡
検証（ＣＤＲ）調査研究、科学技術研究及びＡＭＥＤ研究、旧優生保護法一時金支給

各組織の主な所掌事務（③こども⽀援局）

総務課

企画官（いじめ・不登校防⽌担当）

企画官（こども若者⽀援担当）

企画官（ひとり親家庭等⽀援担当）

こども家庭福祉課

障害児⽀援課

○こども支援局の総括、いじめ・不登校対策、こどもの自殺対策、こども成育局との調整

○いじめ・不登校の指針等の協議受け、いじめに係る地域
の体制整備、重大ないじめ事案への対応

○年齢や制度の壁を克服した切れ目ない包括的なアウト
リーチ型・伴走型支援、子ども・若者支援地域協議会、
子ども・若者総合相談センター、ヤングケアラー支援

○児童相談所、子ども家庭総合支援拠点、要保護児童対策地域協議会、こどもの支援に携わる人材の
確保・養成（相談業務研修、アウトリーチ研修等）、一時保護所、保護者への指導・支援

○里親支援、児童養護、社会的養育（国立児童自立支援施設に係る事務を含む）

○障害児支援施策に係る企画立案

虐待防⽌対策課

○ひとり親、低所得の子育て家庭へ支援、こどもの貧困
対策
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（こども家庭庁の予算について）

区 分
令和５年度
当初予算案

【参考】
令和４年度

第２次補正予算額
（こども関係予算）

【参考】
令和４年度予算額
（移管予定分）

⼀ 般 会 計 １４，６５７ ２，４２８ １４，１３３

うち社会保障関係費 １４，５６０ ２，１２４ １４，０１８

年⾦特別会計
（⼦ども・⼦育て勘定）

３３，４４７ １，３３６ ３２，７３８

合計 ４８，１０４ ３，７６４ ４６，８７１

（単位︓億円）

（注）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。
（注）一般会計の金額は、年金特別会計に繰り入れる額を除いたもの。

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］

令和５年度 こども家庭庁関連予算の全体像

○令和5年度のこども家庭庁当初予算案（一般会計・特別会計）は、４．８兆円。令和4年度第２次補正予算で
前倒しで実施するもの等を含めれば、５.２兆円規模。

（参考１）対前年度と比較して、約1,233億円（＋2.6％）の増（一般会計及び年金特別会計）となっているが、主な要因としては、「出産・子育て応援交
付金」の継続実施（+370億円）、保育士等の処遇改善（+564億円）、保育所等の受け皿整備（+554億円）など。

（参考２）上記のほか、厚生労働省において育児休業給付（労働保険特別会計） 7,625億円（＋325億円、令和４年度：7,300億円）を確保。119
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・ は、こども家庭庁準備室として新たに取り組むもの

こども家庭庁関連予算の基本姿勢
こども家庭庁関連予算の要求・編成に当たっては、以下の５つの基本姿勢を踏まえ⾏っていく。

１．こども政策は国の未来への投資であり、こどもへの投資の最重要の柱である。その実現のためには将来世代につけをまわさないように、安定財源
を確実に確保する。

２．単年度だけではなく、複数年度で戦略的に考えていく。
３．こどもの視点に⽴ち施策を⽴案し、国⺠に分かりやすい⽬標を設定して進める。
４．こども家庭庁の初年度にふさわしく、制度や組織による縦割りの狭間に陥っていた問題に横断的に取り組む。
５．⽀援を求めているこどもの声を聴き、⽀援を求めている者にしっかりと届ける。

結婚 乳幼児期（〜5歳） 学齢期以降（6歳〜） 18歳
以降

困難な状況にあるこども⽀援（児童虐待、貧困、ひとり親、ヤングケアラー、障害児、⾼校中退、⾮⾏等）

妊
娠
相
談
・
⽀
援

幼稚園
（特別⽀援学校を含む）

義務教育
（特別⽀援学校を含む）

⾼校教育
（特別⽀援学校を含む） ⼤学等

児童⼿当（15歳まで）
こどもの安全（事故防⽌、災害共済給付、性被害防⽌等）

認定こども園・保育所

就学前こども育ち指針の策定

いじめ・不登校

・赤字は主な新規事業

・認定こども園向け補助金の一元化 こどもの居場所（こどもの居場所づくり指針の策定）

〇年齢や制度の壁を克服した切れ⽬ない包括的⽀援イメージ

⺟⼦保健

新

新

新
・伴走型の支援
・定期預かりモデル事業

（放課後児童クラブ、児童館、こども⾷堂、学習⽀援の場、⻘少年センター等）
・居場所づくり支援モデル事業 新

⼦育て⽀援（未就園児含む）
（地域⼦育て⽀援拠点、ファミリー・
サポート・センター等）

新

14

・地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進 新

・こども関連業務従事者の性犯罪
歴等確認の仕組み（日本版DBS）

こどもの意⾒聴取と政策への反映

新

妊
産
婦
⽀
援
︵
産
後
ケ
ア
含
む
︶

結
婚
⽀
援

妊娠期
〜産後妊娠前

周産期医療 こどもに対する医療

令和５年度 こども家庭庁関連予算のポイント
こどもの視点に⽴った司令塔機能の発揮、こども基本法の着実な施⾏ 結婚・妊娠・出産・⼦育てに夢や希望を感じられる社会の実現、少⼦化の克服

〇 地域の実情や課題に応じた少⼦化対策 １００億円（うちR4補正９０億円）
地域少⼦化対策重点推進交付⾦（⼀部補正）

〇 ⼦育て世帯を優しく包み込む社会的機運の醸成のための情報発信 ２．５億円
少⼦化に対する国⺠全体の危機感共有のための情報発信等

〇 妊娠期から⼦育て期の包括的な切れ⽬のない⽀援
１，９０５億円（うちR4補正 １，３７４億円）

妊婦・低年齢児の親への伴⾛型相談⽀援と経済的⽀援の⼀体的実施の継続
全ての産婦への産後ケア事業の利⽤料減免導⼊、低所得妊婦への初回産科受診料⽀援
都道府県による成育医療等に関する協議会設置などの広域連携の実施⽀援
⺟⼦保健情報デジタル化実証事業の実施（補正） 等

全てのこどもに、健やかで安全・安⼼に成⻑できる環境を提供する
〇 総合的な⼦育て⽀援 ３兆６，０５０億円（うちR4補正１，９２０億円）
⼦ども・⼦育て⽀援新制度の推進 （⼀部補正）
・⼦どものための教育・保育給付等（チーム保育推進加算の拡充、スポット⽀援員の配

置等による保育⼠の負担軽減）
・保育⼠・幼稚園教諭等に対する処遇改善（※）

令和４年⼈事院勧告に伴う給与の引き上げや３％程度（⽉額9千円）の処遇改善の満年度化
（※）放課後児童クラブや児童養護施設、障害児⼊所施設等の職員についても同様の措置を実施。

 「新・放課後⼦ども総合プラン」に基づく放課後児童クラブの受け⽫整備・放課後⼦供教
室との連携推進(⼀部補正)

保育の受け⽫整備・保育⼈材の確保等（⼀部補正）
・チーム保育推進加算の拡充、スポット⽀援員の配置等による保育⼠の負担軽減、

ICTによる業務効率化の推進（再掲）
・保育所の空き定員等を活⽤し、未就園児を定期的に預かるためのモデル事業を実施 等
放課後児童クラブ等のICT化の推進（補正）
認定こども園向け施設整備補助⾦の⼀元化（⼀部補正）
就学前の全てのこどもの育ちを⽀える指針の策定・普及等

〇 こどもの居場所づくり⽀援 １，４３８億円の内数（うちR4補正５８億）
「新・放課後⼦ども総合プラン」に基づく放課後児童クラブの受け⽫整備・放課後⼦供教室

との連携推進(⼀部補正)(再掲)
ＮＰＯ等と連携したこどもの居場所づくり⽀援モデル事業の実施（補正）
「こども⾷堂」等に対する⽀援（⼀部補正）

〇 こどもの安全・安⼼ ２８６億円（うちR4補正２６２億円）
こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組み（⽇本版ＤＢＳ）の導⼊に向けた検討
災害共済給付事業
予防のためのこどもの死亡検証（Child Death Review）のモデル事業の実施、他の検証

事業を踏まえたこどもの安全確保の推進
「こどもの安⼼・安全対策⽀援パッケージ」の推進（補正）
児童福祉施設等の災害復旧への⽀援（補正）

成育環境にかかわらず誰⼀⼈取り残すことなく健やかな成⻑を保障する
〇 児童虐待防⽌対策・社会的養育の迅速かつ強⼒な推進

１，７２１億円の内数（うちR4補正４５億円）
保護者指導等に関する事業を拡充し、親⼦関係の再構築を図る⺠間団体の育成⽀援等による

児童虐待防⽌対策の強化
児童相談所等でのタブレット端末等の活⽤促進、ＡＩを活⽤した緊急性の判断に資する全国

統⼀のツールの開発促進による児童虐待防⽌対策の推進（補正）
包括的な⾥親⽀援を⾏う機関への⽀援の強化、児童養護施設退所者等への⽀援の年齢要件の

緩和等による社会的養育の充実
未就園児等のいる家庭を⽀援につなぐ「申請⼿続等⽀援」の実施

〇 障害児⽀援体制の強化 ４，７４５億円の内数
児童発達⽀援センターの機能強化等による地域の障害児⽀援体制の強化 等

〇 ひとり親家庭等の⾃⽴⽀援の推進 １，６９４億円（うちR4補正３０億円）
必要な⽀援につなぐ同⾏型の⽀援の強化、職業訓練に係る給付⾦の対象資格拡充等の措置

の継続等によるひとり親家庭の⾃⽴⽀援の推進
困窮するひとり親家庭等のこども等を対象としたこども⾷堂等への⽀援（補正）

〇 ヤングケアラーなどの困難な状況にあるこども・家庭に対する⽀援
２１６億円の内数

ヤングケアラーの実態調査や関係機関職員の研修等に対する⽀援の強化、外国語対応が
必要な家庭への通訳の派遣の実施、市町村の体制強化 等

〇 ⾼等教育の無償化 ５，３１１億円
⾼等教育の修学⽀援新制度の実施

＜参考＞この外、こども政策に関連する主なものとしては、厚⽣労働省において、出産育児⼀時⾦（医療保険制度）の増額（42万円→50万円）を実施。また、育児休業給付（0.８兆円）を確保。

〇 こども⼤綱の策定・推進 １．４億円
こども⼤綱の策定と周知のための情報発信
地⽅⾃治体こども計画策定⽀援事業

〇 こども基本法・児童の権利に関する条約の普及啓発 ０．３億円
こども基本法の普及啓発、児童の権利条約に関する意識調査と普及啓発⽅法の検討

〇 こどもの意⾒聴取と政策への反映 ２．３億円（うちR4補正０．５億円）
こども・若者意⾒反映推進事業（⼀部補正）

〇 こども政策に関するデータ・統計とEBPMの充実 ０．５億円
こども⼤綱の策定・推進に関する総合的な調査、EBPMの在り⽅に関する研究等

〇 潜在的に⽀援が必要なこどもをアウトリーチ⽀援につなげるためのこどもデータ連携の推進
１２億円（うちR4補正１２億円）

 潜在的に⽀援が必要なこどもをアウトリーチ⽀援につなげるための情報・データ連携に
係る実証事業（補正）

〇 地域におけるいじめ防⽌対策の体制構築の推進 ２．１億円
⾸⻑部局が専⾨家等を活⽤し、いじめの相談から解決まで取り組む⼿法の開発・実証を

⾏うほか、重⼤事態調査を⽴ち上げる⾃治体に第三者性確保等の助⾔

※⾦額は、令和５年度当初予算案と
令和４年度第２次補正予算の合計
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地域の実情や課題に応じた少⼦化対策（地域少⼦化対策重点推進交付⾦）
令和５年度当初予算（案） １０億円（8.2億円）

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

2021年の出生数は過去最少の約81万人となり、少子化は予想を上回るペースで進む極めて危機的な状況にあることから、「少子化社会対策大綱」（令和２年
５月29日閣議決定）に基づき、「地方公共団体が行う、出会いの機会・場の提供、結婚に関する相談・支援や支援者の養成、ライフプランニング支援、官民が連

携した結婚支援の取組などの総合的な結婚支援の取組」及び「婚姻の状況等も踏まえ、地方公共団体が実施する新婚世帯の新生活のスタートアップ支援に係
る取組」について、地域の実情に応じたきめ細かな取組を一層強化する必要があります。

また、「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和４年６月７日閣議決定）においても、「結婚新生活立上げ時の経済的負担の軽減や出会いの機会・場の提
供など地方自治体による結婚支援の取組に対する支援・・・に取り組む」とされています。

これを踏まえ、地域少子化対策重点推進交付金により、自治体が行う「結婚に対する取組」及び「結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の
取組」を支援するとともに、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコストを軽減するための結婚新生活支援事業（新婚世帯を対象に家賃、引越費用等を補助）
を支援します。

① 地域少子化対策重点推進事業
結婚、子育てに関する地方公共団体の取組（結婚に対する取組、結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組）を支援します。

(1)地域結婚支援重点推進事業
・一般メニュー （補助率：1/2 → 2/3）

結婚支援センターの開設・運営、結婚支援を行うボランティアの育成・ネットワーク化 等

(2)結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運醸成事業
・一般メニュー （補助率：1/2）

男性の家事・育児参画促進、子育て支援パスポート、子育て支援情報の「見える化」支援 等

② 結婚新生活支援事業
結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコストを軽減するため、自治体が新婚世帯を対象に
家賃・引っ越し費用等を補助する取組を支援します。

・一般コース （補助率：1/2）
【対象世帯所得】400万円未満 → 500万円未満 【交付上限額】夫婦共に29歳以下：30万円 → 60万円

夫婦共に30～39歳：30万円

① 地域少子化対策重点推進事業

都道府県、市区町村等

② 結婚新生活支援事業

都道府県、市区町村等

【参考】令和４年度第２次補正予算（概要） 90億円
①地域少子化対策重点推進事業

(1)地域結婚支援重点推進事業
・一般メニュー（補助率：1/2 → 2/3）
・重点メニュー（補助率：2/3 → 3/4）

(2)結婚支援コンシェルジュ事業（補助率：3/4）【新規】
(3)結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運醸成事業
・一般メニュー（補助率：1/2）
・重点メニュー（補助率：2/3）

②結婚新生活支援事業
・一般コース（補助率：1/2）
・都道府県主導型市町村連携コース（補助率：2/3）

※対象世帯所得及び交付上限額は令和５年度当初予算案に同じ。

出産・⼦育て応援交付⾦
１．事業の⽬的

２．事業の内容

○ 核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくない。全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てがで
きる環境整備が喫緊の課題である。

○ こうした中で、地方自治体の創意工夫により、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支
援を充実し、経済的支援を一体として実施する事業を支援する。

○ 市町村が創意工夫を凝らしながら、妊娠届出時より妊婦や特に０歳から２歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や
継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠届出や出生届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連
用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援（計10万円相当）を一体として実施する事業を支援する。

令和５年度予算案：370億円

伴⾛型相談⽀援

・ ニーズに応じた⽀援（両親学級、地域⼦育て⽀援拠点、産前・産後ケア、⼀時預かり等）
・ 妊娠届出時（5万円相当）・出⽣届出後（5万円相当）の経済的⽀援

【実施主体】 ⼦育て世代包括⽀援センター（市町村）
（NPO等の⺠間法⼈が実施する地域⼦育て⽀援拠点等への委託を推奨）

市区町村（民間等への委託も可）

３．実施主体 ４．補助率
〇 伴走型相談支援：国１／２、都道府県１／４、市区町村１／４
〇 経済的支援：国２／３、都道府県１／６、市区町村１／６ ※クーポン発行等に係る委託経費は国１０／１０

妊娠期
（妊娠8〜10週前後）

妊娠期
（妊娠32〜34週前後）

出産・産後 産後の育児期

⾯談
（＊1）

⾯談
（＊2）

⾯談
（＊3）

随時の⼦育て関連イベント等の情報発信・
相談受付対応の継続実施（＊4）

(＊1)⼦育てガイドを⼀緒に確認。
出産までの⾒通しを寄り添って⽴てる 等

(＊2)夫の育休取得の推奨、両親学級等の紹介。
産後サービス利⽤を⼀緒に検討・提案 等

⾝近で相談に応じ、
必要な⽀援メニューにつなぐ

≪経済的⽀援の実施⽅法≫
出産育児関連⽤品の購⼊・レンタル費⽤助成、サービス等の利⽤負担軽減 等 ※電⼦クーポンの活⽤や都道府県による広域連携など効率的な実施⽅法を検討。

※ 継続的に実施

妊娠時から出産・⼦育てまで⼀貫した伴⾛型相談⽀援と経済的⽀援のイメージ

(＊3)⼦育てサークルや⽗親交流会など、悩みを共有できる仲間作
りの場の紹介。産後ケア等サービス、育休給付や保育園⼊園⼿
続きの紹介 等

(＊2〜4) SNS・アプリを活⽤したオンラインの⾯談・相談、
プッシュ型の情報発信、随時相談の実施を推奨
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○ 退院直後の⺟⼦に対して⼼⾝のケアや育児のサポート等を⾏い、産後も安⼼して⼦育てができる⽀援体制の確保を⾏う産後ケア事業について、少⼦化の
状況を踏まえ、誰もがより安⼼・安全な⼦育て環境を整えるため、法定化により市町村の努⼒義務となった当事業の全国展開を図る。⼦育て世代包括⽀
援センターにおける困難事例や、新型コロナウイルスに対して不安を抱いている妊産婦等への対応の強化に対する受け⽫としても活⽤する。
※ 従来予算事業として実施されてきた「産後ケア事業」は、⺟⼦保健法の⼀部を改正する法律（令和元年法律第69号）により、市町村の努⼒義務として規定された（令和

３年４⽉１⽇施⾏）
※ 少⼦化社会対策⼤綱（令和２年５⽉29⽇閣議決定）において、 2024年度末までの全国展開を⽬指すとされている。

１．施策の目的

◆ 対象者（令和５年度実施要綱改正（案））
産後ケアを必要とする者

◆ 内 容
退院直後の⺟⼦に対して⼼⾝のケアや育児のサポート等きめ細かい⽀援を実施する。（利⽤期間は原則７⽇以内）

◆ 実施⽅法・実施場所等
（１）「宿泊型」 ・・・ 病院、助産所等の空きベッドの活⽤等により、宿泊による休養の機会の提供等を実施
（２）「デイサービス型」 ・・・ 個別・集団で⽀援を⾏える施設において、⽇中、来所した利⽤者に対し実施
（３）「アウトリーチ型」 ・・・ 実施担当者が利⽤者の⾃宅に赴き実施
◆ 実施担当者

事業内容に応じて助産師、保健師⼜は看護師等の担当者を配置。※ 宿泊型を⾏う場合には、２４時間体制で１名以上の助産師、保健師⼜は看護師の配置が条件

２．施策の内容

◆ 実施主体 ︓市町村
◆ 補 助 率 ︓国１／２、市町村１／２
◆ 補助単価案
（１）デイサービス・アウトリーチ型 １施設あたり⽉額 1,696,000円
（２）宿泊型 １施設あたり⽉額 2,474,700円
（３）①住⺠税⾮課税世帯に対する利⽤料減免（Ｒ４〜）

１回あたり 5,000円
②上記①以外の世帯に対する利⽤料減免【拡充】（Ｒ５〜）

１回あたり 2,500円
（４）24時間365⽇受⼊体制整備加算 １施設あたり年額 2,715,600円
※（１）及び（２）の補助単価は６か所を上限とする。（委託先の数を制限するものではない）

３．実施主体・補助率等

【平成26年度創設】

４．実施自治体

29 61 179
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※ 令和３年度変更交付決定ベース

（市町村）

（年度）

別紙参照

令和５年度当初予算（案） 57.2億円（44.4億円）

産後ケア事業（妊娠・出産包括⽀援事業の⼀部）

○ 退院直後の⺟⼦に対して⼼⾝のケアや育児のサポート等を⾏う産後ケア事業については、令和元年の⺟⼦保健法改正により、市町
村の努⼒義務とされ、少⼦化社会対策⼤綱（令和2年5⽉29⽇閣議決定）においても、2024年度末までの全国展開を⽬指すこと
とされている。

○ また、全世代型社会保障構築会議においても、産前・産後ケアの体制を充実するとともに、利⽤者負担の軽減を図ることが検討課
題の⼀つとして挙げられている。

○ 産後ケア事業の利⽤者負担については、令和４年度から⾮課税世帯を対象に減免⽀援を実施することとしたところであるが、上記
のような状況を踏まえ、利⽤者の所得の状況に関わらず、産後ケア事業を利⽤しやすい環境を整える観点から、産後ケア事業を必
要とする全ての産婦に対して、利⽤者負担の減免⽀援を導⼊する。

令和５年度予算案における利⽤者負担の減免⽀援の拡充

産後ケア事業の利⽤者負担の減免⽀援について 別紙

①⾮課税世帯 ②全ての産婦（①以外）
Ｒ４年度より減免⽀援
（5,000円／回）

Ｒ５年度より減免⽀援を導⼊【拡充】
（2,500円／回）

全ての産婦に対する利⽤料減免【拡充】
減免助成額︓２，５００円／回

（宿泊型の平均的な利⽤料（約5千円）の半額）

助成⽇数 ︓ ５⽇間
（宿泊型の平均的な利⽤⽇数）

※住⺠税⾮課税世帯に対する利⽤料減免（5,000円／回）
については、引き続き現⾏の⽀援を実施

【伴⾛型相談⽀援との連携】
伴⾛型相談⽀援との連携の観点から、産後ケア施設は、利⽤者の利⽤事実や、利⽤時に気になる事があった場合はその内容（産後ケア施設で実施し

たEPDS等のアセスメント結果を含む。）を、当該利⽤者に伴⾛⽀援を⾏っている包括センター等に情報提供することとする。

利⽤料減免の実施⽅法
○ 利⽤料減免の実施⽅法としては、利⽤者が産後ケア施設に利⽤料を⽀払い、後⽇、市町村から減免額の助成を受ける⽅法（償還払い）、利⽤料
減免のクーポンを渡す⽅法などが想定されるが、それぞれの市町村の実情に応じて実施することとする。

○ 産後ケア施設との委託契約の中で利⽤料を設定している場合には、利⽤料の⾦額設定を引き下げる⽅法も可能とする（この場合、減免⽀援の実施前
と実施後の差額が減免額となり、国庫補助の対象となる。）

※ただし、⾷費代は⾃⼰負担（⾷費代以外の利⽤料が減免⽀援の対象）
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○ 低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な⽀援につなげるため、初回の産科受診料の費⽤
を助成する。なお、本事業については、今般新たに創設された伴⾛型相談⽀援事業と⼀体的に実施することにより、両事業の効果的な取組を進
めることとする。

令和５年度当初予算（案） 1.3億円
１．施策の目的

◆ 対象者
住⺠税⾮課税世帯⼜は同等の所得⽔準である妊婦。
ただし、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な⽀援につなげるため、以下の要件を満たす者とする。
＜要件＞
要件①︓所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意すること
要件②︓妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と市町村が、必要に応じて、⽀援に必要な情報(妊婦健診の未受診や、家庭の状況等を

含む)を共有することに同意すること。
◆ 内 容
（１）初回産科受診料補助

低所得の妊婦を対象として、初回の産科受診料の⼀部⼜は全部を補助する。
（２）関係機関との連絡調整

把握した妊婦について必要な⽀援が提供されるよう関係機関との連携を図る。

◆ 留意事項
本事業については、市町村の妊婦への⽀援体制整備のため、次のとおり実施することとする。

（１）本事業は、⼦育て世代包括⽀援センターの窓⼝業務として実施することとする。
（２）本事業による⽀援対象者に対して、伴⾛型相談⽀援事業による⾯談等を実施すること。また、⾯談等において、住⺠税⾮課税世帯に 対

する⽀援制度（各種⼦育て⽀援事業の利⽤料減免制度など）を案内することで、必要な⽀援に効果的につなげること。
（３）本事業により助成を⾏った妊婦に対し、必要に応じて⽀援計画を策定し⽀援を実施すること。

２．施策の内容

◆ 実施主体 ︓市町村（伴⾛型相談⽀援事業を実施する市町村に限る。）
◆ 補 助 率 ︓国１／２、市町村１／２
◆ 補助単価案︓１件あたり 10,000円

３．実施主体・補助率等

低所得の妊婦に対する初回産科受診料⽀援事業

⼦どものための教育・保育給付交付⾦⼦どものための教育・保育給付交付⾦
令和５年度予算額案 1兆5,948億円（１兆4,918億円）

子ども・子育て支援法に基づき、市町村が支給する施設型給付費等の支給に要する費用の一部を負担することにより、子どもが健やかに成長するように支援すること
を目的とする。

教育・保育給付認定を受けた小学校就学前の子どもが、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業等）を利用する際に
施設型給付費等を支給する市町村に対し、支給に必要な費用の一部を負担するため交付金を交付する。

１．施策の目的・内容

２．令和５年度予算案の主な内容

３．実施主体等

○新子育て安心プランに基づく保育所等の受け皿整備に伴う利用児童数の増（＋1.7万人）

○保育士・幼稚園教諭等の３％程度（月額９千円）の処遇改善に係る満年度化、令和４年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定への対応

○チーム保育推進加算の充実

比較的規模の大きな保育所（利用定員121人以上）(※)について、25：1の配置が実現可能となるよう、２人までの加配を可能とする（現行は保育所の規模にかかわ
らず1人。）拡充を行い、保育士の負担軽減、こどもの安心・安全な保育環境の整備を推進する。

(※)これまでと同様に、複数保育士のチームによる保育体制や職員の平均経験年数(12年以上)等に一定の要件あり。

〇主任保育士専任加算等の要件についての特例の創設

０歳児３人以上の利用に係る要件について、①０歳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②３人以上の０歳児保育を実施する職員体制を維持している場合には、
新型コロナウイルス感染症による利用控えが想定される令和５年度に限り、前年度に要件を満たしていた月については、引き続き、要件を満たすものとして取り扱う。

〇処遇改善等加算Ⅱの他の施設への配分に関する期限の延長

処遇改善等加算Ⅱの加算額の一部を同一の者が運営する他の施設・事業所に配分することができる取扱いの期限について、令和４年度末までから令和６年度末
までに延長する。

（注）新型コロナウイルス感染症による休園等に伴う保育料減免は、令和４年度末までの措置とする。

【実施主体】 市町村

【負担割合】

市町村

幼稚園・保育所・認定こども園等

施設型給付費等の支弁

国 都道府県

国 都道府県 市町村

施設型給付（私立） １/２ １/４ １/４

地域型保育給付（公私共通） １/２ １/４ １/４

都道府県負担分の交付国負担分の交付

※公立の施設型給付については、地方交付税により措置
※0～２歳児相当分については、事業主拠出金の充当割合を控除した後の負担割合
※１号給付に係る国・地方の負担については、経過措置あり
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H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

/R3年度
(～R4.1)

R3年度

（R4.2～）

R4年度

/R5年度(案)

安心こども基金
において創設

保育緊急確保事業
で事業継続

＋約３％

(月額約0.9万円)

計 ＋約５％

(月額約1.5万円)

計 ＋約７％

(月額約2.1万円)

計 ＋約８％

(月額約2.6万円)

※処遇改善等
加算

(賃金改善要件分)
消費税財源以外

※処遇改善等
加算Ⅰ

(賃金改善要件分)
消費税財源

公定価格に組込み
（恒久化）

（改善率）

※ 処遇改善等加算（賃金改善要件分）は、平成25、26年度においては「保育士等処遇改善臨時特例事業」により実施
※ 各年度の月額給与改善額は、予算上の保育士の給与改善額
※ 上記の改善率は、各年度の予算における改善率を単純に足し上げたものであり、24年度と比較した実際の改善率とは異なる
※ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」による処遇改善は、令和４年２～９月は「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」により実施。令和４年10月以降は
公定価格により実施（恒久化）

保育士等の処遇改善の推移

新しい経済政策パッ
ケージ（Ｒ元～）
（消費税財源）

０．３兆円超メニュー

０．７兆円メニュー
（消費税財源）

※処遇改善等
加算Ⅰ

(賃金改善要件分)
消費税財源

人事院勧告に
準拠した改善

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

コロナ克服・新時代開拓
のための経済対策（処遇
改善等加算Ⅲ）

程度

程度

技能・経験に着目した更なる処遇改善（処遇改善等加算Ⅱ）

計 ＋約11％
＋最大４万円

(月額約3.5万円
＋最大４万円)

計 ＋約12％
＋最大４万円

(月額約3.8万円
＋最大４万円)

計 ＋約14％
＋最大４万円

(月額約4.5万円
＋最大４万円)

計 ＋約14％
＋最大４万円

(月額約4.4万円
＋最大４万円)

計 ＋約17％
＋最大４万円

(月額約5.3万円
＋最大４万円)

計 ＋約18％
＋最大４万円

(月額約5.7万円
＋最大４万円)

〈各年度内訳〉

H26 ：＋2.0％
H27 ：＋1.9％
H28 ：＋1.3％
H29 ：＋1.1％
H30 ：＋0.8％
R元 ：＋1.0％
R２ ：▲0.3％
R３ ： 0.0％
R４(当初) ：▲0.9％
R４(補正) ：＋2.1％

保 育 体 制 強 化 事 業

○ 清掃業務や遊具の消毒、給食の配膳、寝具の用意、片付け、外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳や、園外活動時の見守り等
といった保育に係る周辺業務を行う者（保育支援者）の配置の支援を行い、保育士の業務負担の軽減を図る。

（１）保育支援者の配置
保育支援者は、保育士資格を有しない者で、保育に係る次の周辺業務を行う。
ア 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃 イ 給食の配膳・あとかたづけ ウ 寝具の用意・あとかたづけ
エ 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳 オ 児童の園外活動時の見守り等 カ その他、保育士の負担軽減に資する業務

（２）児童の園外活動時の見守り等
保育支援者又は安全管理に知見を有する者として市町村が認めた者（いわゆる「キッズ・ガード」）が、散歩等の園外活動時において、散歩の経

路、目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動把握などを行う。

（３）スポット支援員の配置
既存事業の保育に係る周辺業務を行う者（保育支援者）の配置に加え、登園時の繁忙な時間帯やプール活動時など一部の時間帯にスポット的に支援

者を配置する場合も補助する。※（１）と合わせて補助する場合は、（１）の職員とは別に加配することを要件とする。

【実施主体】 市区町村が認めた者

【補助基準額】 １か所当たり 月額100千円
※1 保育支援者が「園外活動時の見守り等」にも取り組む場合 １か所当たり 月額145千円

・勤務時間の上乗せ及び傷害保険加入料を追加
＊保育支援者が、市区町村が認めた交通安全に関する講習会等に参加することを要件とする

※2 キッズ・ガードに謝金を支払う場合又は園外活動時の見守り等を委託する場合 １か所当たり 月額 45千円
※3 スポット支援員の配置を行った場合 １か所当たり 月額 45千円

【補助割合】 国：１／２、都道府県：１／４、市区町村：１／４
国：１／２、市区町村：１／２

【対象施設】 保育所、幼保連携型認定こども園

【実施要件】 保育士の業務負担が軽減される内容や、職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組等を記載した実施計画書を提出すること

⇒ 園児の見落とし等による事故を防止するため、園外活動時の見守り等を行う保育支援者を配置する場合の補助（１箇所当たり月額45千円）
の対象施設に、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業及び幼稚園型認定こども園を追加【拡充】

⇒ スポット支援員の配置に係る対象施設は、児童の園外活動時の見守り等に係る対象施設と同様

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

＜保育対策総合⽀援事業費補助⾦＞
令和５年度当初予算（案） 457億円の内数（453億円の内数）
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保育所の空き定員等を活⽤した未就園児の定期的な預かりモデル事業

【実施主体】市町村（※）（市町村が認めた者への委託可。）
※実施自治体は、地域における定期的な利用ニーズに対する適切な一時預かりの実施体制、利用促進や利用認定の方法などを検証するための実
施体制等を考慮して、公募により選定

【対象児童】保育所等に通所していない未就園児（長期スパンでの利用が前提）
【補助単価】①・年間延べ利用児童数300人未満 ：１か所あたり 5,981千円（預かりにかかる経費及び検討会開催経費等）

・年間延べ利用児童数300人以上900人未満 ：１か所あたり 6,326千円（預かりにかかる経費及び検討会開催経費等）
・年間延べ利用児童数900人以上 ：１か所あたり 6,542千円（預かりにかかる経費及び検討会開催経費等）

②１か所あたり 742千円
【補助割合】国：9/10 市町村：1/10

○ 普段、保育所や幼稚園等を利用していない未就園児を、保育所等で定期的に預かることで、専門家による良質な成育環境を確保し、他児とともに過
ごし遊ぶ経験を通じこどもたちの発達を促すだけでなく、育児疲れによる負担を抱える保護者に対する継続的な支援や、必要に応じて関係機関と連携
した支援を行うことができる。ついては、定員に空きのある保育所等において、未就園児を定期的に預かり、利用促進の方法、利用認定の方法、要支
援家庭等の確認方法や、保護者に対する関わり方などを具体的に検討し、保育所の多機能化に向けた効果を検証するモデル事業を実施する。

【事業内容】
①定期的な預かり

・定員に空きのある保育所等において、地域の保育所等に通所していない未就園児に対して、継続して週１～２日程度の定期的な預かりを実施する。
・対象児童を養育する家庭に対して、本事業の積極的な利用を促進する。
・集団における子どもの育ちに着目した支援計画を作成し、適切な保育を行うとともに、保護者に対しては、定期的な面談などを実施し、継続的に

支援する。
・要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有する。

②要支援家庭等対応強化加算
①に加え、保育所等において、要支援児童等の預かりを行う場合には、関係機関（市町村や要対協など）との連携の下、情報共有や定期的な打ち合

わせに基づいた支援計画（※）を作成し、関係機関との協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行う。
（※）改正後の児童福祉法に基づくサポートプランと連携することを想定。

定員に空きのある
保育所等（※）

市町村

関係機関 要⽀援家庭等

①定期的な預かり、定期的な⾯談・利⽤促進 等連携

①利⽤促進

連携 ②情報共有や定期的な
打ち合わせ

要対協など

イメージ図

②関係機関との協働対処による相談⽀援 等

⼦育て家庭

（※）認定こども園、地域⼦育て⽀援拠点 等

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

＜保育対策総合⽀援事業費補助⾦＞ 令和５年度当初予算（案） 457億円の内数（453億円の内数）

就 学 前 教 育 ・ 保 育 施 設 整 備 交 付 ⾦

○ 市区町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所等に係る施設整備事業及び防音壁設置の実施等
に要する経費に充てるため、市区町村等に交付金を交付する。

【対象事業】

・保育所整備事業
・幼保連携型認定こども園整備事業

・認定こども園整備事業（保育所型、幼稚園型）
・公立認定こども園整備事業
・小規模保育整備事業
・防音壁整備事業
・防犯対策強化整備事業

【実施主体】 （私立）市区町村

【設置主体】 （私立）社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等 （公立）都道府県・市区町村
（保育所及び認定こども園（保育所機能部分）については公立を除く）

【対象校種】 保育所、幼稚園（認定こども園への移行に伴うもの）、認定こども園、小規模保育施設 等
（保育所及び認定こども園（保育所機能部分）については公立を除く）

【補助割合】
（私立） 国：１／２、市区町村：１／４、設置主体：１／４

（新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合）
国：２／３、市区町村：１／１２、設置主体：１／４

（公立） 原則国１／３、設置者（市区町村）２／３
※補助率は個別のメニュー等により異なる。また、沖縄分は内閣府において計上。

※保育所や認定こども園向け補助金の一元化

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

令和５年度当初予算（案） 295億円
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認定こども園向け施設整備費の⼀元化のイメージ

〇 「児童虐待防⽌対策の強化に向けた緊急総合対策」に基づき、地域とつながりのない未就園（保育所、幼稚園、認定こども園等へ
⼊所・⼊園等をしていない）のこどもを対象として家庭を訪問する取組を実施しており、児童虐待の早期発⾒・早期対応を推進する
ため、継続的に訪問する取組を⽀援する。

○ こども家庭庁の創設により、未就園児も含めた⼩学校修了前の全てのこどもの育ちを保障する取組を強化するため、訪問により把握
した児童・家庭に対し、地域のNPOや児童委員、⼦育て⽀援員等の⺠間関係者・団体を活⽤しながら、児童・家庭の困りごとを把握し、
申請⼿続等の⽀援も含め円滑かつ確実に⽀援・サービスに結びつけていくための⾃治体の取組を⽀援する。【拡充】

２．実施主体、事業の概要

実施主体︓市区町村 負担割合 国︓１／２、市区町村︓１／２
（１）訪問⽀援

訪問対象家庭を訪問し、乳幼児健診未受診者、未就園、不就学等の⼦どもの状況を確認する取組に必要な経費を補助
［補助基準額］ a.訪問費⽤ 訪問１回当たり 6,000円 × 訪問回数 ※訪問は委託することも可能

b.事務職員雇上費 １⽇当たり 7,440円 × 事務職員数 ※複数名の雇上も可能
（２）申請⼿続等⽀援【拡充】

他の⽀援施策につなぐための⽀援や、各種申請⼿続のサポートを含む伴⾛型⽀援等を⾏う⺠間関係者・団体の⼈件費、交通費等（要⽀援
者の交通費を含む。）を補助（⾃⼰評価・分析も実施） ※（１）（２）については、いずれか⼀⽅のみの利⽤も可。

［補助基準額］ a.訪問⽀援等に係る費⽤ １回当たり 6,000円 × 訪問回数
b.事務職員雇上費（通訳等に係る職員含む） １⽇当たり 7,440円 × 事務職員数 ※複数名の雇上も可能

（３）訪問・事務運営委託費
訪問、事務運営に係る業務を⺠間団体へ委託する場合の委託費補助
［補助基準額］ 年額 564,000円 養育⽀援訪問事業

未就園児等全⼾訪問実施
・保育所や障害児支援など利用に関する必要な支
援（各種申請手続きのサポート）を行う。

・

申請⼿続等⽀援
訪問により児童や家庭の

困りごとを把握

養育支援が必要である家庭

追加
保育所・児童発達⽀援センター

１ 事業の⽬的

<児童虐待防⽌等対策総合⽀援事業費補助⾦（仮称） >
令和５年度当初予算（案）︓208億円の内数（202億円の内数）

27未就園児等全⼾訪問・アウトリーチ⽀援事業
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【(１)学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた⼿法の開発・実証(197百万円)】
学校外からのアプローチによるいじめ防⽌対策の推進に向け、①〜②の取組を⼀体的に実施。
①実証地域（⾃治体の⾸⻑部局）での開発・実証

⾃治体の⾸⻑部局において、専⾨家の活⽤等により、学校における対応のほかに、
いじめの相談から解決まで取り組む⼿法等の開発・実証を②と連携して⾏う。

（開発・実証のイメージ）
・相談対応のみならず、⾸⻑部局がいじめ解消まで関与する取組であること
・関係部局・関係機関との連携体制を構築していること
・②と連携し、取組効果が検証可能な形で進めること
・ICTの活⽤など、円滑な相談がしやすい体制を構築していること

※⼀部⺠間事業者を活⽤することも可

②実証地域への専⾨的助⾔や効果検証及び研修コンテンツの作成
各実証地域における①の取組への専⾨的助⾔や効果検証の伴⾛⽀援、汎⽤モデル化
及び⾸⻑部局の担当者向けの研修コンテンツを作成

【(２)いじめ調査アドバイザーの任命・活⽤(3.5百万円)】
・重⼤事態調査を⽴ち上げる⾃治体に対し、第三者性確保等に関して、学識経験者等
の専⾨家が助⾔

・再調査事例の分析等を通じた重⼤事態調査の運⽤改善等

【その他】いじめ防⽌に係る広報・啓発 など

（１）①実証地域（⾸⻑部局）での開発・実証 【委託先】 都道府県、市区町村 （箇所数︓8⾃治体程度）

○ いじめを政府全体の問題として捉え直し、こども家庭庁、⽂部科学省など関係府省の連携の下、こども家庭庁が学校外からのアプローチによる
いじめ防⽌対策に取り組むことで、学校におけるアプローチ等と相まって、いじめの⻑期化・重⼤化防⽌、重⼤事態の対処の適切化を推進。

②実証地域への専⾨的助⾔や効果検証及び研修コンテンツの作成
（２）いじめ調査アドバイザーの任命・活⽤

【委託先】 ⺠間団体等 （1団体）
【実施主体等】 国が⾮常勤職員として任命

⽂部科学省

いじめ防⽌対策推進法に基づく適切な
対応と相まって、重⼤事態に⾄った事案
の適切な対処を推進

学校におけるアプローチの強化と
相まって、いじめの⻑期化・重⼤
化防⽌の⾸⻑部局における取組
をモデル化

地域におけるいじめ防⽌対策の体制構築の推進
令和５年度当初予算（案）︓213百万円１．施策の⽬的

２．施策の内容

３．実施主体・委託先等

こ ど も家庭庁

連携

社会総がかりのいじめ防⽌対策を推進

いじめを政府全体の問題として捉え直し、 令和4年11月に設置された「いじめ防止対策に関する
関係府省連絡会議」の下、関係府省間の連携を強化。文部科学省は教育委員会-学校を通じた
対策の充実を図り、こども家庭庁は新たに学校外からの対策を講じ、社会全体でのいじめ防止
対策を一体的に推進。

いじめ防⽌対策関係予算（こども家庭庁・⽂部科学省） 令和５年度当初予算（案） ： ８８億円の内数
（前年度予算額 ： ８０億円の内数）

○文部科学省 ： いじめ防止対策推進法等に基づき、教育委員会を含む学校設置者、地方自治体が行う取組に対して必要な指導・助言
や調査等を行う。

○こども家庭庁： ・いじめの防止に向けた地方自治体における具体的な取組や体制づくり等を推進
・重大ないじめ事案に係る調査における第三者性の確保（文部科学省と連携）

こども政策の新たな推進体制に関する基本方針（令和３年12月21日閣議決定）の考え方

こども家庭庁 文部科学省

早期発⾒・早期対応
8,461百万年の内数

（7,902百万円の内数）

・ スクールカウンセラーの配置充実
・スクールソーシャルワーカーの配置充実
・SNS等を活用した相談体制の整備促進

学校外からのアプローチの開発・実証
197百万円（新規）

首長部局が取り組むいじめ解消
→実証地域と連携し、汎用的なモデル事例を開発・
実証
①学校外からのいじめ解消アプローチ開発・実証
②実証地域への専門的助言や研修コンテンツ作成

学校におけるアプローチの調査研究
50百万円の内数（44百万円の内数）

・ICT等を活用したいじめ等対策に係る調査研究

いじめの重⼤事態に係る教育委員会の対応
・ いじめ重大事態調査に係る指導助言（非予算）

主
に
首
長
部
局

を
通
じ
た
対
応

主
に
教
委-

学
校

を
通
じ
た
対
応

いじめ調査アドバイザーの任命・活⽤
3.5百万円（新規）

重大事態調査を立ち上げる自治体へ、第三者性
確保等に関し、学識経験者等の専門家が助言等

こども家庭庁と文部科学省が連携し、いじめ防止の広報・啓発等に関する活動を実施

「こどもまんなか」の発想で社会総がかりのいじめ防⽌対策を推進

学
校
外
か
ら
の
対
策

学
校
に
お
け
る
対
策

事業連携

情報共有

広報・啓発

いじめ防⽌対策
基本⽅針協議
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．
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援
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図
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計
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円
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実
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す
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援
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和
４
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度
第
２
次
補
正
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算
：
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7億
円
、
令
和
５
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度
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算
：
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「
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
」
事
業
の
ポ
イ
ン
ト
（
全
体
像
）

○
地

方
自

治
体

に
お

け
る
これ
ま
で
の
取
組
を
活
か
しな
が
ら、
地
域
の
実
情
に
応
じて

本
事

業
に

取
り組

む
こと

が
で

きる
よう

、地
方

自
治

体
の
創
意
工
夫

に
基
づ
く柔
軟
な
仕
組
み

とす
る

。
○

「伴
走
型
相
談
支
援

」と
「出
産
・子
育
て
応
援
ギ
フト

」を
組
み
合
わ
せ
た
形

で
、全
て
の
妊
婦
・子
育
て
家
庭

の
ニー

ズ
に

即
した

効
果

的
な

支
援

とな
る

よ
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夫
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支
援
を
早
期
に
対
象
者
に
届
け
る

こと
を目

指
す

。
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①
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③
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・
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員
等

・
身

近
で

気
軽

に
相

談
で

き
る

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
、保

育
園

等
の

保
育

士
、利

用
者

支
援

専
門

員
、子

育
て

支
援

員
等

〇
面
談
の
対
象
者

妊
婦

・産
婦

※
夫

・パ
ー

トナ
ー

・同
居

家
族

も
一

緒
に

面
談

す
る

こと
を推

奨

〇
面
談
の
内
容
・実
施
方
法

・
ア

ンケ
ー

トの
回

答
や

子
育

て
ガ

イド
を

一
緒

に
確

認
し、

出
産

・育
児

等
の

見
通

しを
立

て
る

※
ア

ンケ
ー

ト・
子

育
て

ガ
イド

の
ひ

な
形

は
国

か
ら提

示
・

オ
ンラ

イン
面

談
を

含
め

、対
面
を
原
則

とす
る

出
産
・子
育
て
応
援
ギ
フト

〇
支
給
の
タ
イ
ミン
グ
・支
給
の
条
件

出
産
応
援
ギ
フト
（
５
万
円
相
当
）

：
妊

娠
届

出
時

の
面
談
実
施
後

子
育
て
応
援
ギ
フト
（
５
万
円
相
当
）

：
出

生
届

出
～

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

ま
で

の
間

の
面
談
実
施
後

〇
支
給
形
態
（
実
施
方
法
）

各
自

治
体

の
判

断
に

よ
り、

以
下

の
い

ず
れ

の
方

法
で

も
実

施
可

能
・

出
産

・育
児

関
連

商
品

の
商

品
券

（
クー

ポ
ン）

・
妊

婦
健

診
交

通
費

や
ベ

ビー
用

品
等

の
費

用
助

成
・

産
後

ケ
ア

・一
時

預
か

り・
家

事
支

援
サ

ー
ビス

等
の

利
用

料
助

成
・

利
用

料
減

免
※

 市
町

村
の

判
断

に
よ

り、
現

金
給

付
(キ

ャッ
シ

ュレ
ス

含
む

)も
オ

プシ
ョン

とし
て

排
除

さ
れ

な
い

が
、国

10
/1

0負
担

の
シ

ス
テ

ム
構

築
等

導
入

経
費

は
早

期
の

執
行

を
要

す
る

た
め

、現
金

を
選

択
す

る
市

町
村

に
あ

って
も

将
来

的
に

クー
ポ

ン、
広

域
連

携
な

ど効
率

的
な

給
付

方
法

に
つ

い
て

検
討

い
た

だ
き

た
い

。

〇
遡
及
適
用
者
へ
の
支
給
方
法

・
事

業
開

始
前

に
出

産
され

た
方

→
事

業
開

始
後

に
10

万
円

相
当

を
一

括
支

給
・

事
業

開
始

時
点

で
妊

娠
期

に
あ

る
方

→
事

業
開

始
後

に
妊

娠
期

の
５

万
円

相
当

を
支

給
し、

出
生

届
出

後
に

５
万

円
相

当
を

支
給

す
る

こと
を

推
奨

（
妊

娠
期

に
応

じ、
出

生
届

出
後

に
一

括
支

給
で

も
可

）

妊
娠
７
か
月
頃
に
、
妊
娠
８
か
月
面
談
の
案
内
文

と
ア
ン
ケ
ー
ト
を
郵
送
（
メ
ー
ル
等
含
む
）
し
、

希
望
者
の
み
面
談
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①
伴
走
型
相
談
支
援

○
令
和
５
年
度
当
初
予
算
案
に
計
上
した
「出
産
・子
育
て
応
援
交
付
金
」（
令
和
５
年
10
月
以
降
の
半
年
分
）
の
都
道
府
県
・市
町
村
へ
の
補
助
の

内
訳
と、
それ
ぞ
れ
の
補
助
に
係
る
補
助
率
等
に
つ
い
て
は
以
下
の
とお
り。
補
助
対
象
等
の
詳
細
は
交
付
要
綱
で
お
示
しす
る
予
定
。

○
令
和
５
年
度
当
初
予
算
案
の
地
方
負
担
分
に
つ
い
て
は
、地
方
財
政
措
置
が
講
じら
れ
る
予
定
。

○
な
お
、円
滑
な
事
業
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
時
限
的
な
措
置
とし
て
、出
生
者
数
の
多
い
自
治
体
を中
心
に
本
事
業
実
施
の
際
に
生
じる
か
か
りま
し経

費
等
に
つ
い
て
全
額
国
費
で
支
援
す
る
措
置
も
含
め
る
予
定
。（
詳
細
は
令
和
５
年
度
当
初
予
算
の
交
付
要
綱
等
で
お
示
しす
る
。）

令
和
５
年
度
当
初
予
算
案
に
お
け
る

「
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
」
の
内
訳
・
執
行
イ
メ
ー
ジ
（
全
体
像
）

公
費
：

10
1億
円
（
国
費
：

50
億
円
）

補
助
率
国

1/
2、
都
道
府
県

1/
4、
市
町
村

1/
4

対
象
と
な
る
費
用

・
伴
走
型
相
談
支
援
を
実
施
す
る
職
員
人
件
費

・
伴
走
型
相
談
支
援
の
事
務
に
要
す
る
活
動
費
等

※
伴
走
型
相
談
支
援
と
一
体
的
に
実
施
す
る
経
済
的
支
援
に
要
す
る
市
区

町
村
の
事
務
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。

②
出
産
・子
育
て
応
援
ギ
フト

公
費
：

42
0億
円
（
国
費
：

28
0億
円
）

補
助
率

国
2/

3、
都
道
府
県

1/
6、
市
町
村

1/
6

対
象
と
な
る
費
用

・
出
産
応
援
ギ
フ
ト
（
妊
娠
届
出
時
／
妊
婦
１
人
当
た
り
５
万
円
相
当
）

・
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
（
出
生
届
出
後
／
こ
ど
も
１
人
当
た
り
５
万
円
相
当
）

※
ク
ー
ポ
ン
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
、
交
通
費
や
ベ
ビ
ー
用
品
の
購
入
・
レ
ン

タ
ル
費
用
助
成
な
ど
、
幅
広
い
方
法
で
支
給
可
能

③
ク
ー
ポ
ン
等
に
係
る
委
託
経
費
等

補
助
率

国
10

/1
0

対
象
と
な
る
費
用

＜
都
道
府
県
＞

・
経
済
的
支
援
（
出
産
・
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
）
を
広
域
連
携
に
よ
り
行
う
た
め
の
費
用
（
ク
ー
ポ
ン
発
行
等
に
係
る
委
託
経
費
）
等

公
費
：

40
億
円
（
国
費
：

40
億
円
）

＜
市
町
村
＞

・
経
済
的
支
援
（
出
産
・
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
）
を
行
う
た
め
の
ク
ー
ポ
ン
発
行
等
に
係
る
委
託
経
費
等

（
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
）

（
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
）

（
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
）

都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
経
済
的
支
援
の
広
域
連
携
の
ほ
か
、
伴
走
型
相
談
支
援
に
つ
い
て
も
、

域
内
市
町
村
の
取
組
を
把
握
し
、
好
事
例
を
共
有
す
る
な
ど
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
き
た
い
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①
伴
走
型
相
談
支
援

令
和
４
年
度
補
正
予
算
に
お
け
る

「
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
」
の
内
訳
・
執
行
イ
メ
ー
ジ
（
全
体
像
）

公
費
：

20
2億
円
（
国
費
：

13
5億
円
）

補
助
率
国

2/
3、
都
道
府
県

1/
6、
市
町
村

1/
6

対
象
と
な
る
費
用

・
伴
走
型
相
談
支
援
を
実
施
す
る
職
員
人
件
費

・
伴
走
型
相
談
支
援
の
事
務
に
要
す
る
活
動
費
等

※
伴
走
型
相
談
支
援
と
一
体
的
に
実
施
す
る
経
済
的
支
援
に
要
す
る
市
区

町
村
の
事
務
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。

②
出
産
・子
育
て
応
援
ギ
フト

公
費
：

1,
56

4億
円
（
国
費
：

1,
04

2億
円
）

補
助
率

国
2/

3、
都
道
府
県

1/
6、
市
町
村

1/
6

対
象
と
な
る
費
用

・
出
産
応
援
ギ
フ
ト
（
妊
娠
届
出
時
／
妊
婦
１
人
当
た
り
５
万
円
相
当
）

・
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
（
出
生
届
出
後
／
こ
ど
も
１
人
当
た
り
５
万
円
相
当
）

※
ク
ー
ポ
ン
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
、
交
通
費
や
ベ
ビ
ー
用
品
の
購
入
・
レ
ン

タ
ル
費
用
助
成
な
ど
、
幅
広
い
方
法
で
支
給
可
能

③
シ
ス
テ
ム
構
築
等
導
入
経
費

補
助
率

国
10

/1
0

対
象
と
な
る
費
用

＜
都
道
府
県
＞

・
経
済
的
支
援
（
出
産
・
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
）
を
広
域
連
携
に
よ
り
行
う
た
め
の
費
用

（
ク
ー
ポ
ン
発
行
等
に
係
る
委
託
経
費
、
電
子
ク
ー
ポ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築
経
費

等
）

原
則
と
し
て
イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
に
対
す
る
補
助
で
あ
る
た
め
、
令
和
４
年
度
補
正
予
算
限
り
の
予
算
措
置

公
費
：

90
億
円
（
国
費
：

90
億
円
）

＜
市
町
村
＞

・
経
済
的
支
援
（
出
産
・
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
）
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発
経
費
、
ク
ー
ポ
ン
発
行
等
に
係
る
委
託
経
費

等

（
主
に
イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
）

（
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
）

（
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
）

オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
例
え
ば
、

・
都
道
府
県
内
等
に
お
い
て
、
里
帰
り
先
市
町
村
に
お
い
て
も
産
婦
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
産
後
ケ
ア
な
ど

の
必
要
な
支
援
を
案
内
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
支
援
対
象
者
の
情
報
の
引
継
ぎ
・
共
有

・
都
道
府
県
内
で
の
転
居
の
際
に
、
転
居
元
に
お
け
る
ギ
フ
ト
の
支
給
の
有
無
の
確
認

等
が
で
き
る
機
能
を
付
加
す
る
場
合
も
補
助
対
象

○
令
和
４
年
度
補
正
予
算
に
計
上
した
「出
産
・子
育
て
応
援
交
付
金
」（
令
和
５
年
９
月
末
ま
で
）
の
都
道
府
県
・市
町
村
へ
の
補
助
の
内
訳
と、
そ

れ
ぞ
れ
の
補
助
に
係
る
補
助
率
等
に
つ
い
て
は
以
下
の
とお
り。
補
助
対
象
等
の
詳
細
は
交
付
要
綱
で
お
示
しす
る
予
定
。

○
出
産
・子
育
て
応
援
ギ
フト
は
、市
町
村
の
創
意
工
夫
に
よ
り、
親
しみ
の
持
て
る
名
称
を検
討
い
た
だ
きた
い
。
例
：
パ
パ
マ
マ
応
援
ギ
フト
、出
産
準
備
金

○
令
和
４
年
度
補
正
予
算
の
地
方
負
担
分
は
、令
和
４
年
度
の
地
方
交
付
税
の
増
額
交
付
等
の
中
で
対
応
して
い
た
だ
きた
い
。

○
新
型
コロ
ナ
ウイ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
うち
本
年
度
の
予
備
費
で
措
置
され
た
「原
油
価
格
・物
価
高
騰
対
応
分
」や
「重
点
交

付
金
」を
、本
事
業
の
令
和
４
年
度
補
正
予
算
の
地
方
負
担
分
に
充
て
る
こと
も
可
能
。

出
産
・
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
の
支
給
管
理
等
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
や
、
伴
走
型
相
談
支
援
で
把
握

し
た
支
援
対
象
者
の
情
報
管
理
・
関
係
機
関
と
の
情
報
共
有
等
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
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検
討
状
況
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
都
道
府
県
・市
区
町
村
）

※
1
2
月
1
6
日

1
7
時
時
点

回
答
数
：
97
0自
治
体

○
出
産
・
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
の
支
給
形
態
・
方
法

※
複
数
選
択
可

（
市
町
村
）

【
国
と
し
て
の
基
本
的
な
考
え
方
、
今
後
の
進
め
方
】

〇
出
産
・
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
の
支
給
に
つ
い
て
、
幅
広
い
形
態
を
選
択
可
能
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
国
と
し
て
は
、
政
策
的
意
義
、
自
治
体
・
対
象
者
の
メ
リ
ッ
ト
等
の
観
点
か
ら

電
子
ク
ー
ポ
ン
等
の
電
子
的
方
法
の
活
用
や
都
道
府
県
に
よ
る
広
域
連
携
（
以
下
「
県
広
域
連
携
」
と
い
う
）
な
ど
、
効
率
的
な
実
施
方
法
で
の
実
施
を
推
奨
し
て
い
る
。

〇
こ
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
構
築
等
導
入
経
費
（
イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト
）
は
、
令
和
４
年
度
補
正
予
算
に
の
み
計
上
す
る
も
の
、
か
つ
、
繰
越
明
許
費
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
予
算
を
国
で
繰
り
越
し
た
場
合
、
当
該
経
費
（
国
1
0
/
1
0
負
担
）
を
執
行
し
て
活
用
い
た
だ
け
る
の
は
、
令
和
５
年
度
末
ま
で
と
な
る
。

〇
国
と
し
て
は
、
早
期
の
事
業
実
施
の
観
点
か
ら
現
金
給
付
で
事
業
を
開
始
す
る
予
定
の
市
町
村
に
お
い
て
も
、
上
記
予
算
を
活
用
し
た
県
広
域
連
携
に
参
画
・
移
行
で
き
る
よ
う
、

子
育
て
ア
プ
リ
・
サ
イ
ト
・
電
子
ク
ー
ポ
ン
に
よ
る
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
、
内
閣
官
房
こ
ど
も
家
庭
庁
設
立
準
備
室
に
て
1
2
月
2
0
日
に
設
置
さ
れ
た
「
こ
ど
も
政
策
D
X
推
進

チ
ー
ム
」
（
P
4
3
参
照
）
の
下
、
自
治
体
等
と
意
見
交
換
し
つ
つ
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
課
題
抽
出
、
普
及
方
法
の
検
討
や
国
の
支
援
等
に
つ
い
て
議
論
し
、
周
知
し
て
い
く
予
定
。

【
全
自
治
体
へ
の
検
討
依
頼
】

〇
ク
ー
ポ
ン
支
給
に
は
一
定
の
準
備
期
間
を
要
す
る
等
、
早
期
の
事
業
実
施
の
観
点
か
ら
現
金
給
付
で
事
業
を
開
始
す
る
予
定
の
市
町
村
、
及
び
、
当
該
市
町
村
の
検
討
状
況
か
ら

県
広
域
連
携
を
検
討
い
た
だ
け
て
い
な
い
都
道
府
県
に
お
か
れ
て
も
、
令
和
４
年
度
補
正
予
算
を
国
で
繰
越
し
た
際
に
、
令
和
５
年
度
で
あ
れ
ば
補
助
基
準
額
の
範
囲
内
で
の

交
付
申
請
が
可
能
と
な
る
シ
ス
テ
ム
構
築
等
導
入
経
費
（
国
1
0
/
1
0
負
担
）
を
活
用
し
た
県
広
域
連
携
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
・
市
町
村
間
で
引
き
続
き
ご
検
討
い
た
だ
き
た
い
。

〇
そ
の
他
の
市
町
村
、
（
県
広
域
連
携
を
実
施
予
定
の
）
都
道
府
県
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
引
き
続
き
、
両
者
間
で
の
意
向
確
認
等
の
調
整
を
経
て
、
県
広
域
連
携
の
取
組
の
推
進

に
ご
協
力
い
た
だ
き
た
い
。

育
児
関
連
用
品
等
の
商
品
券
（
専
用
サ
イ
ト
・
ア
プ
リ
等
に
よ
る
電
子
ク
ー
ポ
ン
）

4
9

育
児
関
連
用
品
等
の
商
品
券
（
紙
ク
ー
ポ
ン
）

3
6

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
料
減
免
（
専
用
サ
イ
ト
・
ア
プ
リ
等
に
よ
る
電
子
ク
ー
ポ
ン
）

9

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
料
減
免
（
紙
ク
ー
ポ
ン
）

9

現
金
給
付
（
電
子
マ
ネ
ー
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
）

3
9

現
金
給
付
（
現
金
）

9
0
3

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
実
施
予
定

5
7

回
答
数
：
40
自
治
体

45
%

55
%

は
い

い
い
え

○
出
産
・
子
育
て
応
援
ギ
フ
ト
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
に
よ
る
電
子
ク
ー
ポ
ン
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築
等
、
管
内
市
町
村
と
の
調
整
に
基
づ
く
広
域
連
携

に
よ
る
取
組
の
実
施
予
定
（
都
道
府
県
）

は
い

1
8

い
い
え

2
2
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検
討
状
況
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
都
道
府
県
・市
区
町
村
）

※
1
2
月
1
6
日

1
7
時
時
点

回
答
数
：
40
自
治
体

○
本
事
業
の
実
施
に
向
け
た
地
方
議
会
で
の
予
算
案
の
提
案
・
議
決
予
定

（
都
道
府
県
）

令
和
４
年
1
2
月
議
会
で
提
案
・
議
決
予
定

2
9

令
和
５
年
２
月
議
会
で
提
案
・
議
決
予
定

9
令
和
５
年
３
月
議
会
で
提
案
・
議
決
予
定

1
令
和
５
年
度
以
降
の
議
会
で
提
案
・
議
決
予
定

0
未
定
・
検
討
中

1

72
%

22
%

3%
0%

3%
令
和
４
年

12
月
議
会

令
和
５
年
２
月
議
会

令
和
５
年
３
月
議
会

令
和
５
年
度
以
降
の
議
会

45
%

10
%

16
%

0%29
%

令
和
４
年

12
月
議
会

令
和
５
年
２
月
議
会

令
和
５
年
３
月
議
会

令
和
５
年
度
以
降
の
議
会

○
本
事
業
の
実
施
に
向
け
た
地
方
議
会
で
の
予
算
案
の
提
案
・
議
決
予
定

（
市
町
村
）

令
和
４
年
1
2
月
議
会
で
提
案
・
議
決
予
定

4
3
7

令
和
５
年
２
月
議
会
で
提
案
・
議
決
予
定

9
2

令
和
５
年
３
月
議
会
で
提
案
・
議
決
予
定

1
5
8

令
和
５
年
度
以
降
の
議
会
で
提
案
・
議
決
予
定

3

未
定
・
検
討
中

2
8
0

○
事
業
の
開
始
時
期
（
目
処
・
予
定
）
（
市
町
村
）

令
和
５
年
１
月

3
0
5

令
和
５
年
２
月

2
4
2

令
和
５
年
３
月

2
0
1

令
和
５
年
４
月
以
降

1
1
8

そ
の
他

1
0
4

31
%

25
%

21
%

12
%11

%
令
和
５
年
１
月

令
和
５
年
２
月

令
和
５
年
３
月

令
和
５
年
４
月
以
降

そ
の
他

回
答
数
：
97
0自
治
体

回
答
数
：
97
0自
治
体
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改
正
事
項

保
育
士
（
児
童
福
祉
法
）
（
現
行
）

教
員
（
教
育
職
員
免
許
法
等
）

保
育
士
（
児
童
福
祉
法
）
（
見
直
し
内

容
）

欠 格 期 間

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ

ら
れ
た
場
合

執
行
を
終
わ
っ
た
日
等
か
ら
起
算
し
て
２

年
期
限
な
し

※
た
だ
し
、
刑
法
に
お
け
る
刑
の
消
滅
規
定

に
よ
る
制
限
あ
り

期
限
な
し

※
た
だ
し
、
刑
法
に
お
け
る
刑
の
消
滅
規

定
に
よ
る
制
限
あ
り

罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ

た
場
合

児
童
福
祉
関
係
法
律
の
規
定
に
よ
る
場
合

に
、
執
行
を
終
わ
っ
た
日
等
か
ら
起
算
し

て
２
年

ー
児
童
福
祉
関
係
法
律
の
規
定
に
よ
る
場
合

に
、
執
行
を
終
わ
っ
た
日
等
か
ら
起
算
し

て
３
年

登
録
取
消
・
免
許
状
失

効
等
に
よ
る
場
合

登
録
取
消
の
日
か
ら
起
算
し
て
２
年

免
許
状
失
効
等
の
日
か
ら
３
年

登
録
取
消
の
日
か
ら
起
算
し
て
３
年

登 録 取 消 等 の 事 由

登
録
の
取
消
・
免
許
状

失
効
等
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合

＜
取
消
事
由
＞

・
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

・
虚
偽
等
に
基
づ
く
登
録
を
受
け
た
場
合

＜
取
消
事
由
＞

・
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

・
教
職
員
が
懲
戒
免
職
等
の
処
分
を
受
け
た

場
合

（
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

原
則
と
し
て
懲
戒
免
職
と
す
る
よ
う
求
め

て
い
る
）

＜
取
消
事
由
＞

・
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

・
虚
偽
等
に
基
づ
く
登
録
を
受
け
た
場
合

・
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
場
合

登
録
の
取
消
・
免
許
状

失
効
等
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
場
合

＜
取
消
事
由
＞

・
信
用
失
墜
行
為
の
場
合

・
秘
密
保
持
義
務
違
反
の
場
合

＜
取
消
事
由
＞

・
教
員
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
の
場
合

・
故
意
に
よ
る
法
令
違
反
の
場
合

＜
取
消
事
由
＞

・
信
用
失
墜
行
為
の
場
合

・
秘
密
保
持
義
務
違
反
の
場
合

わ
い
せ
つ
行
為
を
行
っ
た
者

の
再
登
録
等
の
制
限

欠
格
期
間
経
過
後
は
再
登
録
の
申
請
が
可

能
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
免
許

状
が
失
効
等
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後

の
事
情
か
ら
再
免
許
を
授
与
す
る
の
が
適
当

で
あ
る
場
合
に
限
り
、
再
免
許
を
授
与
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
※
）

わ
い
せ
つ
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
登

録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
後
の
事
情
か
ら
再
登
録
が
適
当
で
あ
る

場
合
に
限
り
、
再
登
録
す
る
こ
と
が
で
き

る

わ
い
せ
つ
行
為
に
よ
り
登
録

取
消
・
免
許
状
失
効
し
た
者

の
情
報
把
握

ー

わ
い
せ
つ
行
為
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
等
し

た
者
の
情
報
が
登
録
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
整
備
す
る
な
ど
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
っ
た

教
員
の
情
報
を
、
教
員
を
雇
用
す
る
者
等
が

把
握
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を
構
築
す
る

（
※
）

わ
い
せ
つ
行
為
に
よ
り
保
育
士
の
登
録
を

取
り
消
さ
れ
た
者
の
情
報
が
登
録
さ
れ
た

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
整
備
す
る
な
ど
わ
い
せ

つ
行
為
を
行
っ
た
保
育
士
の
情
報
を
、
保

育
士
を
雇
用
す
る
者
等
が
把
握
で
き
る
よ

う
な
仕
組
み
を
構
築
す
る

わ
い
せ
つ
行
為
を
行
っ
た
保
育
士
に
対
す
る
資
格
管
理
の
厳
格
化

見
直
し
内
容

注
わ
い
せ
つ
行
為
と
は
、
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
３
年
法
律
第
57
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
を
指
す
。

※
法
の
規
定
に
基
づ
く
対
応
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児
童
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
安
全
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

＜
改
正
児
童
福
祉
法
：
令
和
５
年
４
月
１
日
施
行
時
点
＞

※
傍
線
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
法
案
に
よ
る
改
正
箇
所
の
み

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
の
基
準
）

第
四
十
五
条
都
道
府
県
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
条
例
で
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
基

準
は
、
児
童
の
身
体
的
、
精
神
的
及
び
社
会
的
な
発
達
の
た
め
に
必
要
な
生
活
水
準
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
都
道
府
県
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他

の
事
項
に
つ
い
て
は
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

三
児
童
福
祉
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
内
容
そ
の
他
児
童
（
助
産
施
設
に
あ
つ
て
は
、
妊
産
婦
）
の
適
切
な

処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
、
妊
産
婦
の
安
全
の
確
保
並
び
に
児
童
の
健
全
な
発
達
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の

③
～
⑥
（
略
）

※
家
庭
的
保
育
事
業
等
及
び
一
時
保
護
施
設
に
つ
い
て
も
同
様
の
規
定
を
創
設

保
育
所
を
始
め
と
す
る
児
童
福
祉
施
設
等
が
児
童
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
省
令
改
正
を
実
施
。

第
20

8回
国
会
で
可
決
・
成
立
し
た
改
正
児
童
福
祉
法
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
議
員
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
、
都
道
府
県
等
が
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
児
童
福
祉

施
設
等
（
※
）
の
運
営
に
関
す
る
基
準
の
う
ち
、
「
児
童
の
安
全
の
確
保
」
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
が
定
め
る
基
準
（
省
令
）
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。

（
※
）
児
童
福
祉
施
設
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除
く
）
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
、
一
時
保
護
施
設

こ
れ
を
受
け
て
、
各
児
童
福
祉
施
設
等
は
「
児
童
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
計
画
」
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
国
の
基
準
（
省
令
）
の
改
正
を
令
和
４
年

11
月
に
行
い
、
同
年

12
月
に
は
留
意
事
項
通
知
を
発
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
都
道
府
県
等
は
こ
の
省
令
の
規
定
を
条
例
化
す
る
こ
と
で
、
全
て
の
児
童
福
祉
施
設
等

に
計
画
の
策
定
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

児
童
福
祉
施
設
の
う
ち
、
保
育
所
や
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
つ
い
て
は
、
保
育
所
保
育
指
針
や
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
特
定
教
育
・
保
育
施
設
と
し
て
、
既
に

児
童
の
安
全
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
指
針
の
策
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
現
行
の
取
組
も
踏
ま
え
つ
つ
、
昨
今
の
保
育
所
等
で
の
事
故
や
幼
稚
園
に
お

け
る
学
校
安
全
計
画
な
ど
と
の
整
合
性
も
踏
ま
え
つ
つ
、
取
組
を
強
化
す
る
方
針
で
あ
り
、
令
和
５
年
４
月
か
ら
施
行
。

そ
れ
以
外
の
児
童
福
祉
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
各
施
設
の
性
質
や
状
況
等
を
踏
ま
え
、
経
過
措
置
と
し
て
一
定
期
間
安
全
計
画
の
策
定
等
を
努
力
義
務
と
す
る
規
定
を
設
け

て
い
る
。

な
お
、
厚
生
労
働
省
令
に
お
い
て
運
営
等
に
関
す
る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
施
設
・
事
業
所
に
つ
い
て
も
各
事
業
の
性
質
や
実
態
等
に
鑑
み
、
通
知
等
に
よ
り
、
児
童

の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
取
組
の
実
施
を
促
し
て
い
く
予
定
。
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妊
産
婦

子
育
て
世
帯

（
保
護
者
）

子
ど
も

一
体
的
に
相
談
支
援
を
行
う
機
能
を
有
す
る
機
関

（
市
区
町
村
の
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
と
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
見
直
し
）

子
ど
も
食
堂

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

＜
レ
ス
パ
イ
ト
＞

保
育
所

＜
保
育
・
一
時
預
か
り
＞

子
育
て
ひ
ろ
ば

等
産
前
産
後
サ
ポ
ー
ト

産
後
ケ
ア

訪
問
家
事
支
援 家
や
学
校
以
外
の

子
ど
も
の
居
場
所

○
つ
な
が
り
（
訪
問
・
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
）
、
課
題
把
握
、
相
談
支
援

○
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
の
作
成

○
保
健
指
導
、
健
康
診
査
等

業 務

様
々
な
資
源
に
よ
る

支
援
メ
ニ
ュ
ー
に
つ
な
ぐ

児
童
相
談
所

協
働

※
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
業
務
の
一
部
を
か
か
り
つ
け
の
相
談
機
関
等
に
委
託
可
と
す
る
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

児
童
館

民
間
資
源
・
地
域
資
源

と
一
体
と
な
っ
た

支
援
体
制
の
構
築

子
育
て
世
帯
の
「
か
か
り
つ
け
」
の
相
談
機
関

○
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
地
域
子
育
て

支
援
拠
点
事
業
、

N
PO
法
人
等
を
活
用
し
て
、
妊

産
婦
、
子
育
て
世
帯
、
子
ど
も
の
把
握
・
相
談
の
ア

ク
セ
ス
向
上
の
た
め
に
各
圏
域
に
設
置
。

○
悩
み
等
の
受
け
止
め
、
情
報
提
供
、
訪
問
を
実
施

○
（
必
要
に
応
じ
て
）
一
体
的
相
談
機
関
に
つ
な
ぐ

障
害
児
支
援

市
区
町
村
等
に
お
け
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
強
化

（
全
て
の
妊
産
婦
・
子
育
て
世
帯
・
子
ど
も
の
一
体
的
に
相
談
支
援
を
行
う
機
能
を
有
す
る
機
関
の
設
置
）

○
市
区
町
村
に
お
い
て
、
現
行
の
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
（
児
童
福
祉
）
と
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
母
子
保
健
）
の
設
立

の
意
義
や
機
能
は
維
持
し
た
上
で
組
織
を
見
直
し
、
全
て
の
妊
産
婦
、
子
育
て
世
帯
、
子
ど
も
の
一
体
的
に
相
談
支
援
を
行
う
機
能
を
有
す

る
機
関
の
設
置
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

○
こ
の
相
談
機
関
で
は
、
妊
娠
届
か
ら
妊
産
婦
支
援
、
子
育
て
や
子
ど
も
に
関
す
る
相
談
を
受
け
て
支
援
を
つ
な
ぐ
た
め
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
の
作
成
）
等
を
担
う
。

医
療
機
関

教
育
委
員
会
・
学
校

＜
不
登
校
・
い
じ
め
相
談
＞

＜
幼
稚
園
の
子
育
て
支
援
等
＞

令
和
４
年
通
常
国
会
児
童
福
祉
法
改
正
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2.
0%

3.
9%

5.
2%

6.
3%

7.
1%

8.
1%

7.
8%

7.
8%

9.
0%

2.
85

%

2.
85

%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

1.
0%

1.
0%

1.
0%

1.
0%

3%
3%

0.
0%

2.
0%

4.
0%

6.
0%

8.
0%

10
.0

%

12
.0

%

14
.0

%

16
.0

%

18
.0

%

H2
4
年
度

H2
5
年
度

H2
6年

度
H
27

年
度

H2
8
年

度
H2

9年
度

H3
0年

度
R元

年
度

R2
年

度
/R

3年
度

(～
R4

.
1
)

R
3
年

度
（
R
4
.
2
～

）
R
4
年

度
/
R
5年

度
(
案

)

安
心

こ
ど
も
基
金

に
お
い

て
創
設

保
育
緊

急
確
保
事
業

で
事
業
継
続

＋
約

３
％

(月
額
約

0.
9
万
円

)

計
＋

約
５

％

(月
額
約

1.
5万

円
)

計
＋

約
７

％

(
月
額

約
2.
1万

円
)

計
＋

約
８

％

(月
額

約
2.
6
万
円
)

※
処

遇
改

善
等

加
算

(
賃

金
改

善
要

件
分

)

消
費

税
財

源
以

外

※
処

遇
改

善
等

加
算
Ⅰ

(
賃

金
改

善
要

件
分

)
消

費
税

財
源

公
定

価
格

に
組
込
み

（
恒

久
化

）

（
改
善

率
）

※
処

遇
改
善

等
加

算
（
賃

金
改

善
要

件
分

）
は

、
平
成
2
5、

26
年

度
に

お
い
て
は
「

保
育

士
等

処
遇

改
善

臨
時
特

例
事

業
」

に
よ

り
実

施
※

各
年
度
の

月
額

給
与
改
善
額

は
、
予
算

上
の

保
育
士

の
給

与
改

善
額

※
上

記
の
改

善
率
は

、
各

年
度

の
予

算
に

お
け

る
改
善
率
を

単
純

に
足

し
上

げ
た
も

の
で

あ
り

、
24
年

度
と

比
較
し
た

実
際

の
改

善
率

と
は
異

な
る

※
 「

コ
ロ
ナ

克
服
・

新
時

代
開

拓
の

た
め

の
経

済
対
策

」
に

よ
る

処
遇

改
善
は

、
令

和
４

年
２
～
９

月
は

「
保
育

士
・

幼
稚

園
教

諭
等

処
遇
改
善
臨

時
特

例
事

業
」

に
よ
り

実
施
。

令
和
４

年
1
0月

以
降

は
公
定

価
格

に
よ

り
実
施

（
恒

久
化
）

保
育
士
等
の
処
遇
改
善
の
推
移

新
し

い
経

済
政
策
パ

ッ
ケ

ー
ジ

（
Ｒ
元
～

）
（

消
費

税
財

源
）

０
．

３
兆

円
超
メ

ニ
ュ

ー

０
．

７
兆

円
メ
ニ

ュ
ー

（
消

費
税

財
源
）

※
処
遇

改
善
等

加
算
Ⅰ

(
賃

金
改

善
要

件
分
)

消
費

税
財

源

人
事

院
勧

告
に

準
拠

し
た

改
善

＋
＋

＋
＋

＋
＋

コ
ロ

ナ
克

服
・
新

時
代

開
拓

の
た

め
の
経

済
対

策
（

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅲ
）

程
度

程
度

技
能

・
経

験
に

着
目
し

た
更

な
る
処

遇
改
善

（
処
遇

改
善
等
加

算
Ⅱ
）

計
＋

約
1
1％

＋
最

大
４

万
円

(月
額

約
3.
5万

円
＋
最
大

４
万
円
)

計
＋

約
1
2
％

＋
最

大
４

万
円

(
月
額

約
3.
8万

円
＋
最
大

４
万
円
)

計
＋

約
1
4
％

＋
最

大
４

万
円

(
月
額

約
4.
5万

円
＋
最

大
４
万
円
)

計
＋

約
1
4
％

＋
最

大
４

万
円

(月
額
約

4.
4万

円
＋
最
大

４
万
円
)

計
＋

約
1
7
％

＋
最

大
４

万
円

(月
額
約

5.
3万

円
＋
最
大

４
万
円
)

計
＋

約
1
8％

＋
最

大
４

万
円

(月
額
約

5.
7万

円
＋
最
大

４
万
円
)

〈
各
年
度
内
訳
〉

H2
6

：
＋

2.
0％

H2
7

：
＋

1.
9％

H2
8

：
＋

1.
3％

H2
9

：
＋

1.
1％

H3
0

：
＋

0.
8％

R元
：
＋
1.
0
％

R２
：
▲
0.
3
％

R３
：

0
.0

％
R４

(
当

初
) 
：
▲
0.
9％

R４
(
補

正
) 
：
＋
2.
1％

150

ITTTC
テキスト ボックス
資料15



◆
「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
約
1
4
万
人
分
の
保
育
の
受
け
皿
整
備
に
必
要
と
な
る
保
育
人
材
（
新
た
に
約
2
.5
万
人
）
の
確
保
を
含
め
、

処
遇
改
善
の
ほ
か
、
保
育
の
現
場
・
職
業
の
魅
力
向
上
を
通
じ
た
、
新
規
の
資
格
取
得
、
就
業
継
続
、
離
職
者
の
再
就
職
の
支
援
に
総
合
的
に
取
り
組
む
。

保
育
人
材
の
確
保
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策

就
業

継
続

支
援

○
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

の
実

施
（

養
成

校
に

通
う

学
生

に
対

し
、

修
学

資
金

の
一

部
を

貸
付

け
）

・
学

費
5
万

円
(月

額
)な

ど
。

卒
業

後
、

５
年

間
の

実
務

従
事

に
よ

り
返

還
を

免
除

、
過

疎
地

域
に

適
用

さ
れ

て
い

る
返

還
免

除
の

特
例

（
実

務
従

事
5
年

→
3
年

）
に

つ
い

て
、

離
島

そ
の

他
の

地
域

に
も

適
用

を
拡

大
【

R
５

予
算

案
】

○
保

育
士

の
資

格
取

得
を

支
援

・
保

育
所

等
で

働
き

な
が

ら
養

成
校

卒
業

に
よ

る
資

格
取

得
を

目
指

す
方

へ
の

授
業

料
、

保
育

士
試

験
の

合
格

に
よ

る
資

格
取

得
を

目
指

す
方

へ
の

教
材

費
等

の
支

援

○
保

育
士

試
験

の
年

２
回

実
施

の
推

進
（

2
7
年

度
：

４
府

県
で

実
施

→
 2

9
年

度
：

全
て

の
都

道
府

県
で

実
施

）

○
保

育
士

・
保

育
の

現
場

の
魅

力
発

信
（

情
報

発
信

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

構
築

な
ど

、
様

々
な

対
象

者
に

対
し

て
魅

力
発

信
を

実
施

）
【

R
３

予
算

～
】

○
保

育
所

等
に

お
け

る
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
の

推
進

・
①

保
育

に
関

す
る

計
画

・
記

録
、

②
保

護
者

と
の

連
絡

、
③

子
ど

も
の

登
降

園
管

理
等

の
業

務
の

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

に
係

る
シ

ス
テ

ム
の

導
入

費
用

や
翻

訳
機

等
を

支
援

・
上

記
①

～
③

の
３

つ
の

機
能

の
う

ち
必

要
な

機
能

の
み

を
選

択
し

て
導

入
す

る
場

合
も

補
助

対
象

と
な

る
よ

う
補

助
要

件
を

見
直

し
【

R
４

補
正

予
算

】

○
保

育
補

助
者

の
雇

い
上

げ
の

促
進

（
保

育
士

の
業

務
を

補
助

す
る

方
の

賃
金

の
補

助
）

・
補

助
要

件
（

勤
務

時
間

週
3
0
時

間
以

下
の

要
件

）
の

撤
廃

＆
保

育
士

確
保

が
困

難
な

地
域

の
補

助
基

準
額

の
引

き
上

げ
【

R
３

予
算

～
】

○
保

育
体

制
強

化
事

業
の

促
進

（
清

掃
等

の
業

務
を

行
う

方
の

賃
金

の
補

助
）

・
保

育
に

係
る

周
辺

業
務

を
行

う
者

（
保

育
支

援
者

）
の

配
置

に
加

え
、

登
園

時
の

繁
忙

な
時

間
帯

や
プ

ー
ル

活
動

時
な

ど
一

部
の

時
間

帯
に

ス
ポ

ッ
ト

的
に

支
援

者
を

配
置

す
る

場
合

も
補

助
【

R
５

予
算

案
】

・
園

外
活

動
時

の
見

守
り

等
を

行
う

保
育

支
援

者
を

配
置

す
る

場
合

の
補

助
対

象
に

小
規

模
保

育
事

業
、

家
庭

的
保

育
事

業
、

事
業

所
内

保
育

事
業

等
を

追
加

【
R
５

予
算

案
】

○
保

育
士

宿
舎

借
り

上
げ

支
援

（
補

助
額

：
一

人
当

た
り

の
月

額
を

市
区

町
村

単
位

で
設

定
（

月
額

8
.2

万
円

を
上

限
）

、
支

給
期

間
：

採
用

か
ら

５
年

以
内

※
）

※
直

近
２

カ
年

の
い

ず
れ

か
で

保
育

士
の

有
効

求
人

倍
率

が
２

以
上

の
場

合
は

採
用

か
ら

７
年

以
内

【
R
５

予
算

案
】

※
前

年
度

に
事

業
の

対
象

だ
っ

た
者

で
引

き
続

き
当

年
度

も
事

業
の

対
象

と
な

る
場

合
は

前
年

度
の

年
数

を
適

用

○
保

育
士

の
働

き
方

改
革

へ
の

支
援

・
労

務
管

理
の

専
門

家
に

よ
る

巡
回

支
援

や
魅

力
あ

る
職

場
づ

く
り

の
啓

発
セ

ミ
ナ

ー
の

実
施

【
R
３

予
算

～
】

・
保

育
士

確
保

や
定

着
、

労
働

条
件

等
の

改
善

に
関

し
て

、
保

育
士

の
相

談
窓

口
を

設
置

【
R
３

予
算

～
】

新
規

資
格

取
得

支
援

○
保

育
士

・
保

育
所

支
援

セ
ン

タ
ー

の
機

能
強

化
（

潜
在

保
育

士
の

掘
り

起
こ

し
を

行
い

、
保

育
事

業
者

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
支

援
（

職
業

紹
介

）
を

実
施

）

・
マ

ッ
チ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

を
導

入
す

る
費

用
を

支
援

し
、

業
務

の
効

率
化

・
き

め
細

か
な

マ
ッ

チ
ン

グ
を

実
施

（
補

助
額

7
0
0
万

円
）

・
保

育
補

助
者

等
の

マ
ッ

チ
ン

グ
や

現
職

保
育

士
に

対
す

る
支

援
、

管
内

の
保

育
所

等
へ

の
巡

回
等

に
よ

る
マ

ッ
チ

ン
グ

機
能

の
向

上
【

R
３

予
算

～
】

○
就

職
準

備
金

貸
付

事
業

（
再

就
職

す
る

際
等

に
必

要
と

な
る

費
用

を
貸

し
付

け
（

4
0
万

円
）

、
２

年
間

勤
務

し
た

場
合

、
返

還
を

免
除

）

離
職

者
の

再
就

職
支

援
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チ
ー
ム
保
育
推
進
加
算
の
充
実

チ
ー
ム
保
育
推
進
加
算
の
概
要

〇
以
下
の
要
件
全
て
に
該
当
す
る
施
設
に
常
勤
保
育
士
１
人
分
の
費
用
（
年
額
約
５
０
０
万
円
）
を
加
算
。

・
基
本
分
単
価
・
他
の
加
算
で
求
め
ら
れ
る
保
育
士
数
を
超
え
て
保
育
士
を
加
配
す
る
こ
と
。

・
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
だ
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
の
位
置
付
け
等
、
年
齢
配
置
基
準
を
超
え
て
、
主
に
３
～
５
歳
児
に
つ
い
て
複
数
保
育
士
に
よ

る
保
育
体
制
の
構
築
を
行
う
こ
と

・
職
員
の
平
均
経
験
年
数
が
１
２
年
以
上
で
あ
る
こ
と
。

※
加
算
額
は
、
保
育
士
の
増
員
や
職
員
の
賃
金
改
善
に
充
て
る
こ
と
が
必
要
。

チ
ー
ム
保
育
推
進
加
算
の
充
実
（
加
配
人
数
１
人
→
２
人
を
定
員
１
２
１
人
以
上
の
施
設
で
実
施
）

〇
４
・
５
歳
児
の
各
ク
ラ
ス
の
定
員
が
２
５
人
以
上
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
大
規
模
な
保
育
所
（
定
員
１
２
１
人
以
上
）
に
つ
い
て
、
保
育
の

質
の
向
上
・
職
員
の
業
務
負
担
の
軽
減
に
対
応
す
る
観
点
か
ら
、
保
育
所
の
「
チ
ー
ム
保
育
推
進
加
算
」
を
充
実
さ
せ
、
２
人
ま
で
の
加
配
を
可
能
と

す
る
。
（
現
行
：
１
人
）

○
こ
れ
に
よ
り
、
４
・
５
歳
児
の
各
ク
ラ
ス
で
複
数
の
保
育
士
の
配
置
が
可
能
と
な
り
、
２
５
：
１
以
下
の
配
置
の
実
現
が
可
能
と
な
る
。

152

ITTTC
テキスト ボックス
資料17



令和４年４月の待機児童数調査のポイント
①待機児童の状況

②待機児童数の減少要因

待機児童数：2,944人
（対前年▲2,690人）

※調査開始以来、
４年連続で最少

令和４年４月の待機児童数が減少

した要因は、自治体調査によれば、

・保育の受け皿拡大に加え、

・就学前人口の減少

③今後の見込み

今後の取組方針

などが考えられる。

・約85.5％の市区町村（1,489）で待機児童なし

・待機児童数が５０人以上の自治体は１０自治体まで減少。

待機児童数別の自治体数の内訳

・フルタイムの共働き世帯割合の増加

・保育所等申込率（申込数／就学前人口）の上昇

⇒ などを受け、今後、保育ニーズ（申込者数）も再び増加

する可能性があり、注視が必要。

万人

○ 令和３年度からスタートした「新子育て安心プラン」に基づき、待機児童解消のための取

組を進めていく。

○ 各年度ごとに、自治体における待機児童の状況や保育の受け皿拡大量の見込みなどを

確認しながら、必要な受け皿の確保が進むよう支援を行っていくとともに、マッチング支援

を推進するなど、ニーズに丁寧に答えられるよう、支援していく。

○ また、今後は、保育所・保育士の子育て支援のノウハウを活かし、地域で子育て支援を実施す

るなど保育所の多機能化を進める観点から、令和５年度概算要求において、保育所の空き

定員等を活用した未就園児定期預かりに関するモデル事業等の実施に必要な予算要求を行う。

令和４年４月調査における各自治体の保育の

受け皿拡大量（R4～R6は見込み）

新プラン目標

約14万人

0人 1～49人 50～99人 100人以上

1,489 242 7 3

85.5% 13.9% 0.4% 0.2%

対前年 60 ▲ 50 ▲ 9 ▲ 1

1,429 292 16 4R３年度

R４年度5,634人

26,081人

2,944人

待機児童数

240

260

280

300

320

340

H29.4H30.4H31.4 R2.4 R3.4 R4.4

申込者数

受け皿数

・被用者保険の適用拡大に伴う働き方の変容・新型コロナウイルス感染症を

懸念した利用控え

令和３年度 令和４年度

受け皿拡大量 2.5万人 7.4万人

令和４年４月の保育ニーズ（申込者数）は減少したものの、

・女性就業率（25～44歳）の上昇傾向

令和５年度 令和６年度

受け皿拡大量 2.0万人 1.1万人

４か年合計

13.0万人

令和４年８月３０日（火）
公表資料

2

228.9万人 234.2万人
247.3万人

255.9万人
265.0万人

271.2万人
278.4万人 284.2万人 282.8万人 281.3万人

289.5万人

240.9万人
248.1万人

262.8万人
272.3万人

283.6万人
294.4万人

305.6万人
313.5万人 319.5万人 322.7万人

330.4万人

22,741人 21,371人 23,167人 23,553人
26,081人

19,895人
16,772人

12,439人

5,634人
2,944人

0

50

100

150

200

250

300

350

2013(H25).4 2014(H26).4 2015(H27).4 2016(H28).4 2017(H29).4 2018(H30).4 2019(H31).4 2020(R2).4 2021(R3).4 2022(R4).4 2023(R5).4

67.7%

69.5%

70.8%
71.6%

72.7%

74.3%

76.5%

77.7% 77.4%

78.6%

（万人）

〔
保
育
の
受
け
皿
量
／
申
込
者
数
〕

82%

78%

74%

62%

70%

66%

申込者数

待機児童数

女性就業率

（年平均）

待機児童解消加速化プラン

〔
女
性
就
業
率
（

～

歳
）
〕

25

44

子ども・子育て支援新制度

子育て安心プラン 新子育て安心プラン

保育の受け皿量
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新子育て安心プランの概要

○ 令和３年度から令和６年度末までの４年間で約14万人分の保育の受け皿を整備する。

子育て安心プラン
（目標：３年間で約32万人）

待機児童解消加速化プラン
（目標：５年間で約50万人）

平成25年度 平成30年度 令和３年度 令和６年度末

新子育て安心プラン
（目標：４年間で約14万人）

・第２期市町村子ども・子育て支援事業計画の積み上げを踏まえ、保育の受け皿を整備。
・できるだけ早く待機児童の解消を目指すとともに、女性(25～44歳)の就業率の上昇に対応。

（参考）平成31年：77.7％、現行の子育て安心プランは80％に対応、令和７年の政府目標：82％ (第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略)

①地域の特性に応じた支援

○新子育て安心プランにおける支援のポイント

○保育ニーズが増加している地域への支援
（例）
・新子育て安心プランに参加する自治体への整備費
等の補助率の嵩上げ

○マッチングの促進が必要な地域への支援
（例）
・保育コンシェルジュによる相談支援の拡充
（待機児童数が50人未満である市区町村でも新子育て安心プランに
参画すれば利用可能とする）

・巡回バス等による送迎に対する支援の拡充
（送迎バスの台数や保育士の配置に応じたきめ細かな支援を行う）

○人口減少地域の保育の在り方の検討

②魅力向上を通じた保育士の確保
（例）
・保育補助者の活躍促進（「勤務時間30時間以下」との補助要件を撤廃）
・短時間勤務の保育士の活躍促進
（待機児童が存在する市町村において各クラスで常勤保育士１名必須との規制をなくし、

それに代えて２名の短時間保育士で可とする）
・保育士・保育所支援センターの機能強化
（現職保育士の就業継続に向けた相談を補助対象に追加）

③地域のあらゆる子育て資源の活用
（例）
・幼稚園の空きスペースを活用した預かり保育（施設改修等の補助を新設）
や小規模保育（待機児童が存在する市区町村において利用定員の上限(19人)を弾力化
(３人増し→６人増しまで可とする)）の推進

・ベビーシッターの利用料助成の非課税化【令和３年度税制改正で対応】
・企業主導型ベビーシッターの利用補助の拡充（１日１枚→１日２枚）
・育児休業等取得に積極的に取り組む中小企業への助成事業の創設

令和２年１２月２１日（月）
公表資料
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で
き

る
だ

け
早

く
待

機
児

童
の

解
消

を
目
指

す
と
と

も
に

、
女
性

(
2
5～

4
4
 歳

)の
就

業
率

の
上

昇
に
対

応
す

る
た

め
、

「
新

子
育

て
安

心
プ
ラ

ン
」

に
基

づ
き

、
保

育
所

等
の

整
備

な
ど

を
推

進
す
る

。

（
１

）
就

学
前

教
育

・
保

育
施

設
整

備
交
付

金
（
旧

保
育

所
等
整

備
交

付
金

）
【
一

部
令
和

４
年

度
第

２
次

補
正

予
算

】
市

区
町
村
が
策
定
す
る
整
備
計
画
等

に
基
づ
き
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
及
び
小
規
模

保
育
事

業
所

に
係

る
施
設
整
備
事
業
及
び
防
音
壁
設
置

の
実
施
等
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
市
区
町
村
に
交
付
金
を
交
付
す
る
。
そ
の
際
、

「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
意
欲
の
あ
る

自
治
体
の
取
組

を
積
極
的
に
支
援
す
る
た
め

、
補
助
率
の
嵩
上
げ
（
1/
2→

2/
3）

等
に
よ
り
整
備
を
推
進
す
る
。

（
２

）
保

育
所

等
改
修

費
等

支
援

事
業
【

一
部

令
和

４
年

度
第

２
次

補
正

予
算

】
（
保

育
対
策
総

合
支

援
事
業

費
補

助
金

）

賃
貸

物
件

を
活
用
し
て
保
育
所
等

を
設
置
す
る
際
や
、
幼
稚
園
に
お
い
て
長
時
間
預
か
り
保
育
を
実
施
す
る
際
、
認
可
外
保
育
施
設
が
認
可
保
育

所
等

の
設
備
運

営
基
準
を
満

た
す
た
め
に
必
要
な

改
修
費
等
の
一
部
を
補
助
す
る
。
そ
の
際
、
「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
意
欲
の
あ

る
自

治
体

の
取

組
を
積
極
的

に
支
援
す
る
た
め
、

補
助
率
の
嵩
上
げ
（
1
/2
→
2/
3）

等
に
よ
り
整
備
を
推
進
す
る
。

【
対

象
事

業
】

・
保
育
所
整
備
事

業
・
幼
保
連

携
型

認
定

こ
ど
も

園
整
備

事
業

・
認

定
こ

ど
も
園

整
備

事
業

（
保

育
所
型
、

幼
稚

園
型
）

・
公
立
認
定
こ
ど

も
園
整
備
事

業
・

小
規

模
保
育

整
備
事

業
・

防
音

壁
整
備

事
業

・
防
犯

対
策
強

化
整
備
事

業

防
災

・
減
災

、
国
土
強
靱

化
の
た

め
の

５
か

年
加
速

化
対

策
に

必
要
な
経

費
【
令

和
４

年
度

第
２
次
補

正
予
算
】

【
実

施
主

体
】

市
区
町
村

【
設

置
主

体
】

社
会
福
祉
法
人

、
日
本
赤
十
字

社
、

公
益
社

団
法

人
、

公
益
財

団
法

人
、

学
校
法

人
等

（
保
育

所
及
び

認
定
こ
ど

も
園
に
つ

い
て
は

公
立
を

除
く
）

【
補

助
割

合
】

国
：
１
／
２
、

市
区
町
村
：
１

／
４

、
設

置
主

体
：
１

／
４

※
 新

子
育

て
安
心
プ
ラ
ン

に
参

加
す

る
等

一
定

の
要

件
を
満

た
す
場

合
は

、
国

:2
/3
、

市
区

町
村
:1
/1
2、

設
置

主
体
:1
/4

保
育
の
受
け
皿
整
備

【
対

象
事

業
】

①
賃
貸
物
件
に

よ
る
保
育
所

改
修

費
等

支
援

事
業

②
小

規
模

保
育

改
修
費

等
支
援
事
業

③
幼
稚
園
に
お

け
る
長
時
間

預
か

り
保

育
改

修
費

等
支
援

事
業

④
認

可
化

移
行

改
修

費
等
支
援

事
業

⑤
家
庭

的
保
育
改

修
等
支

援
事
業

【
実

施
主

体
】

市
区
町
村

【
補

助
基

準
額
】

※
(ｱ
)緊

急
対

策
参
加
自
治

体
、

(ｲ
)待

機
児

童
対

策
協

議
会
に
参

加
す

る
等

一
定
の

要
件
を

満
た
す

自
治

体
①

新
設

又
は
定

員
拡
大

の
場
合

１
施
設
当

た
り

利
用
（
増

加
）
定

員
60
名

以
上
の

場
合

55
,7
70

千
円

（
(ｱ
)6
0,
84
0千

円
、
(ｲ
)6
3,
88
2
千
円
）

等
②

１
事

業
所
当
た
り

22
,3
08
千
円
（
(ｱ
)3
2,
44
8
千

円
、

(ｲ
)3
5,
49
0千

円
）

④
１
施

設
当
た

り
32
,4
48
千
円
（
(ｲ
)3
5,
49
0千

円
）

③
１
施

設
当
た

り
22
,3
08
千
円
（
(ｱ
)3
2,
44
8
千

円
、

(ｲ
)3
5,
49
0千

円
）

⑤
保

育
所

で
行

う
場

合
22
,3
08
千
円

（
(ｱ
)3
2,
44
8
千
円

、
(ｲ
)3
5,
49
0千

円
）

等

【
補

助
割

合
】

①
～
④

国
：

１
／
２
、

市
区
町

村
：

１
／

４
、

設
置
主

体
：

１
／

４
※

新
子

育
て

安
心
プ

ラ
ン

に
参

加
す

る
等

一
定

の
要

件
を

満
た

す
場

合
は
、

国
:2
/3
、
市
区

町
村

:1
/1
2、

設
置

主
体
:1
/4

⑤
国
：

１
／
２
、
市
区

町
村

：
１

／
２

※
新
子

育
て

安
心
プ

ラ
ン

に
参

加
す

る
等

一
定

の
要

件
を

満
た

す
場

合
は
、

国
:2
/3
、
市
区

町
村
等

:1
/3

（
令

和
５

年
度

予
算
案
・

令
和

４
年

度
第

２
次

補
正

予
算

（
※

）
）

（
前

年
度

予
算
額

）

３
１
３

億
円

＋
３

８
７

億
円

（
※

）
（

４
８

２
億

円
）
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保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業に関する議論

２．論点ごとの取り組むべき内容や今後の施策の方向性
（１）人口減少地域等における保育所の在り方

①取組に向けての検討を速やかに開始すべきもの
ⅱ）多機能化や他の機関との連携に対する支援
○人口減少地域においては、児童の数や保育士を含む子育て支援の担い手が少なくなってきており、人材確保の支援も引き続き重要であるが、保
育所が在園児以外の地域の子育て家庭への支援や多様な保育ニーズへの対応などを担うことで、保育所を多機能化して、地域の子育て支援の中核
的機関とするなど、地域の実情に応じて必要な機能を選択し、展開することについても真剣に検討すべき時期に来ている。

○例えば、定員に余裕のある保育所において当該保育所に通所していない３歳未満児を週１～２回程度一時預かり事業で預かることや、児童発達
支援事業や子ども食堂の併設などの多機能化に関する実践、（３）①ⅰ）に掲げるような他の子育て支援機関との連携や利用者支援事業、地域子
育て支援拠点事業などの活用といった地域支援の取組に関する事例などを収集し、必要に応じてモデル的に実施することなどにより、その展開に
向けた検討を進めるべきである。

○また、保育所が多機能化を図るために、例えば保育所がその空きスペースを活用し、子育て相談のためのスペースを設ける際の改修費を支援す
るなど、保育所が地域子育て支援を含む多機能化を実践するための施設整備に関する費用についても支援をすることが必要である。

地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会取りまとめ（R3.12.20）

Ⅲ． 各分野における改革の方向性
１． こども・子育て支援の充実
（２） 取り組むべき課題

① 全ての妊産婦・子育て世帯支援
◆全ての希望者が、産前・産後ケアや一時預かりなどを利用できる環境の整備

産前・産後の心身の負担を軽減するため、希望する全ての方が産前・産後ケアを利用することができるよう、産前・産後ケアの体制の充実を図
るとともに、利用者負担の軽減を図る必要がある。
また、育児の負担や孤立感を解消するとともに、低年齢のこどもの良質な成育環境を確保することが重要であることも踏まえ、未就園児の親に

ついても、一時預かりなどの必要なサービスの利用を保障するなどの支援の充実を図る必要がある。
（３） 今後の改革の工程

① 足元の課題
出産育児一時金の引上げと出産費用の見える化等
令和4年度第二次補正予算で措置された、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と妊娠届出・出生届出を行った妊婦・子育て世帯に

対する経済的支援をあわせたパッケージを、恒久的な財源を確保しつつ継続的に実施
② 来年、早急に具体化を進めるべき項目

１．（２）において記載された項目のうち、上記①以外の項目
「骨太の方針2022」にもあるように、こども・子育て支援の充実を支える安定的な財源について、企業を含め社会全体で連帯し、公平な立場で、広

く負担し、支える仕組みの検討
０～２歳児に焦点を当てた切れ目のない包括的支援の早期構築後の課題として、児童手当の拡充などについて恒久的な財源とあわせて検討

全世代型社会保障構築会議報告書（R4.12.16）

保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業

【実施主体】市町村（※）（市町村が認めた者への委託可。）
※実施自治体は、地域における定期的な利用ニーズに対する適切な一時預かりの実施体制、利用促進や利用認定の方法などを検証するための
実施体制等を考慮して、公募により選定

【対象児童】保育所等に通所していない未就園児（長期スパンでの利用が前提）
【補助単価】①・年間延べ利用児童数300人未満 ：１か所あたり 5,981千円（預かりにかかる経費及び検討会開催経費等）

・年間延べ利用児童数300人以上900人未満 ：１か所あたり 6,326千円（預かりにかかる経費及び検討会開催経費等）
・年間延べ利用児童数900人以上 ：１か所あたり 6,542千円（預かりにかかる経費及び検討会開催経費等）

②１か所あたり 742千円
【補助割合】国：9/10 市町村：1/10

○ 普段、保育所や幼稚園等を利用していない未就園児を、保育所等で定期的に預かることで、専門家による良質な成育環境を確保し、他児とともに過
ごし遊ぶ経験を通じこどもたちの発達を促すだけでなく、育児疲れによる負担を抱える保護者に対する継続的な支援や、必要に応じて関係機関と連
携した支援を行うことができる。ついては、定員に空きのある保育所等において、未就園児を定期的に預かり、利用促進の方法、利用認定の方法、
要支援家庭等の確認方法や、保護者に対する関わり方などを具体的に検討し、保育所の多機能化に向けた効果を検証するモデル事業を実施する。

【事業内容】
①定期的な預かり

・定員に空きのある保育所等において、地域の保育所等に通所していない未就園児に対して、継続して週１～２日程度の定期的な預かりを実施する。
・対象児童を養育する家庭に対して、本事業の積極的な利用を促進する。
・集団における子どもの育ちに着目した支援計画を作成し、適切な保育を行うとともに、保護者に対しては、定期的な面談などを実施し、継続的に

支援する。
・要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有する。

②要支援家庭等対応強化加算
①に加え、保育所等において、要支援児童等の預かりを行う場合には、関係機関（市町村や要対協など）との連携の下、情報共有や定期的な打ち合

わせに基づいた支援計画（※）を作成し、関係機関との協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行う。
（※）改正後の児童福祉法に基づくサポートプランと連携することを想定。

定員に空きのある
保育所等（※）

市町村

関係機関 要支援家庭等

①定期的な預かり、定期的な面談・利用促進 等連携

①利用促進

連携
②情報共有や定期的な
打ち合わせ

要対協など

イメージ図

②関係機関との協働対処による相談支援 等

子育て家庭

（※）認定こども園、地域子育て支援拠点 等

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

＜保育対策総合支援事業費補助金＞
令和５年度当初予算（案） 457億円（453億円）※（）内は前年度当初予算額
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保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業

【実施要件】
○定期的な預かりを実施する。

ア 保育所や認定こども園等において、未就園児に対して週１～２回程度、定期的な預かりを実施（年間を通じて継続的に実施）
イ 対象児童について、集団における子どもの育ちに着目した支援計画の作成と日々の保育の状況の記録
ウ 保護者に対して定期的な面談等を実施、子育てに関する助言等

○検討会を設置し、以下の検証・検討を行う。
ア 定期預かりにおける日々の保育の状況等を踏まえ、こどもの成長や発達に対する効果測定
イ 未就園児のいる家庭が定期的な預かりを利用するきっかけづくりなど利用促進を図るための方策
ウ 定期的な預かりの実施状況を踏まえ、優先利用や利用調整の考え方に関する検討
エ 定期的な預かりの実施状況を踏まえ、望ましいと考える職員配置や設備基準に関する検討
オ その他、未就園児の定期的な預かりに当たって必要と考える事項についての検討

※１市町村で複数箇所の定期的な預かりを実施する場合は、各事業所での実施状況を踏まえて一括して検討・検証を実施しても差し支えない。

○要支援家庭等対応強化（加算）
ア 関係機関と連携の下、情報共有や定期的な打ち合わせなどに基づいた支援計画を作成
イ 関係機関との協働対処による相談支援の実施

※ここでいう「要支援家庭等」とは、児童福祉法に定める要保護児童（児童福祉法第６条の３第８項：「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当
であると認められる児童」）、要支援児童（児童福祉法第６条の３第５項：「保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童」）だけでなく、保護
者の不適切な育児について地域の関係機関が連携して支援していく必要があると市町村において判断される者を含む。

【公募等のスケジュール】
○ 対象自治体は、公募により選定。（令和５年度予算が成立し次第速やかに実施する予定。）
○ 地域における定期的な利用ニーズに対する適切な一時預かりの実施体制、利用促進や利用認定の方法などを検証するための実施体制等を総合的に

評価し、対象自治体を決定。
○ 公募により選定された自治体は速やかに委託事業者等を決定し、事業に着手すること。
○ 事業終了後には、事業報告書を提出すること。（事業実施期間満了前であっても、別途、中間報告を求めることがある。）

４．実施にかかる要件等（案）
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１ ．発生日
令和４年９月５日（月）

２．発生園
学校法人榛原学園 川崎幼稚園（静岡県牧之原市）
※幼保連携型認定こども園

３．事故状況
・朝８時４８分、送迎用バスにて登園するも、バス内に約５時間取り残されたとみられ、同日14時10分頃、
バス内にて心肺停止状態で発見され、緊急搬送されたが、その後病院で死亡が確認された。

＜経過＞
・8:00 18人乗りの中型バスに運転手、乗務員が乗車し園を出発。運転手は普段の職員ではなかった（当

日の運転は園長が行った）。
・8:48 本児を含め６名の園児を乗せたバスが園に到着。乗務員は荷物を持ちながら、小さい子から降ろ

した。他の子には自分で降りてくるように声をかけながら門を開け園内に入った。その際、本児
が降りたのか確認していなかった。

・運転手は、園児が全員降りたかどうか確認しなかった。
・クラス担当者は、欠席等の連絡なく登園していない園児の所在確認をしなかった。
・14:10頃 降園のため、バスを開錠すると、運転手と乗務員（登園時とは別の職員）が倒れている本児

を発見。警察に連絡、救急車を要請
・14:30頃 救急車到着。肺蘇生法等を実施し、病院へ搬送

静岡県牧之原市の認定こども園における事案概要

バス送迎に当たっての安全管理に関する具体的な対策等を示すため、保育所、幼稚園、認定こども園及
び特別支援学校幼稚部におけるバス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する関係府省会議の開催
（構成員）
議長 こども政策担当大臣

・内閣官房こども家庭庁設立準備室長 ・内閣府子ども・子育て本部統括官
・文部科学省総合教育政策局長 ・厚生労働省子ども家庭局長
※警察庁及び国土交通省がオブザーバー参加

＜経過＞
・９月９日 総理指示

第１回関係府省会議開催
⇒全施設に対し緊急点検の実施、地方自治体による実地調査を開始（国が点検項目を提示）

・９月15日 送迎バス運行におけるソフト・ハードそれぞれの事故防止対応を視察

・９月20日 第２回関係府省会議開催（有識者からのヒアリング）
・駒崎弘樹 全国小規模保育協議会理事 ・渡邉正樹 東京学芸大学教職大学院教授
・吉川優子 吉川慎之介記念基金代表理事

・９月29日 第３回関係府省会議開催（先進自治体・有識者からのヒアリング）
・鳥取県 ・福岡県
・内野光裕 学校法人内野学園理事長
・前田正子 甲南大学マネジメント創造学部教授

⇒「緊急対策とりまとめに当たっての基本方針」（こども政策担当大臣指示）

・10月12日 第４回関係府省会議開催
⇒緊急点検の結果確認、緊急対策のとりまとめ

（今後の予定）
・12月下旬以降 第５回関係府省会議開催

⇒地方自治体による実地調査の実施状況報告

関係府省会議の開催等
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① 所在確認や安全装置の装備の義務付け

誰が運転・乗車するかにかかわらず、バスの乗車・降車時に、幼児等の
所在の確認が確実に行われるようにするため、府省令等の改正により、幼児
等の所在確認と安全装置の装備を義務付ける。

② 安全装置の仕様に関するガイドラインの作成
安全装置の装備が義務化されることを踏まえ、置き去り防止を支援する安
全装置（仮称）の仕様に関するガイドラインを年内にとりまとめる。

③ 安全管理マニュアルの作成

車側の対策である安全装置の装備との両輪として、送迎用バス運行に当
たって園の現場に役に立ち、かつ、分かりやすく、簡潔な、安全管理の徹底
に関するマニュアルを策定する。

④ 早期のこどもの安全対策促進に向けた「こどもの安心・安全対策支援
パッケージ」
(１)送迎用バスへの安全装置導入支援
(２)登園管理システムの導入支援
(３)こどもの見守りタグ（ＧＰＳ）の導入支援
(４)安全管理マニュアルの動画配信や研修の実施等

緊急対策の概要 こどものバス送迎・安全徹底プラン～バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策～
（令和4年10月12日 内閣官房・内閣府・文部科学省・厚生労働省・国土交通省・警察庁）

① 乗降車の際に点呼等の方法により園児等 の所在を確認
② 送迎用バスへの安全装置の装備 及び 当該装置を用いて、

降車時の①の所在確認

所在確認や安全装置の装備の義務づけ

令和４年９月に起きた、送迎用バスへの園児置き去り死亡事案を受け、同年10月に幼児等の所在確認
と送迎用バス等への安全装置の装備の義務付けを含む「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が取りまとめられ
たところ。同プランを踏まえ、内閣府・文部科学省・厚生労働省の府省令等について、所要の改正を行った。

１．改正の趣旨

２．改 正 概 要

３．施 行 期 日

安全装置の装備が困難な場合は、

令和５年４月１日 令和６年４月１日

安全装置を用いた所在確認

代替措置で可

令和５年４月１日（令和４年12月28日公布）
※②については、経過措置あり

降車時確認式

自動検知式

（※
１）

（※
２）

※１「園児等」には、保育所・幼稚園・認定こども園等の幼児のほか、小学校・中学校・義務教育学校・高
等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校・専修学校の児童生徒・学生を含む。

※２国土交通省のガイドライン（令和４年12月20日公表）に適合していることが求められる。

＜代替措置の例＞
運転席に確認を促すチェックシートを備え付けるとともに、
車体後方に園児等の所在確認を行ったことを記録する
書面を備えるなど、園児等が降車した後に運転手等が
車内の確認を怠ることがないようにする。
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安全装置の装備に向けた補助に関する主な共通的事項

１．対象となる安全装置
保育所等について装備が求められる安全装置と一致
→「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインに適
合するもの

→今後、適合する装置を一覧化したリストを作成・公表予定。当該リス
トを参考に選定することが可能

２．対象となる自動車の種類
保育所等について義務付けられる自動車の種類と一致
→通園・通学等の送迎用のものが対象
→直営か委託かは、問わない（装備する者は対象施設の設置者であるこ
とが原則）
※リースの場合は、装置導入に伴うリース料増額分を定額の範囲内を上限に
補助

３．補助額
１台ごとに定額（具体の金額は、今後、市場動向等を踏まえて設定）

※複数台を運行する場合は、各台について補助

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインの対象となる装置

• 送迎用バスへのこどもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置として、最低限の要件を定めた。
• 降車時確認式、自動検知式の２種類の装置を対象とした。

降車時確認式の装置

自動検知式の装置

エンジン停止後、運転者等に
車内の確認を促す車内向けの警報

車内を確認し、運転者等が車両後部の
装置を操作すると警報が停止

確認が一定時間行われない場合、
更に、車外向けに警報

エンジン停止から一定時間後に
センサーによる車内の検知を開始

置き去りにされたこどもを検知すると、
車外向けに警報160



ガイドラインにおいて規定された主な要件

①運転者等が車内の確認を怠った場合には、
速やかに車内への警報を行うとともに、
15分以内に車外への警報を発すること

④装置が故障・電源喪失した場合には、
運転者等に対してアラーム等で故障を
通知すること※

③十分な耐久性を有すること
例）−30～65℃への耐温性、耐震性、
防水・防塵性等

②こども等がいたずらできない位置に警報
を停止する装置を設置すること

※自動検知式においては15分以内にセンサーの作動を開始

※電源プラグを容易に外せない装置に限り、回路を二重系にして故障の
確率を低くした場合には、当該故障の通知要件を緩和する。

Ｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓ
ｓｓｓｓｓｓｓｓｓ

緊急対策③ 安全管理マニュアル

車側の対策である安全装置の装備との両輪として、送迎用バス運行に当たって園の
現場に役に立ち、かつ、分かりやすく、簡潔な、安全管理の徹底に関するマニュア
ルを策定する。

◆安全管理マニュアルのポイントは以下のとおり。

○毎日使えるチェックシート
毎日見落としがないかを確実に確認する内容
○バス送迎の業務の流れに沿って、ポイントを整理
園での業務の流れが適切か確認する内容
○置き去り事故ゼロをめざす
ヒヤリ・ハット事例の共有、こども自らSOSを出せる支援
バスのラッピングやスモークガラスの使用に関する留意事項
○シンプルな構成
内容を確実に理解し、読み返すことが負担にならない工夫

※ 現場で運用していく中で、工夫すべき点など、様々な意見が出てくることが想定される。これらの意見や静岡県の特別指導
監査の結果なども踏まえ、マニュアルの改訂には柔軟に対応していく。

※ 本マニュアルを各都道府県等に周知する際の事務連絡において、被害者家族等の精神的ケアの必要性について伝達
※ 行政や他の施設に共有すべき、命の危険につながりかねないようなヒヤリハット事例の収集や共有の方法などについて、有
識者や現場をよく知る団体関係者、先進自治体などの意見も伺いつつ調査研究を実施。

こどものバス送迎・安全徹底プラン～バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策～
（令和4年10月12日 内閣官房・内閣府・文部科学省・厚生労働省・国土交通省・警察庁）
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１ 事業の目的

「 こ ど も の 安 心 ・ 安 全 対 策 支 援 パ ッ ケ ー ジ 」 の 推 進

○ 「こどものバス送迎・安全徹底プラン〜バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策〜」に基づき、送
迎用バスの安全装置改修等への支援等を内容とする「こどもの安心・安全対策支援パッケージ」を推進し、子どもの
安心・安全を確保する。

２事業の概要・スキーム

令和４年度第２次補正予算案：234億円（うち子ども家庭局分122億円）

【事業概要】
（１）送迎用バスへの安全装置の導入支援（厚生労働省・文部科学省計上）

装備が義務化されるブザーなど（※）、車内の幼児等の所在の見落としを防止する装置の装備等のための改修を支援
※置き去り防止を支援する安全装置（仮称）の仕様に関するガイドラインに準拠するものに限る

（２）登園管理システムの導入支援（厚生労働省・文部科学省計上）
幼児の登降園の状況について、保護者からの連絡を容易にするとともに、職員間での確認・共有を支援するための登
園管理システムの導入を支援

（３）こどもの見守りタグ（ＧＰＳ）の導入支援（厚生労働省・文部科学省計上）
安全対策に資するＧＰＳを活用したこどもの見守りサービスに係る機器等の導入を支援

（４）安全管理マニュアルの動画配信や研修の実施等（内閣府計上）
・安全管理マニュアルの理解が深まるよう、説明動画を作成するとともに研修の実施を支援
・送迎用バスに装備する安全装置の推奨リストを作成

【対象施設】
保育所、認定こども園（幼稚園型認定こども園以外）、地域型保育事業所、広域的保育所等利用事業を行う者
認可外保育施設、放課後児童クラブ、障害児通所支援事業所
幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校

＜内閣府・文部科学省・厚生労働省予算＞
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静岡県裾野市における保育所の事案について

１．事案の概要
裾野市の私立さくら保育園（設置者：社会福祉法人桜愛会）において、不適切な保育が実施されていた
ことが判明。関与していた３人の保育士は、令和４年12月４日に、静岡県警により暴行の疑いで逮捕。
市は令和４年８月に通報を受け、園を指導していたものの、県に報告したのは同年11月下旬。

（不適切な保育の内容）
• ロッカーに入って泣いている園児の顔を携帯電話（個人所有）で撮影
• 園児の頭をバインダーでたたき泣かせる
• 棚に入った園児の足をつかんで引っ張り出し、足をつかみ宙づりにする 等

２．国における対応
厚生労働省としては、令和４年12月７日に事務連絡を発出し、以下の内容について周知・徹底を通知。
①保育所等における虐待の発生防止を改めて徹底すること
②虐待が疑われる事案が発生した場合の行政への速やかな情報提供・相談等
③行政における迅速な事実確認の実施
④保育士の資格の取消についても十分な事実確認の上で適切に対応すること
※ ①～③は、令和３年３月にも、「不適切な保育の未然防止や発生時の対応に関する手引き」を作成し、周知・徹底を依頼

また、今後の対応に活かすため、保育施設における虐待等の不適切な保育の実態や、通報等があった場合
の市町村等における対応や体制についての全国的な実態調査を令和４年12月27日から開始（詳細は次頁）。

保育所等における虐待等の不適切保育に係る対応に関する実態調査について①

１．調査趣旨
保育施設における虐待等の不適切な保育の通報等があった場合の市町村等における対応・体制や、現場
の実態について調査する。
本調査は、個別事案を把握して、行政指導等につなげることに主眼を置くものではなく、本調査結果を
踏まえ、不適切な保育が施設内外への相談等を通じて早い段階で改善を促され、虐待を未然に防止でき
るような環境・体制づくりにつなげていくためのもの。
併せて、保育現場において安心して保育に臨むことができるよう、日々の保育実践における不安等にも
寄り添えるような支援にも取り組んでいく。

２．調査項目 ※調査時点は、令和４年度（令和４年４月１日～12月31日の開所日）

（１）自治体等調査（国立大学法人／都道府県／市町村）
個別事案（件数や把握の経緯、対応状況等）
自治体等における体制等
①相談窓口の整備と周知、②事実認定等の手順の策定、③自治体内での情報共有、④市県間の連携体制、⑤
事実確認後の対応
虐待等の不適切な保育の未然防止
①ガイドライン等の策定・周知、②啓発や研修等の実施、③通報等が行いやすい環境整備、④保育者支援の
観点からの園へのサポート

（２）園調査
個別事案（件数や対応状況等）
園の体制等
・自治体への情報提供等に係る方針、施設内で事案を共有する機会の有無
・手引きやセルフチェックリスト等の周知状況
・虐待等の不適切な保育の未然防止に向けて自治体に求めるサポート

３．スケジュール
令和４年12月27日 調査開始
令和５年２月３日 回答締め切り
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保育所等における虐待等の不適切保育に係る対応に関する実態調査について②

自治体等に対しては、以下の事項を調査。
ア 手引きで示す「不適切な保育」の行為類型別件数（令和２年度の調査研究事業と同様）、把握の経緯、
対応状況等

イ アの内数として、「虐待」と確認した事案の件数（①身体的、②性的、③ネグレクト、④心理的別）、
把握の経緯、対応状況等

園に対しては、以下の事項を調査
ア 手引きで示す「不適切な保育」の行為類型別件数
イ 当該事案を把握した後の園としての対応（園内での再発防止策の検討や自治体へ相談等を行った件数）

（※１）手引きで示す「不適切な保育」の行為類型
（1）子ども一人一人の人格を尊重しない関わり
（2）物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ
（3）罰を与える・乱暴な関わり
（4）子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり
（5）差別的な関わり

（※２）「虐待」の行為類型
◎児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）（抄）
（虐待等の禁止）

第九条の二 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な
影響を与える行為をしてはならない。

◎児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抄）
第三十三条の十 （略）
一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 ※身体的虐待
二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。 ※性的虐待
三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童
による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。 ※ネグレクト
四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行う
こと。 ※心理的虐待
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《保育関係予算案の主な内容》

１ 保育士の負担軽減

○ 比較的規模の大きな保育所について、25：1の配置が実現可能となるよう、公定価格におけるチーム保育推進加算について、２人ま
での加配を可能とする拡充を行う。

○ 保育体制強化事業について、既存事業の保育に係る周辺業務を行う者（保育支援者）の配置（月額10万円）に加え、登園時の繁忙
な時間帯やプール活動時など一部の時間帯にスポット的に支援者を配置する場合も補助（月額4.5万円）する。

また、園外活動時等における園児の見落とし等の発生防止のため、園外活動時の見守りを含む周辺業務を行う者（キッズガード）
の補助対象に小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業を追加する。

（＊）このほか、令和４年度第二次補正予算に計上した「保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業」において、業務のICT化等を行うためのシステム導入に
よる業務の効率化を更に推進する。

２ 保育の受け皿整備

○ 「新子育て安心プラン」に基づき、補助率の嵩上げ（1/2→2/3）等による保育所等の整備を推進する。

３ 保育人材確保のための総合的な対策

○ 保育士養成施設に対する就職促進支援事業について、人口減少地域における保育人材の確保に資するため、従来からの要件である
「保育所等への就職内定の割合が、前年度の就職割合を上回る場合」に加え、「過疎地や離島などいわゆる人口減少地域に所在する
保育所等への就職内定の割合が、前年度の当該保育所等への就職割合を上回る場合」についても補助対象とする。

○ 修学資金貸付について、過疎地域に適用されている返還免除の特例（実務従事５年→３年）について、離島その他の地域にも適用
を拡大する。

○ 保育環境改善等事業について、ノンコンタクトタイムを確保し、保育士同士で保育の振り返り等を実施するためのスペース等の設
置に必要となる改修費等について補助する。

７５７億円＋６１９億円（※） （ ９５５億円）【旧厚生労働省予算】
２兆１，１１８億円＋１，２８３億円（※） （１兆９，９６５億円）【 旧 内 閣 府 予 算 】

令和５年度 保育関係予算案の概要
（令和５年度予算案・令和４年度第２次補正予算（※）） （前年度予算額）

《保育関係予算案の主な内容（続き）》

４ 多様な保育の充実

○ 定員に空きのある保育所等において、未就園児を定期的に預かり、利用促進の方法、利用の調整、要支援家庭等の確認方法や、保
護者に対する関わり方などを具体的に検討し、保育所の多機能化に向けた効果を検証するモデル事業を創設する。

○ 家庭支援推進保育事業について、「特に配慮が必要な家庭における子どもを40%以上」及び「外国人割合20％以上」の要件を満たす
保育所については、保育士の代わりに、受け入れる外国人家庭の文化・慣習等に精通した方など、外国人家庭に対する支援を適切に
実施できる職員（非常勤可）を１名配置することができるよう拡充する。

○ 病児保育事業について、当日キャンセルに対する受入体制を維持していることを一定程度評価するための加算を試行的に実施する。

５ 認可外保育施設の質の確保・向上

○ 認可保育所への移行に向けた支援を引き続き行うとともに、認可外保育施設指導監督基準の適合を促進するため、改修費等の支援
を行う。さらに、ベビーシッターの研修機会を増加させることにより、更なる質の向上を図る。

６ 子ども・子育て支援新制度の推進＜一部再掲＞

○ すべての子ども・子育て家庭を対象に、市区町村が実施主体となり、教育・保育、地域の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の
向上を図る。また、保育士の処遇改善、幼児教育・保育の無償化、企業主導型の事業所内保育への支援等を引き続き実施する。

７ 認定こども園向け補助金の一元化＜一部再掲＞

○ 「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について」（令和３年12月閣議決定）に基づき、認定こども園に対する施設整備
費の一元化等を行い、事務の輻輳や縦割りの問題の改善を図る。

【主な拡充内容】

◇ チーム保育推進加算の充実

比較的規模の大きな保育所（利用定員121人以上）(※)について、25：1の配置が実現可能となるよう、２人までの加配を可能とする
（現行は保育所の規模にかかわらず1人。）拡充を行い、保育士の負担軽減、こどもの安心・安全な保育環境の整備を推進する。
(※)これまでと同様に、複数保育士のチームによる保育体制や職員の平均経験年数(12年以上)等に一定の要件あり。

◇ 主任保育士専任加算等の要件についての特例の創設
０歳児３人以上の利用に係る要件について、①０歳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②０歳児保育を実施する職員体制を維持して

いる場合には、令和５年度に限り、前年度に要件を満たしていた月については、引き続き、要件を満たすものとして取り扱う。

◇ 処遇改善等加算Ⅱの他の施設への配分に関する期限の延長
処遇改善等加算Ⅱの加算額の一部を同一の者が運営する他の施設・事業所に配分することができる取扱いの期限について、令和４年度

末までから令和６年度末までに延長する。
◇ 保育士・幼稚園教諭等に対する処遇改善

令和４年人事院勧告に伴う給与の引き上げや３％程度（月額９千円）の処遇改善の満年度化（令和４年度：半年分→令和５年度：12か
月分）に必要な経費について計上する。

（注）新型コロナウイルス感染症による休園等に伴う保育料減免は、令和４年度末までの措置とする。
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できるだけ早く待機児童の解消を目指すとともに、女性(25～44 歳)の就業率の上昇に対応するため、「新子育て
安心プラン」に基づき、保育所等の整備などを推進する。

（１）就学前教育・保育施設整備交付金（旧保育所等整備交付金） 【一部令和４年度第２次補正予算】
市区町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所に係る施設整備事業及び防音壁設置

の実施等に要する経費に充てるため、市区町村に交付金を交付する。その際、「新子育て安心プラン」に基づき、意欲のある
自治体の取組を積極的に支援するため、補助率の嵩上げ（1/2→2/3）等により整備を推進する。

（２）保育所等改修費等支援事業【一部令和４年度第２次補正予算】（保育対策総合支援事業費補助金）

賃貸物件を活用して保育所等を設置する際や、幼稚園において長時間預かり保育を実施する際、認可外保育施設が認可保育
所等の設備運営基準を満たすために必要な改修費等の一部を補助する。その際、「新子育て安心プラン」に基づき、意欲のあ
る自治体の取組を積極的に支援するため、補助率の嵩上げ（1/2→2/3）等により整備を推進する。

【対 象 事 業 】・保育所整備事業 ・幼保連携型認定こども園整備事業 ・認定こども園整備事業（保育所型、幼稚園型）
・公立認定こども園整備事業 ・小規模保育整備事業 ・防音壁整備事業 ・防犯対策強化整備事業

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策に必要な経費【令和４年度第２次補正予算】
【実 施 主 体 】 市区町村

【設 置 主 体 】 社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等（保育所及び認定こども園については公立を除く）

【補 助 割 合 】 国：１／２、市区町村：１／４、設置主体：１／４

※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国:2/3、市区町村:1/12、設置主体:1/4

保育の受け皿整備

【対 象 事 業 】 ①賃貸物件による保育所改修費等支援事業 ②小規模保育改修費等支援事業
③幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業 ④認可化移行改修費等支援事業 ⑤家庭的保育改修等支援事業

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 ※ (ｱ)緊急対策参加自治体、(ｲ)待機児童対策協議会に参加する等一定の要件を満たす自治体
①新設又は定員拡大の場合 １施設当たり 利用（増加）定員60名以上の場合 55,770千円（(ｱ)60,840千円、(ｲ)63,882千円） 等
②１事業所当たり 22,308千円（(ｱ)32,448千円、(ｲ)35,490千円） ④１施設当たり 32,448千円（(ｲ)35,490千円）
③１施設当たり 22,308千円（(ｱ)32,448千円、(ｲ)35,490千円） ⑤保育所で行う場合 22,308千円（(ｱ)32,448千円、(ｲ)35,490千円） 等

【補 助 割 合 】 ①～④ 国：１／２、市区町村：１／４、設置主体：１／４
※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国:2/3、市区町村:1/12、設置主体:1/4

⑤ 国：１／２、市区町村：１／２
※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国:2/3、市区町村等:1/3

（令和５年度予算案・令和４年度第２次補正予算（※）） （前年度予算額）

３１３億円＋３８７億円（※） （ ４８２億円）

保育を支える保育人材の確保のため、保育の現場・職業の魅力向上を通じた、新規の資格取得、就業継続、離職者
の再就職の支援に総合的に取り組む。

保育人材確保のための総合的な対策

≪新規資格取得支援≫

（１）保育士資格取得支援事業（保育対策総合支援事業費補助金）

① 認定こども園に勤務している幼稚園教諭免許状を有する者及び保育所等に勤務している保育士資格を有していない者の保
育士資格の取得促進を図るため、保育士養成施設における受講料（1/2相当）等の一部を補助する。

② 保育士試験の合格を目指す者に対し、保育士試験受験のための学習に要した費用の一部を補助することで保育士資格取得
者の拡大を図る。

（２）保育士養成施設に対する就職促進支援事業【拡充】 （保育対策総合支援事業費補助金）

指定保育士養成施設が学生に対して保育所等への就職を促すための取組（リアリティ・ショックに対応するための特別講座
の開講等）を実施した結果、保育所等への就職内定率が前年度の保育所等就職率（全国平均等）を上回った場合に、当該取組
に要した費用の一部を補助する。

令和５年度においては、従来からの要件である「保育所等への就職内定の割合が、前年度の就職割合を上回る場合」に加え、
「過疎地や離島などいわゆる人口減少地域に所在する保育所等への就職内定の割合が、前年度の当該保育所等への就職割合を
上回る場合」についても補助対象とする。

【実 施 主 体 】 都道府県、指定都市、中核市

【補助基準額】 ① １人当たり 受講料の１／２（上限300千円）
代替職員経費 １人１日当たり 7千円

② 保育士試験受験のための学習に要した経費（教材費等）の１／２（上限150千円）
※支給対象期間：保育士試験（筆記試験）から起算して２年前までに要した費用

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県・指定都市・中核市：１／２

【実 施 主 体 】 都道府県

【補助基準額】 保育士養成施設における保育所等への就職内定の割合が、前年度の当該施設の就職割合と比較し、２％増加するごとに、１か所当たり年
額265千円を補助

≪拡充≫従来からの要件である「保育所等への就職内定の割合が、前年度の就職割合を上回る場合」に加え、「人口減少地域である過疎
地や離島など（※）に所在する保育所等への就職内定の割合が、前年度の当該保育所等への就職割合を上回る場合」についても
補助対象とし、前年度の就職割合と比較し、２％増加するごとに265千円を加算

※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域、離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域など

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県：１／２

（令和５年度予算案・令和４年度第２次補正予算（※）） （前年度予算額）

３０７億円＋１３３億円（※） （ ２８９億円）
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（３）保育士試験追加実施支援事業（保育対策総合支援事業費補助金）

保育士を確保するため、地域限定保育士試験（※）を実施する自治体に対して、当該試験の準備に必要な費用を補助する。

（※）「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」(平成27年法律第56号)により、資格取得後３年間は当該国家戦略特
別区域内のみで保育士として働くことができ、４年目以降は全国で働くことができる「地域限定保育士」となるための試験。

（４）保育士・保育の現場の魅力発信事業（保育対策総合支援事業費補助金）

① 保育士を目指す方や保育士に復帰しようとする方が増え、保育現場で就業しやすくなるよう、都道府県等において、保育士
の専門的な保育技術を可視化するなどの保育の見える化を含め情報発信のプラットフォームの作成や保育体験イベントなど、
様々な対象者に対する、保育士・保育の現場の魅力発信を実施する。

② また、保育現場で就業しやすくなるよう、保育所等で働く保育士が、保育士確保や定着、労働条件等の改善に配慮した取組
等に関して、関係機関とも連携して、相談しやすい環境を整備するとともに、新型コロナウイルス感染症に対応した相談窓
口の設置や職員の尊厳を重視した専門家による相談支援を行う。

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【補助基準額】 ① １自治体あたり：8,108千円

② １自治体当たり：（労働条件等の保育士の相談窓口） 4,035千円
（新型コロナウイルス感染症の相談窓口等）5,587千円

【補 助 割 合 】 ①国：１／２、都道府県・指定都市：１／２

②国：１／２、都道府県・市区町村：１／２

【実 施 主 体 】 都道府県、指定都市

【補助基準額】 地域限定保育士試験の広報に関する費用及び保育実技講習会（※）の実施に必要な費用
（※）保育の表現技術に関する演習及び実習等で構成される講習会で、当該講習会を修了した場合、実技試験が免除されるもの。

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県・指定都市：１／２

（５）保育士修学資金貸付等事業【拡充・一部令和４年度第２次補正予算】（保育対策総合支援事業費補助金）

指定保育士養成施設に通う学生や再就職を目指す者等に対する修学資金等の貸付原資等を補助する。

令和５年度においては、過疎地域に適用されている返還免除の特例（実務従事５年→３年）について、離島その他の地域に
も適用を拡大する。

【実 施 主 体 】 都道府県、指定都市

【貸付額(上限)】 ①保育士修学資金貸付

ア 学費 50千円（月額）

イ 入学準備金 200千円（初回に限る）

ウ 就職準備金 200千円（最終回に限る）

エ 生活費加算 40～50千円程度（月額）

②保育補助者雇上支援 2,953千円（年額） 短時間勤務の場合 2,215千円（年額）

③未就学児をもつ保育士の保育所復帰支援 54千円の半額（月額）

④潜在保育士の再就職支援 就職準備金 400千円

⑤未就学児をもつ保育士の子どもの預かり支援 事業利用料金の半額

【貸 付 期 間 】 ①最長２年間 ②最長３年間 ③１年間 ⑤２年間

【返 還 免 除 】 ①卒業後、５年間の実務従事

≪拡充≫現在、過疎地域に適用されている返還免除の特例（実務従事５年→３年）について、離島その他の地域に適用を拡大

②保育補助者が原則として３年間で保育士資格を取得又はこれに準じる場合

③、④再就職後、２年間の実務従事

⑤２年間の勤務

【補 助 割 合 】 国：９／１０、都道府県・指定都市：１／１０
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≪就業継続支援≫

（１）若手保育士や保育事業者等への巡回支援事業【運用改善】 保育対策総合支援事業費補助金）

① 保育士の離職防止や保育所等の勤務環境の改善を図るため、支援員が保育所等を巡回支援する。

② 保育士の業務負担の軽減・働き方の見直しを行い、魅力ある職場づくりを支援するため、社会保険労務士などが巡回し、
保育所等を支援するとともに、魅力ある職場づくりを行う保育所等の啓発セミナー等を支援する。

③ 各保育所における保育内容等の自己評価による保育実践の改善を進め、地域における保育の質の確保・向上を行い、保育
士にとって働き甲斐のある環境整備を図るため、保育所等を対象とした巡回相談等を行う。

（２）保育士宿舎借り上げ支援事業（保育対策総合支援事業費補助金）

保育士用の宿舎を借り上げるために必要な費用の一部を支援することで、保育士の就業継続を支援し、働きやすい環境を整
備する。

令和５年度においては、事業の対象となる者とならない者との公平性等に鑑み、令和４年度に引き続き、対象期間の段階的
な見直し（８年→７年）を行う。

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【対 象 事 業 】 ①若手保育士への巡回支援
②保育事業者への巡回支援
③放課後児童クラブへの巡回支援
④保育士の働き方改革への巡回支援
⑤魅力ある職場づくりに向けた保育所等への啓発セミナー等の実施
⑥保育実践充実コーディネーターによる巡回支援
⑦地域保育ネットワークを含む協議会の開催
≪運用改善≫地域子育て支援や保護者支援など、保育所の地域支援力の向上のための園長経験者等による巡回支援や、関係機関及び専門

家が地域子育て支援に係る情報共有や学び合いをするための協議会等の開催についても、事業対象として明示する。
※「①若手保育士への巡回支援」「⑦地域保育ネットワークを含む協議会の開催」

【補助基準額】 ①～④、⑥：１自治体当たり それぞれ4,064千円
⑤、⑦ ：１自治体当たり それぞれ1,629千円

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県・市区町村：１／２

【実 施 主 体 】 新子育て安心プランに参加する市区町村

【対 象 者】 採用された日から起算して８年以内の常勤の保育士
※ 直近２か年の１月の職業安定所別の保育士の有効求人倍率が連続して２未満の場合は、採用日から５年以内

ただし、直近２か年の４月の待機児童数がいずれも50人以上の場合は、当年度に限り８年以内
※ 前年度に事業の対象だった者で引き続き当年度も事業の対象となる場合は、前年度の年数を適用
≪見直し≫対象期間の段階的な見直し（８年→７年）を行う。

【補助基準額】 月額82,000円を上限として、市区町村別に１人当たりの月額（上限）の金額を設定
【補 助 割 合 】 国：１／２、市区町村：１／４、事業者：１／４

（３）保育補助者雇上強化事業（保育対策総合支援事業費補助金）

保育所等における保育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的として、保育士の補助を行う保育補助者
の雇上げに必要な費用を補助する。

（４）保育体制強化事業【拡充】（保育対策総合支援事業費補助金）

清掃業務や遊具の消毒、給食の配膳、寝具の用意、片付け、外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳といった保育
に係る周辺業務を行う者（保育支援者）の配置の支援を行い、保育士の業務負担の軽減を図る。

令和５年度においては、園外活動時等における園児の見落とし等による事故を防止するため、園外活動時の見守り等を行う
保育支援者を配置する場合の補助の対象施設に、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業及び幼稚園型認定こど
も園を追加する。また、既存事業の保育に係る周辺業務を行う者（保育支援者）の配置（月額10万円）に加え、登園時の繁忙
な時間帯やプール活動時など一部の時間帯にスポット的に支援者を配置する場合も補助（月額4.5万円）する。

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 定員121人未満の施設：年額2,309千円 又は 年額3,079千円（保育士確保が困難な地域の場合）
定員121人以上の施設：年額4,618千円 又は 年額6,158千円（保育士確保が困難な地域の場合）

【保育補助者の要件】 保育所等での実習等を修了した者等

【補 助 割 合 】 国：３／４、都道府県：１／８、市区町村（指定都市・中核市除く）：１／８
国：３／４、市区町村：１／４

【実 施 主 体 】 市区町村が認めた者

【対 象 施 設 】 保育所、幼保連携型認定こども園

≪拡充≫園外活動時の見守り等を行う保育支援者を配置する場合の補助（１箇所当たり月額45千円）の対象施設に、小規模保育事業、家
庭的保育事業、事業所内保育事業及び幼稚園型認定こども園を追加。

スポット支援員の配置に係る対象施設は、児童の園外活動時の見守り等に係る対象施設と同様。

【補助基準額】 １か所当たり月額100千円
※１ 保育支援者が「園外活動時の見守り等」にも取り組む場合 １か所当たり月額145千円（勤務時間の上乗せ及び傷害保険加入料を追加）

（保育支援者が、市区町村が認めた交通安全に関する講習会等に参加することが要件）
※２ キッズ・ガードに謝金を支払う場合又は園外活動時の見守り等を委託する場合 １か所当たり 月額 45千円
≪拡充≫
※３ スポット支援員の配置を行った場合 １か所当たり 月額 45千円（＊）

＊保育支援者と合わせて補助する場合は、当該保育支援者とは別に加配することを要件とする。

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県：１／４、市区町村：１／４
国：１／２、市区町村：１／２

【補 助 要 件 】 保育士の業務負担が軽減される内容や、職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組等を記載した実施計画書を提出すること
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（５）保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業【拡充・令和４年度第２次補正予算】（保育対策総合支援事業費補助金）

保育の周辺業務や補助業務に係るＩＣＴ等を活用した業務システムの導入を支援するとともに、都道府県等で実施されてい
る研修について、在宅等で受講できるよう、オンライン研修を行うために必要な教材作成経費等を支援する。

また、都道府県が実施する保育士試験の申請手続や保育士資格の登録申請手続等について、自治体の保有する各種情報との
連携を可能とするために必要なシステム改修費等を支援する。

令和４年度第２次補正予算においては、業務のICT化等を行うためのシステム導入について、①保育に関する計画・記録、
②園児の登園・降園の管理、③保護者との連絡の３つの機能全てを一体的に備えたシステムの導入との現行の要件を見直すと
ともに、児童館において、入退館や子どもの記録管理、研修のオンライン化などの職員の業務負担軽減につながる機器の導入
や、利用者同士の交流、相談支援のオンライン化などの支援の質の向上につながる機器の導入など児童館のICT化を行うため
に必要なシステム基盤の整備に係る費用の一部を補助する。

また、登園管理システムの普及促進のため、当該システム整備に係るものについて、令和５年度末までの時限的措置として、
補助率の嵩上げ等を行う。

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【補助基準額】（１）(ｱ)業務のICT化等を行うためのシステム導入【見直し】

１機能の場合・・・１施設当たり 20万円（併せて端末購入等を行う場合： 70万円）

２機能の場合・・・１施設当たり 40万円（併せて端末購入等を行う場合： 90万円）

３機能の場合・・・１施設当たり 60万円（併せて端末購入等を行う場合：100万円）

(ｲ)翻訳機等の購入 １施設当たり：150千円
（２）認可外保育施設における機器の導入 １施設当たり：200千円
（３）病児保育事業等の業務（予約・キャンセル等）のICT化を行うためのシステム導入

(ｱ)１自治体当たり：8,000千円 (ｲ)１施設当たり：1,000千円
（４）研修のオンライン化事業 １自治体当たり：4,000千円
（５）保育士資格取得に係るシステム改修 総額99,640千円のうち令和２年度の各都道府県の受験者数の割合に応じて設定
（６）児童館のICT化を行うためのシステム導入 １施設当たり 500千円≪拡充≫

【補 助 割 合 】（１）国：１／２、市区町村：１／４、事業者：１／４
（２）国：１／２、都道府県・市区町村：１／４、事業者：１／４
（３）(ｱ)国：１／２、市区町村：１／２ (ｲ)国：１／２、市区町村：１／４、事業者：１／４
（４）国：１／２、都道府県・市区町村：１／２
（５）国：１／２、都道府県：１／２

※（１）～（３）について、地方自治体が運営する施設を対象にする場合は、国：１／２、自治体：１／２
（（１）～（２）は財政力指数が1.0未満の地方自治体が対象。）

≪拡充≫登園管理システムの普及促進のため、当該システム整備に係るものについて、令和５年度末までの時限的措置として、補助率の嵩上げ等を行う。
○ 国：１／２、市区町村：１／４、事業者：１／４ から 国：３／５、市区町村：１／５、事業者：１／５に嵩上げ
○ 地方自治体が運営する施設については、財政力指数に関わらず、全ての地方自治体（特別区を含む）が運営する施設を対象とし、

国：３／５、自治体：２／５に嵩上げする。
○ 認可外保育施設は、１施設当たり 20万円（併せて端末購入等を行う場合： 70万円）

国：３／５、都道府県・市区町村：１／５、事業者：１／５

（６）保育人材等就職・交流支援事業（保育対策総合支援事業費補助金）

① 就職相談会の開催等による潜在保育士の再就職支援や保育所見学等による新卒保育士の確保、新規採用された保育士への
研修による就業継続支援など、市区町村が行う保育人材確保に関する取組に要した費用の一部を補助する。

② 保育所等の施設間における人材交流や保育所等への養成校の保育実習の受入れ支援を行うことにより、技能の向上による
キャリアアップ及び保育所等への就職者の増加を図る。

≪離職者の再就職支援≫

（１）保育士・保育所支援センター設置運営事業（保育対策総合支援事業費補助金）

潜在保育士等への就職支援、保育所等に勤務する保育士等への相談支援、保育所等の潜在保育士活用支援等を実施する保育
士・保育所支援センターの設置・運営に要する費用の一部を補助する。

【実 施 主 体 】 都道府県、指定都市、中核市

【補助基準額】 保育士・保育所支援センター運営費 7,300千円
保育士再就職支援コーディネーター雇上費 4,000千円

※マッチングの実績が年50件以上ある場合、4,000千円（１名分）を加算
※待機児童対策協議会参加自治体の場合、コーディネーターの更なる追加配置を支援

復職前研修実施経費 473千円
離職した保育士等に対する再就職支援 6,217千円
保育士登録簿を活用した就職促進 3,470千円
マッチングシステム導入費 7,000千円

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県・指定都市・中核市：１／２

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 ①１市区町村当たり 11,702千円
※ 待機児童対策協議会参加自治体の場合、コーディネーターの追加配置を支援 4,000千円（加算額）

②保育士の実地派遣・人材交流 １人１日当たり 7,440円（代替保育士等雇上費）
実習受入費 １人当たり 10,000円
調整費 １人当たり 4,000円

【補 助 割 合 】 ①国：１／２、市区町村：１／２ ②国：３／４、市区町村：１／４
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≪保育士の質の向上と保育人材確保のための研修≫
（こども家庭推進事業費補助金 ３７億円（３６億円）の内数）

（１）保育士等キャリアアップ研修事業

保育所等におけるリーダー的職員の職務内容に応じた専門性の向上を図るため、国で示した保育士等キャリアアップ研
修について、都道府県が行う研修又は都道府県が指定した研修を実施するために必要な費用の一部を補助する。

（２）保育の質の向上のための研修事業

保育所の職員等を対象に、質の高い保育を安定的に提供するべく、保育の専門性向上を図るための研修の実施に要する
費用の一部を補助する。

（３）新規卒業者の確保、就業継続支援事業

保育士の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保する観点から、「新規卒業者の確保」及び「就業継続支援」に関す
る研修の実施に要する費用の一部を補助する。

（４）多様な保育研修事業

家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、延長保育事業（訪問型）、一時預かり事業（居宅訪問型）又は病児保育事業に
従事する者に必要な知識の修得、資質を確保するために必要な研修の実施に要する費用の一部を補助する。

【実 施 主 体 】 都道府県

【補助基準額】 研修の実施に必要な費用

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県：１／２

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【補助基準額】 研修の実施に必要な費用

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県、市区町村：１／２

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【補助基準額】 研修の実施に必要な費用

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県、市区町村：１／２

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【補助基準額】 研修の実施に必要な費用

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県、市区町村：１／２

医療的ケアを必要とする子どもの受入体制の整備や家庭的保育における複数の事業者・連携施設による共同実施の
推進等、様々な形での保育の実施を支援する。

多様な保育の充実

（１）医療的ケア児保育支援事業（保育対策総合支援事業費補助金）

医療的ケアを必要とする子どもの受入体制の整備を推進するため、保育所等における看護師の配置や、保育士の喀たん吸引
等に係る研修の受講等への支援を実施する。

（２）広域的保育所等利用事業（保育対策総合支援事業費補助金）

近隣に入所可能な保育所等が見つからない子どもに対し、自宅から遠距離にある保育所等への通所を可能にするため、バス
等を活用した送迎を実施するために必要な費用を補助する。

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【補助基準額】 基本分単価 ①看護師等の配置 １施設当たり 5,290千円
（２名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる保育所等において、看護師等を複数配置している場合、5,290千円を加算）

加算分単価 ②研修の受講支援 １施設当たり 300千円
③補助者の配置 １施設当たり 2,230千円
④医療的ケア保育支援者の配置 １市区町村当たり 2,230千円

（喀痰吸引等研修を受講した保育士が担う場合、130千円を加算）
⑤ガイドラインの策定 １市区町村当たり 570千円
⑥検討会の設置 １市区町村当たり 360千円

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県・指定都市・中核市：１／２
国：１／２、都道府県：１／４、市区町村：１／４

※医療的ケア児の受入体制に関する以下の要件を満たす整備計画書を策定する自治体については補助率を嵩上げする。
・３年後の医療的ケア児の保育ニーズ（見込み）に対して、受入予定の医療的ケア児人数（見込み）が上回ること。

国：２／３、都道府県・指定都市・中核市：１／３
国：２／３、都道府県：１／６、市区町村：１／６

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 ・保育士雇上費 5,000千円（加配数に応じて3,000千円を加算）
・運転手雇上費 5,000千円（加配数に応じて3,000千円を加算）
・事業費（損害賠償保険含む） 10,202千円（自宅送迎の場合 1,119千円）
・バス購入費 15,000千円 ・バス借上費 7,500千円
・改修費 7,270千円

【補 助 割 合 】 国：１／２、市区町村：１／２

（令和５年度予算案・令和４年度第２次補正予算（※）） （前年度予算額）

１２４億円＋９９億円（※） （ １１１億円）
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（３）家庭支援推進保育事業【拡充】（保育対策総合支援事業費補助金）

日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等に配慮が必要な家庭や、外国人子育て家庭について、家庭環境に対する配
慮など保育を行う上で特に配慮が必要な家庭における子どもを多数（40％以上）受け入れている保育所に対して保育士の加配
を行う。

令和５年度においては、「特に配慮が必要な家庭における子どもを40%以上」及び「外国人割合20％以上」の要件を満たす
保育所については、保育士の代わりに、受け入れる外国人家庭の文化・慣習等に精通した方など、外国人家庭に対する支援を
適切に実施できる職員（非常勤可）を１名配置することができるよう拡充する。

（４）新たな待機児童対策提案型事業（保育対策総合支援事業費補助金）

待機児童対策協議会に参加する自治体が提案する待機児童の解消等に向けた先駆的な取組であって、厚生労働省が適当と認
めた事業について採択を行い、当該事業の実施に必要な費用を補助する。

（５）保育利用支援事業（入園予約制）（保育対策総合支援事業費補助金）

保育所の入園のために育児休業期間を切り上げている保護者がいる現状に鑑み、育児休業終了後の入園予約の仕組みを設け、
職場復帰に向けた保育所入園時期に関する保護者の不安を解消するため、以下の支援を行う。

①代替保育利用支援
育児休業終了後から保育所等に入園する翌４月までの間、利用した代替保育（一時預かり事業等）に係る利用料を支援。

②予約制導入に係る体制整備
入園予約制を導入した保育所等に対し、子どもが入園するまでの間、保護者への相談対応や自治体との連絡調整等を行

う職員の配置に必要な費用を支援。

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 １か所当たり 3,859千円

（外国人子育て家庭の児童が占める割合が特に高い（20％以上）場合）

１か所当たり 7,718千円（保育士を配置する場合）

≪拡充≫１か所当たり 5,351千円（文化・慣習等に精通した非常勤職員を配置する場合）

※文化・慣習等に精通した非常勤職員については、市町村等に配置された者が適宜必要な保育所に巡回し支援を実施することも可能

【補 助 割 合 】 国：１／２、市区町村：１／２

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【補助基準額】 １自治体当たり 上限10,000千円
【補 助 割 合 】 国：１０／１０

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 ①子ども１人当たり 月額 20千円
②施設１か所当たり 年額2,406千円

【補 助 割 合 】 国：１／２、市区町村：１／２

（６）３歳児受入れ等連携支援事業（保育対策総合支援事業費補助金）

保育所等において、満３歳以上の子どもの受入れを重点的に行い、家庭的保育事業者等と積極的に接続を行った場合に当該
保育所等を支援することにより、家庭的保育事業等を利用する子どもの３歳到達時における保育所等への円滑な接続を図る。

また、家庭的保育者が保育に専念できる環境を整備することにより、家庭的保育事業への参入を促進するとともに、家庭的
保育事業の普及及び質の向上を図る。

① 小規模保育事業等との連携を積極的に行う保育所等（公立保育所を含む）に対して、小規模保育事業等への相談・助言
や、受入れ保育所等において利用乳幼児に集団保育を体験させるための行事の参加等を行う場合の調整を担う「連携支援
コーディネーター」の配置や事務諸経費等に必要な費用を支援する。

② 複数の家庭的保育事業所及び連携施設がコンソーシアム（共同事業体）を形成し、情報・ノウハウの共有や、保育環境
の整備（共同での備品購入、給食提供、代替保育の連携等）、経営の効率化（経理面での共同管理等）等を共同で行う場
合に「コンソーシアムコーディネーター」を配置するために必要な費用を支援する。

（７）都市部における保育所等への賃借料等支援事業（保育対策総合支援事業費補助金）

都市部における保育所等のうち、賃借料が公定価格の賃借料加算の３倍を超えるものについて、公定価格における賃借料加
算との乖離分の一部を補助する。

また、土地の確保が困難な都市部での保育所整備を促進するため、施設整備補助を受けずに保育所等の整備を行う法人に対
し、土地借料の一部を支援する。

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 ①１か所当たり年額 4,549千円
②１自治体当たり年額 4,183千円（コーディネーターを２人以上配置する場合は、8,183千円）

【補 助 割 合 】 国：１／２、市区町村：１／２

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 ①賃借料の補助 １施設当たり 22,000千円※
※ 特別区及び財政力指数が１．０を超える市町村の場合、補助基準額の９／１０
※ 待機児童対策協議会に参加する等一定の要件を満たす場合は、保育所等を開設した年度に限り、賃借料が公定価格の賃借料加算の

２倍を超えるものについても、１施設当たり12,000千円を基準額として補助
②土地借料の補助 １施設当たり 21,200千円

【補 助 割 合 】 国：１／２、市区町村：１／４、事業者：１／４
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（８）民有地マッチング事業（保育対策総合支援事業費補助金）

保育所、認定こども園の整備等を促進するため、土地等所有者と保育所等を整備する法人等のマッチングを行い、都市部を中
心とした用地不足への対応を図る。

①土地等所有者と保育所等整備法人等のマッチング支援
土地等所有者と保育所等整備法人等のマッチングを行うため、地権者から整備候補地の公募・選考等を行うとともに、

当該候補地での保育所等整備を希望する法人の公募・選考等を行う。

②整備候補地等の確保支援
地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置や担当職員の配置等、整備候補地の積極的な掘り起こしを行う。

③地域連携コーディネーターの配置支援
保育所等の設置や増設に向けた地域住民との調整など、保育所等の設置を推進するためのコーディネーターを配置する。

（９）保育所等における要支援児童等対応推進事業（保育対策総合支援事業費補助金）

保育所等において、保育士等が有する専門性を活かした保護者の状況に応じた相談支援などの業務を行う地域連携推進員の配
置を促進し、保育所等における要支援児童等（要支援児童、要保護児童及びその保護者等）の対応や関係機関との連携の強化、
運営の円滑化を図る。

（10）待機児童対策協議会推進事業（保育対策総合支援事業費補助金）

待機児童対策協議会の協議を受けて実施する、
・保育所等の広域利用調整や公有地等での保育所等設置に係る調整業務
・都道府県内の市区町村をまたぐ保育対策関係事業の取組状況の横展開
・幼稚園の認定こども園への移行促進 等
を担う職員を都道府県に配置するための費用を補助する。

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【補助基準額】 ①１自治体当たり 6,000千円 ②１自治体当たり 4,500千円 ③１か所当たり 4,400千円

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県・市区町村：１／２

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【補助基準額】 １か所当たり 4,567千円

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県：１／４、市区町村１／４
※都道府県が実施する場合は 国：１／２、都道府県：１／２

【実 施 主 体 】 都道府県

【補助基準額】 １都道府県当たり 2,792千円

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県：１／２

（11）保育環境改善等事業【拡充・一部令和４年度第２次補正予算】（保育対策総合支援事業費補助金）

保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や病児保育事業（体調不良児対応型）を実施するために必要な設
備の整備等に必要な費用の一部について支援する。

令和４年度第２次補正予算においては、「こどものバス送迎・安全徹底プラン〜バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関
する緊急対策〜」に基づき、送迎用バスの安全装置改修等への支援等を内容とする「こどもの安心・安全対策支援パッケー
ジ」を推進し、子どもの安心・安全を確保する。

令和５年度においては、ノンコンタクトタイムを確保し、保育士同士で保育の振り返り等を実施するためのスペース等の設
置に必要となる改修費等について補助する。

【実 施 主 体 】 市区町村、保育所等を経営する者

【対 象 事 業 】 １．基本改善事業（改修等） ①保育所等設置促進等事業 ②病児保育事業（体調不良児対応型）設置促進事業

≪拡充≫③ノンコンタクトタイムを確保し、保育士同士で保育の振り返り等を実施するためのスペース等の設置に必要となる改修費
等について補助

２．環境改善事業（設備整備等）
①障害児受入促進事業 ②分園推進事業 ③熱中症対策事業 ④安全対策事業 ⑤病児保育事業（体調不良児対応型）推進事業
⑥緊急一時預かり推進事業 ⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業
⑧感染症対策事業 ⑨保育環境向上等事業

【補 助 制 限 】 制限無し：１．①、②、２．①、②、⑤～⑦ 10年間の経過期間を設けた上で制限を撤廃：２．③ 、④ 、⑧、⑨

【補助基準額】 １．基本改善事業 １施設当たり 7,200千円

≪拡充≫ノンコンタクトタイムスペース改修費の場合 １施設当たり 100千円
２．環境改善事業（①～③、⑤、⑧、⑨）１施設当たり 1,029千円

（④） １施設当たり 500千円以内
（⑥、⑦） １施設当たり 32,448千円

【補 助 割 合 】 ２．④の事業 国：１／２、都道府県・市区町村：１／４、事業者：１／４ ２．⑥⑦の事業 国：１／２、市区町村：１／２
それ以外の事業 国：１／３、都道府県：１／３、市区町村：１／３ 又は 国：１／３、指定都市・中核市：２／３

保育環境改善等事業（安全対策事業）【新規・令和４年度第２次補正予算】※令和５年度末までの時限的措置

【事業内容】

① 送迎用バスへの置き去り防止のためのブザーの設置等に必要な経費

② ＩＣＴを活用した子ども見守りサービス（ＧＰＳやBluetoothを活用したシステムなど）などの安全対策に資する機器等を導入するための経費
【実施主体】

○保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業（居宅訪問型保育事業除く。以下同じ。）及び放課後児童クラブ（①に限る）を対象とする場合

＞市町村又は市区町村が認めた者

○認可外保育施設を対象とする場合 ＞都道府県、市町村、都道府県が認めた者又は市町村が認めた者

○広域的保育所等利用事業を行う者を対象とする場合（①に限る） ＞市町村又は市区町村が認めた者

【補助基準額】① 市場価格を踏まえ設定

② 保育所・幼保連携型認定こども園・地域型保育事業・認可外保育施設 １施設当たり 200千円以内

【補助割合】 ① 定額（事業者の負担を最小化するため市場価格を踏まえた定額を支援）

② 国:3/5、都道府県・市区町村:1/5、事業者:1/5 172



（12）新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業（保育環境改善等事業）
【令和４年度第２次補正予算】（保育対策総合支援事業費補助金）

保育所等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の支援として、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な経費について補助を行う。

（13）保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業【新規】（保育対策総合支援事業費補助金）

定員に空きのある保育所等において、未就園児を定期的に預かり、利用促進の方法、利用の調整、要支援家庭等の確認方法や、
保護者に対する関わり方などを具体的に検討し、保育所の多機能化に向けた効果を検証するモデル事業を実施する。

【事業内容】

①定期的な預かり

・定員に空きのある保育所等において、地域の保育所等に通所していない未就園児に対して、継続して週１～２日程度の定期的な預かりを実施する。

・対象児童を養育する家庭に対して、本事業の積極的な利用を促進する。

・集団における子どもの育ちに着目した支援計画を作成し、適切な保育を行うとともに、保護者に対しては、定期的な面談などを実施し、継続的に

支援する。

・要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、関係機関に情報を共有する。

②要支援家庭等対応強化加算

①に加え、保育所等において、要支援児童等の預かりを行う場合には、関係機関（市町村や要対協など）との連携の下、情報共有や定期的な打ち合
わせに基づいた支援計画（※）を作成し、関係機関との協働対処による相談支援を行うなど、適切な支援を行う。

【実施主体】市町村（※）（市町村が認めた者への委託可。）

※実施自治体は、地域における定期的な利用ニーズに対する適切な一時預かりの実施体制、利用促進や利用認定の方法などを検証するための
実施体制等を考慮して、公募により選定

【対象児童】保育所等に通所していない未就園児（長期スパンでの利用が前提）

【補助単価】 ①・年間延べ利用児童数300人未満 ：１か所あたり 5,981千円（預かりにかかる経費及び検討会開催経費等）

・年間延べ利用児童数300人以上900人未満 ：１か所あたり 6,326千円（預かりにかかる経費及び検討会開催経費等）

・年間延べ利用児童数900人以上 ：１か所あたり 6,542千円（預かりにかかる経費及び検討会開催経費等）

②1か所あたり 742千円

【補助割合】 国：9/10 市町村：1/10

【実 施 主 体 】 都道府県又は市区町村、市区町村等が認めた者

【対 象 施 設 】 保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設、児童厚生施設

【補助基準額】 １施設当たり
（１）定員※ 19人以下 300千円以内
（２）定員※ 20人以上59人以下 400千円以内
（３）定員※ 60人以上 500千円以内
（４）児童厚生施設及び認可外の居宅訪問型保育事業 300千円以内
※ 認可の居宅訪問型保育事業は定員ではなく、月初日における利用児童数

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県・市区町村：１／２

（１）保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業（保育対策総合支援事業費補助金）

保育所や認可外保育施設等の質の確保及び向上を目的として、保育所等が遵守・留意すべき内容や死亡事故等の重大事故の
防止に関する指導・助言を行う「巡回支援指導員」の配置に要する費用や、保育所職員や巡回支援指導員等に対して、遵守・
留意すべき内容や重大事故防止に関して必要な知識、技能の修得、資質の確保のための研修の実施に要する費用の一部を補助
する。

（２）認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業（保育対策総合支援事業費補助金）

認可化移行を希望する認可外保育施設において移行の障害となっている事由を調査・診断するとともに、移行のための計画
書の作成・見直し及び移行までの助言指導を行い、認可外保育施設の認可保育所等への円滑な移行を支援する。また、認可外
保育施設が認可保育所等へ円滑に移行できるよう、現行の施設では立地場所や敷地面積の制約上、基準を満たすことができな
い場合に移転等に必要な費用の一部を補助する。

（３）認可外保育施設の衛生・安全対策事業（保育対策総合支援事業費補助金）

認可外保育施設に従事する職員に対して健康診断を実施することにより、認可外保育施設における衛生・安全対策を図り、
もって子どもの福祉の向上を図る。

認可外保育施設における保育の質の確保・向上を図るため、認可外保育施設が遵守・留意すべき内容や重大事故防
止に関する指導・助言を行う「巡回支援指導員」の配置や、必要な知識、技能の修得及び資質確保の研修の実施等、
認可外保育施設の認可保育所等への移行に向けた支援を行う。

認可外保育施設の質の確保・向上

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村

【補助基準額】 ①研修開催 １回当たり 354千円 ②巡回支援指導事業 指導員１人当たり 4,062千円

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県・市区町村：１／２

【実 施 主 体 】 ①～③：都道府県、市区町村 ④：市区町村

【補助基準額】 ①認可化移行可能性調査支援 １施設当たり 600千円
②認可化移行助言指導支援 １施設当たり 535千円
③指導監督基準遵守助言指導支援 １施設当たり 803千円
④移転費等支援 １か所当たり 移転費 1,217千円、仮設設置費 3,853千円

【補 助 割 合 】 ①～③：国：１／２、都道府県・市区町村：１／２
④ ：国：１／２、市区町村：１／２

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 職員の健康診断 １市区町村当たり 354千円

【補 助 割 合 】 国：１／３、都道府県：１／３、市区町村：１／３ 又は 国：１／３、指定都市・中核市：２／３

（令和５年度予算案・令和４年度第２次補正予算（※）） （前年度予算額）

８億円 （ １５億円）
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（４）認可外保育施設改修費等支援事業（保育対策総合支援事業費補助金）

認可外保育施設に対して、認可保育所等の設備の基準を満たすために必要な改修費や移転費等を支援する。

【実 施 主 体 】 都道府県、市区町村
【補助基準額】《要件１》改修費等 １か所当たり 32,448千円 移転費等 １か所当たり 5,070千円

《要件２》改修費等 １か所当たり 16,224千円 移転費 １か所当たり 1,217千円
【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県・市区町村：１／４、事業者：１／４
【補 助 要 件 】

＜要件１＞

１．職員配置は指導監督基準を満たしていること（有資格者の配置１／３以上）。

２．設備基準については、改修費等の支援を受けることにより認可基準を満たすこと。

３．「認可化移行計画」を策定し、

① 無償化猶予期間である2024年度までの間に指導監督基準（※）適合化を図ること、

（※） 職員配置、設備基準だけではなく、職員の健康診断の実施、消防計画の策定・訓練の実施など、他の要件も満たすこと。
② 当該事業による補助を受けた後、2025年度までの間に認可化移行運営費支援事業による補助を開始し、補助を受けた時点から５年以内に認可施

設・事業への移行を図ることにより、段階的に認可施設・事業への移行を目指す。

＜要件２＞ ※ 本要件を適用する場合は、指導監督基準を満たすための改修が対象となる。

都道府県と市区町村との連名により、以下（１）～（３）の内容を盛り込んだ「認可外保育施設指導監督基準適合化支援計画」を作成した施設
であること。

（１）市区町村が把握する住民の保育等ニーズに照らし、待機児童の状況や保育時間等の地域に特徴的な保育等ニーズを満たすため、認可施設や事
業の整備を進めているが、なお時間を要する場合に、それまでの間、域内の認可施設等ではまかなうことができない保育等ニーズの受け皿とな
ることが想定される施設であると認める施設である旨

（２）都道府県・市区町村における、指導監督基準を満たすための人的・技術的な支援や国庫補助の活用、計画期間内における市区町村との指導監
督の連携について

（３）事業実施期間

※ 本要件による補助は、幼児教育・保育の無償化経過措置が終了する令和６年９月末までに、認可外保育施設指導監督基準への適合を目指す
支援計画の対象施設を支援対象とする時限的なものであることに留意（令和６年度予算まで）。

（５）保育士資格取得支援事業（保育対策総合支援事業費補助金） ＜一部再掲＞
認可外保育施設で勤務する保育従事者が、保育士資格を取得するために要した養成校の受講料等及び保育士試験受験のため

の学習費の一部を補助することで、保育士資格取得者の拡大を図る。

（６）ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業【新規】 （こども家庭推進事業費補助金）

ベビーシッターが認可外保育施設指導監督基準の有資格者要件を満たすための研修機会や有資格者要件を満たしたベビー
シッター向けの更なる研鑽のための研修機会を増加させることにより、ベビーシッターの更なる質の向上を図る。

【実 施 主 体 】 都道府県、指定都市、中核市
【補助基準額】 ① １人当たり 受講料の１／２（上限300千円） 代替職員経費 １人１日当たり 7千円

② 保育士試験受験のための学習に要した経費（教材費等）の１／２（上限150千円）
※支給対象期間：保育士試験（筆記試験）から起算して２年前までに要した費用

【補 助 割 合 】 国：１／２、都道府県・指定都市・中核市：１／２
≪特例≫

認可外保育施設指導監督基準への適合を促進するため、「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」及び「受験対策学習費用補助事業」について、
それぞれ以下の要件を満たした施設に勤務する者、保育士試験合格後に以下の要件を満たした施設で保育士として勤務することが決定した者につい
ても支援対象とする。（本要件による補助の場合は「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている施設であることを要件
としない。）
➢要件： 都道府県と市区町村との連名により、以下（１）～（３）の内容を盛り込んだ「認可外保育施設指導監督基準適合化支援計画」を作成し

た施設であること。
（１）市区町村が把握する住民の保育等ニーズに照らし、待機児童の状況や保育時間等の地域に特徴的な保育等ニーズを満たすため、認可施

設や事業の整備を進めているが、なお時間を要する場合に、それまでの間、域内の認可施設等ではまかなうことができない保育等ニーズ
の受け皿となることが想定される施設であると認める施設である旨

（２）都道府県・市区町村における、指導監督基準を満たすための人的・技術的な支援や国庫補助の活用、計画期間内における市区町村との
指導監督の連携について

（３）事業実施期間
※ 本要件による補助は、幼児教育・保育の無償化経過措置が終了する令和６年９月末までに、認可外保育施設指導監督基準への適合を

目指す支援計画の対象施設を支援対象とする時限的なものであることに留意（令和６年度予算まで）。

【実 施 主 体 】 民間事業者（公募により決定）

【補 助 割 合 】 定額

ベビーシッターに対する研修等に関する実績及び全国的に研修等を提供できる体制を有する民間事業者において行う、以下の取組を総合的に支援する。

① 指導監督基準を満たすための研修の平日夜や土日の実施のほか、更なる研修受講推進のための円滑な研修実施に向けた取組（例として、「認定ベ

ビーシッター」資格取得に関する科目履修の利便性向上に向けた保育士養成施設との調整等を想定）

② 既に指導監督基準を満たすベビーシッターに対する、その質の維持・向上を図るためのフォローアップ研修等の実施のほか、質の高いベビーシッ

ターの養成を推進するための取組の実施（例として、保育士養成施設に通う学生の「認定ベビーシッター」資格取得に関する科目履修の利用者負担に

配慮した利用の促進等を想定）
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「新子育て安心プラン」に基づき、保育の受け皿確保を行うとともに、引き続き、すべての子ども・子育て家庭を
対象に、市区町村が実施主体となり、教育・保育、地域の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上等を図る。

また、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、企業主導型の事業所内保
育等の保育を支援する。

≪教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実≫

（１）子どものための教育・保育給付等

・ 施設型給付、委託費（認定こども園、幼稚園、保育所に係る運営費）

・ 地域型保育給付（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育に係る運営費）

・ 子育てのための施設等利用給付 等

【主な拡充内容】

◇ チーム保育推進加算の充実
比較的規模の大きな保育所（利用定員121人以上）(※)について、25：1の配置が実現可能となるよう、２人までの加配を可能とする

（現行は保育所の規模にかかわらず1人。）拡充を行い、保育士の負担軽減、こどもの安心・安全な保育環境の整備を推進する。
(※)これまでと同様に、複数保育士のチームによる保育体制や職員の平均経験年数(12年以上)等に一定の要件あり。

◇ 主任保育士専任加算等の要件についての特例の創設
０歳児３人以上の利用に係る要件について、①０歳児の利用定員が３人以上あり、かつ、②０歳児保育を実施する職員体制を維持して

いる場合には、令和５年度に限り、前年度に要件を満たしていた月については、引き続き、要件を満たすものとして取り扱う。

◇ 処遇改善等加算Ⅱの他の施設への配分に関する期限の延長
処遇改善等加算Ⅱの加算額の一部を同一の者が運営する他の施設・事業所に配分することができる取扱いの期限について、令和４年度

末までから令和６年度末までに延長する。

◇ 保育士・幼稚園教諭等に対する処遇改善
令和４年人事院勧告に伴う給与の引き上げや３％程度（月額９千円）の処遇改善の満年度化（令和４年度：半年分→令和５年度：12か

月分）に必要な経費について計上する。

（注）新型コロナウイルス感染症による休園等に伴う保育料減免は、令和４年度末までの措置とする。

【実 施 主 体 】 市区町村

【負 担 割 合 】 国：１／２、都道府県：１／４、市町村：１／４等 ※事業主拠出金充当額控除後の負担割合

子ども・子育て支援新制度の推進 （令和５年度予算案・令和４年度第２次補正予算（※）） （前年度予算額）

２兆１，１１８億円＋１，２８３億円（※） （１兆９，９６５億円）
※旧内閣府予算

１兆９，０２８億円＋１，２８３億円（※） （１兆８，１１９億円）

（令和５年度予算案・令和４年度第２次補正予算（※）） （前年度予算額）

（２）地域子ども・子育て支援事業

市区町村が地域の実情に応じて実施する事業を支援する。

①利用者支援事業（保育コンシェルジュ）

主として、市区町村の窓口で、子育て家庭等から保育サービスに関する相談に応じ、地域における保育所や各種の保育
サービスに関する情報提供や利用に向けての支援などを行う。

②病児保育事業

子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において、病気の子どもを一時的に保育することで、
安心して子育てができる環境整備を図る。

令和５年度においては、当日キャンセルに対する受入体制を維持していることを一定程度評価するための加算を試行的に
実施する。

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 基本事業 3,078千円
加算事業 夜間開所 1,408千円、休日開所 758千円、出張相談支援 1,082千円、機能強化取組 1,877千円、

多言語対応 805千円、特別支援対応 751千円

【補 助 割 合 】 国：２／３、都道府県：１／６、市区町村：１／６

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】（病児対応型１か所当たり年額）
基本分単価 7,031千円
加算分単価 1,000千円 ～ 38,000千円（※）

※ 延べ利用児童数が50人未満の場合は加算なし。
※ 延べ利用児童数が年間4,000人を超える場合は別途協議

送迎対応看護師雇上費 5,400千円
送迎経費 3,634千円
当日キャンセル対応加算 247千円～1,005千円

【補 助 割 合 】 国：１／３、都道府県：１／３、市区町村：１／３
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③延長保育事業

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、保育所等で引き続き保育を実
施する。

④一時預かり事業

日常生活上の事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった乳幼児を保育所等で一時的に預かる。

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 ①保育短時間認定（保育所：在籍児童１人当たり年額）
１時間延長 18,800円、２時間延長 37,600円、３時間延長 56,400円

②保育標準時間認定（保育所：１事業所当たり年額）
30分延長 300,000円、１時間延長 1,667,000円、２～３時間延長 2,640,000円
４～５時間延長 5,510,000円、６時間以上延長 6,485,000円

【補 助 割 合 】 国：１／３、都道府県：１／３、市区町村：１／３

【実 施 主 体 】 市区町村

【補助基準額】 一般型基本分 １か所当たり年額 2,751千円 ～ 48,279千円

※ 延べ利用児童数が年間20,100人を超える場合は別途協議

【補 助 割 合 】 国：１／３、都道府県：１／３、市区町村：１／３

≪企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援≫

（１）企業主導型保育事業

休日や夜間の対応など企業の勤務時間に合わせた保育や、複数企業による共同利用などの柔軟で多様な保育の提供を可
能とした施設を支援する。

【主な拡充内容】
◇ 医療的ケア児保育加算の創設

医療的ケア児を受け入れる企業主導型保育施設に対して看護師等の配置を支援するための加算を創設

（２）企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

残業や夜勤等の多様な働き方をしている労働者が、ベビーシッター派遣サービスを利用しやすくなるよう支援する。

【実 施 主 体 】 公募団体

【補 助 割 合 】 定額（１０／１０相当）

【実 施 主 体 】 公募団体

【補 助 割 合 】 定額（１０／１０相当）

（令和５年度予算案） （前年度予算額）

２，０９０億円 （１，８４６億円）
※旧内閣府予算
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「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について」（令和３年12月閣議決定）に基づき、認定こども園に
対する施設整備費の一元化等を行い、事務の輻輳や縦割りの問題の改善を図る。

認定こども園向け補助金の一元化

（１）就学前教育・保育施設整備交付金＜一部再掲＞
市区町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所に係る施設整備事業及び防音壁設置

の実施等に要する経費に充てるため、市区町村に交付金を交付する。
「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について」に基づき、認定こども園に対する施設整備費に係る事務の輻輳

や縦割りの問題を改善する観点から、保育所等整備交付金（厚生労働省）及び認定こども園施設整備交付金等（文部科学省）
の一元化を行うとともに、補助額の算定方法の見直しを行う。

また、沖縄振興特別措置法、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び山村振興法による補助率の嵩上げについ
て幼稚園部分も適用するほか、防音壁に対する補助を幼稚園部分も対象にすることや、耐震化診断に必要な費用について保育
所部分も対象にするなど施設類型における格差を是正する。

※円滑な移行のため、経過措置も設ける。

【対 象 事 業 】・保育所整備事業 ・幼保連携型認定こども園整備事業 ・認定こども園整備事業（保育所型、幼稚園型）
・公立認定こども園整備事業 ・小規模保育整備事業 ・防音壁整備事業 ・防犯対策強化整備事業

【実 施 主 体 】 市区町村

【設 置 主 体 】 社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等（保育所及び認定こども園については公立を除く）

【補 助 割 合 】 国：１／２、市区町村：１／４、設置主体：１／４

※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国:2/3、市区町村:1/12、設置主体:1/4

【経 過 措 置 】 当該交付金への計画的な移行を行うため、令和６年度まで、①「私立幼稚園施設整備費補助金」及び②「幼稚園耐震化整備」のスキーム
による補助を可能とする。

○実施主体 ①事業者（学校設置者） ②都道府県

○補助割合 ①国１/３、事業者２/３ ②国１/２、事業者１/２

（令和５年度予算案・令和４年度第２次補正予算（※））

２９５億円＋４４４億円（※）
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策

の
徹

底
を

図
り

な
が

ら
事

業
を

継
続

的
に

実
施

し
て

い
く

た
め

に
必

要
な

経
費
に

つ
い

て
補

助
を

行
う

。

○
ま

た
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

等
の

感
染

症
対

策
と

し
て

実
施

す
る

改
修

（
ト

イ
レ

・
調

理
場

等
の

乾
式

化
、

非
接
触

型
の

蛇
口

の
設

置
等
）

等
に

必
要

な
経

費
に

つ
い

て
引

き
続

き
補

助
を
行

う
の

で
、

積
極

的
に
活

用
さ

れ
た
い

。

保
育

所
等

に
お

け
る

新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

係
る

事
業

継
続

支
援
（

令
和

４
年

度
第

２
次
補

正
予

算
）

【
事
業
内
容
】

ト
イ

レ
・
調
理

場
の

乾
式
化
や
非
接
触

型
の
蛇

口
の
設
置

な
ど

の
、

新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症
等
の

感
染

症
対
策
の
た

め
の
改
修

等
に
か

か
る
費
用

を
補
助

す
る
。

➢
保
育
所

等
整

備
交
付
金
：
大
規
模
修

繕
の

対
象

事
業
に
感
染

症
対
策
の

た
め
の

改
修

（
ト

イ
レ

・
調
理

場
等
の
乾
式
化
、
非
接

触
型
の
蛇
口
の
設
置
等

）
を

新
規
で

追
加
。
（
事
業

費
30
0
万

円
以

上
の

も
の

を
対

象
）

➢
保
育
環

境
改

善
等
事
業
：
感
染
症
対

策
の

た
め

の
改
修

や
必

要
な

設
備

の
整
備

等
を

新
規

で
追

加
。
（

簡
易
な
も

の
を

対
象
（
補
助

基
準
額
：
1
,
0
29
千
円
）
）

【
補
助
割
合
】
保
育

所
等
整
備
交
付
金

国
：
１
/２

、
市

区
町

村
：
１

/４
、
設
置

主
体

：
１
/
４

保
育

環
境
改
善
等
事
業

国
：
１
/３

、
都

道
府

県
：
１

/３
、
市
区

町
村

：
１
/
３

又
は

国
：
１

/３
、
指
定

都
市

・
中
核
市
：
２
/
３

保
育

所
等

に
お

け
る

感
染
症

対
策

の
た

め
の
改

修
整

備
等

（
令

和
５
年

度
当

初
予

算
）
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 事 務 連 絡 

                     令和４年12月27日 

 

各都道府県、指定都市、中核市 

子ども・子育て支援新制度担当部局 御中 

 

 内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当） 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課 

 

 

新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の 

利用者負担額の減免措置について 

 

 

平素より子ども・子育て支援の推進に御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

現在、新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行う場合の利用者負担額につい

ては、令和２年２月及び３月に子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）の改

正等を行い、新型コロナウイルス感染症による臨時休園等により保育の提供を受けられなかった日

がある場合には、その日数に応じて利用者負担額を日割りにより減免とすることとしています。 

この減免措置については、令和２年の感染拡大初期段階において、地域における感染拡大を防ぐ

ため、利用する子どもの感染の状況に関わらず保育所等の臨時休園等を行うことを、国から地方自

治体に要請していたことを踏まえ設けたものです。 

一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策は新たな行動制限を行わず、感染拡大防止対策と社

会経済活動の両立を図ることを基本的な考え方としており、保育所等についても原則開所すること

をお願いしています。このため、臨時休園等を行うことを国から要請することは想定されない状況

となっています。こうしたことから、新型コロナウイルス感染症に係る利用者負担額の減免措置に

ついては令和４年度末まで現在の取扱いを継続した上で、令和５年４月以降は廃止することとして

おります。 

各地方自治体におかれては内容について御承知頂くとともに、管内の利用者や保育所等、関係団

体への周知をお願いいたします。また、都道府県におかれては、管内市町村（指定都市及び中核市

を除き、特別区を含む。以下同じ。）においても同様の対応が取られるよう、管内市町村への周

知・助言等をお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

【照会先】 

内閣府 子ども・子育て本部 

参事官（子ども・子育て支援担当）付    

  給付担当 

TEL: 03-5253-2111（内線38344,38346） 

kodomo-kyufu@cao.go.jp 

厚生労働省 子ども家庭局  

保育課 

保育調整係 

TEL: 03-5253-1111（内線4856,4855） 

hochou@mhlw.go.jp 
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保
育
所
の
多
機
能
化
、他
機
関
連
携
等
を
含
む
地
域
に
お
け
る
保
育
所
等
の
子
育
て
支
援
提
供
体
制
等
に
関
す
る
調
査
研
究

（
令
和
４
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）

保
育
所
の
多
機
能
化
、他
機
関
連
携
等
を
含
む
地
域
に
お
け
る
保
育
所
等
の
子
育
て
支
援
提
供
体
制
等
に
関
す
る
調
査
研
究

（
令
和
４
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）

●
人
口
減
少
地
域
に
お
い
て
は
、今
後
、利
用
児
童
の
減
少
に
伴
い
、保
育
所
が
地
域
社
会
の
た
め
に
欠
か
せ
な
い
社
会
イ
ン
フラ
とし

て
どの
よ
うに
維
持
して
い
くの
か
が
大
き
な
課
題
とな
って
い
る
。

●
全
国
の
自
治
体
及
び
対
象
自
治
体
の
保
育
所
等
に
対
す
る
ヒア
リン
グ
等
を
通
じて
、保
育
の
提
供
を
含
む
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
、

保
育
所
が
果
た
して
い
る
現
状
の
役
割
や
、今
後
果
た
して
い
くこ
とが
期
待
さ
れ
る
役
割
と課
題
等
に
つ
い
て
把
握
す
る
。

●
以
下
の
３
つ
を
組
み
合
わ
せ
て
実
施
予
定
。

①
対
象
自
治
体
の
子
育
て
支
援
提
供
体
制
に
関
す
る
基
礎
的
な
デ
ー
タ
収
集

選
定
した
自
治
体
を
対
象
とし
て
、具
体
的
な
子
育
て
支
援
の
提
供
内
容
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報
収
集
、子
育
て
支
援
の
物
理
的
な
提
供
範
囲
な
どに

関
す
る
情
報
の
整
理
とい
った
客
観
的
な
デ
ー
タを
整
理
。

②
対
象
自
治
体
に
対
す
る
ヒア
リン
グ

選
定
した
自
治
体
を
対
象
に
、地
域
の
子
育
て
支
援
体
制
全
体
に
お
け
る
保
育
所
等
の
役
割
・位
置
付
け
、保
育
所
等
と各
種
子
育
て
支
援
施
設
、行
政
等
の
他

機
関
との
連
携
体
制
等
の
実
態
や
課
題
等
に
つ
い
て
ヒア
リン
グ
等
を
実
施
。

③
対
象
自
治
体
内
の
保
育
所
等
に
対
す
る
ヒア
リン
グ

調
査
対
象
とし
て
選
定
した
自
治
体
内
の
保
育
所
等
に
対
して
、保
育
所
等
で
実
施
して
い
る
多
機
能
化
、他
機
関
と連
携
して
実
施
して
い
る
地
域
支
援

等
の
実
態
や
課
題
等
に
つ
い
て
ヒア
リン
グ
調
査
等
を
実
施
。

１
．
本
調
査
研
究
の
目
的

２
．
本
調
査
研
究
の
概
要

（
参
考
）
地
域
に
お
け
る
保
育
所
・保
育
士
等
の
在
り方
に
関
す
る
検
討
会
取
りま
とめ
（
令
和
３
年
12
月
20
）
抄

「人
口
減
少
地
域
に
お
い
て
は
、児
童
の
数
や
保
育
士
を
含
む
子
育
て
支
援
の
担
い
手
が
少
な
くな
って
き
て
お
り、
人
材
確
保
の
支
援
も
引
き
続
き
重
要
で
あ
る
が
、保
育
所
が
在
園
児
以

外
の
地
域
の
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援
や
多
様
な
保
育
ニー
ズ
へ
の
対
応
な
どを
担
うこ
とで
、保
育
所
を
多
機
能
化
して
、地
域
の
子
育
て
支
援
の
中
核
的
機
関
とす
る
な
ど、
地
域
の
実
情

に
応
じて
必
要
な
機
能
を
選
択
し、
展
開
す
る
こと
に
つ
い
て
も
真
剣
に
検
討
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
。
例
え
ば
、（
中
略
）
他
の
子
育
て
支
援
機
関
との
連
携
や
利
用
者
支
援
事
業
、地

域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
な
どの
活
用
とい
った
地
域
支
援
の
取
組
に
関
す
る
事
例
な
どを
収
集
し、
必
要
に
応
じて
モ
デ
ル
的
に
実
施
す
る
こと
な
どに
よ
り、
その
展
開
に
向
け
た
検
討
を
進

め
る
べ
き
で
あ
る
。」
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保
育
所
等
に
お
け
る
第
三
者
評
価
、自
己
評
価
の
実
施
及
び
活
用
に
関
す
る
調
査
研
究

（
令

和
４

年
度

子
ども

・子
育

て
支

援
推

進
調

査
研

究
事

業
）

保
育
所
等
に
お
け
る
第
三
者
評
価
、自
己
評
価
の
実
施
及
び
活
用
に
関
す
る
調
査
研
究

（
令

和
４

年
度

子
ども

・子
育

て
支

援
推

進
調

査
研

究
事

業
）

●
今

後
、保

育
所

が
地

域
の

中
で

欠
か

せ
な

い
イン

フラ
機

能
とし

て
維

持
され

て
い

く上
で

、保
育

の
質

も
当

然
に

維
持

して
い

く必
要

が
あ

る
中

、自
己

評
価

や
第

三
者

評
価

に
よ

る
継

続
的

な
評

価
・改

善
は

重
要

。
他

方
で

、第
三

者
評

価
に

つ
い

て
は

保
育

所
に

必
ず

しも
義

務
付

け
が

な
され

て
い

な
い

こと
も

あ
り、

その
受

審
率

は
全

国
的

に
低

い
現

状
で

あ
る

。
●

そ
の

た
め

、第
三

者
評

価
、自

己
評

価
の

実
施

状
況

等
の

実
態

を
把

握
し、

更
な

る
活

用
促

進
や

保
育

の
質

の
改

善
に

つ
な

が
る

よ
う

な
実

効
性

を
高

め
る

た
め

の
方

策
を

検
討

す
る

。

●
以

下
の

５
つ

を
組

み
合

わ
せ

て
実

施
予

定
。

①
保
育
所
等
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト調
査
（
抽
出
）

全
国

の
保

育
所

等
に

対
して

、自
己

評
価

、第
三

者
評

価
の

実
施

状
況

等
に

係
る

ア
ン

ケ
ー

ト調
査

を
実

施
。

②
保
育
所
等
へ
の
ヒア
リン
グ
（
第
三
者
評
価
を
受
審
して
い
る
又
は
今
後
予
定
して
い
る
施
設
）
）

第
三

者
評

価
を

受
審

して
い

る
い

る
又

は
今

後
予

定
して

い
る

保
育

所
等

に
対

し、
第

三
者

評
価

を
受

審
す

る
に

至
った

（
す

る
こと

に
決

め
た

）
経

緯
、第

三
者

評
価

を
受

審
した

こと
に

よ
る

効
果

等
を

ヒア
リン

グ
。

③
自
治
体
へ
の
ヒア
リン
グ

補
助

金
を

始
め

とし
た

イン
セ

ン
テ

ィブ
の

仕
組

み
等

を
導

入
して

い
る

自
治

体
へ

詳
細

な
取

組
内

容
及

び
成

果
、施

設
へ

の
第

三
者

評
価

機
関

の
紹

介
や

受
審

の
サ

ポ
ー

トを
行

うよ
うな

取
組

内
容

等
を

ヒア
リン

グ
。

④
第
三
者
評
価
機
関
へ
の
ヒア
リン
グ

第
三

者
評

価
実

施
者

の
人

材
確

保
状

況
や

及
び

資
質

担
保

の
方

法
、具

体
的

な
評

価
方

法
、保

育
所

へ
の

評
価

で
課

題
と感

じて
い

る
点

等
を

ヒア
リン

グ
。

⑤
有
識
者
に
よ
る
研
究
会
の
実
施

調
査

や
ヒア

リン
グ

結
果

を
踏

ま
え

た
評

価
の

普
及

方
策

全
般

等
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

１
．
本
調
査
研
究
の
目
的

２
．
本
調
査
研
究
の
概
要

（
参

考
）

令
和

３
年

規
制

改
革

推
進

会
議

「当
面

の
規

制
改

革
の

実
施

事
項

」（
令

和
３

年
12

 月
22

 日
）

抄
「保

育
所

等
に

対
す

る
第

三
者

評
価

の
実

施
状

況
に

は
地

域
差

が
あ

る
こと

か
ら、

厚
生

労
働

省
は

、第
三

者
評

価
の

実
施

に
当

た
って

の
現

場
レ

ベ
ル

で
の

課
題

に
つ

い
て

把
握

・分
析

を
行

った
上

で
、効

果
的

な
第

三
者

評
価

が
全

国
的

に
行

わ
れ

る
よ

う（
中

略
）

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。」
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【提案を受けた検討の結果】
⃝ 本特例措置については、待機児童解消に資する一時的な措置であり、期限を廃止して恒久的な措置とすることは困難である。
⃝ ただし、大阪市においては特例を使用して入所している児童が多数であり、仮に現在の期限到来後に特例が使用できないとなった場合の影響が大きいこと等
も踏まえ、現在令和５年３月31日までとしている期限について、新子育て安心プラン※の終期を踏まえ、令和７年３月31日まで延長することとする。
※ できるだけ早く待機児童の解消を目指すとともに、女性の就業率の上昇に対応するため、令和３年度から令和６年度末までの４年間で約14万人分の保育の受け皿を整備することとしている。

【提案の内容】（提案団体：大阪市）
⃝ 保育所等の居室面積に係る基準について、市町村が柔軟に待機児童対策に取り組めるよう、待機児童数等の一定要件の下で認められている面積基準の
緩和特例措置について、現在令和５年３月31日までとされている期限の廃止を求める。（廃止が困難な場合は期限の延長）

【現行制度の概要】
⃝ 保育所の居室面積に係る基準は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）において、都道府県、指定都市及び中核市が保育所の認可基準を条例で
定めるに当たって「従うべき基準」とされており、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（昭和23年厚生省令第63号）において最低基準が定められ
ている。
※幼保連携型認定こども園については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）に基づく、「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備
及び運営に関する基準」（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号）において、同様の基準を設定。

⃝ 一方、待機児童数が一定数以上であり、かつ地価の高い大都市部の一部の地域に限り、待機児童解消に資する一時的な措置として、国の基準を「標準」
として、合理的な理由がある範囲内で、国の基準と異なる内容を定めることができる特例措置を設けている。（令和５年３月31日まで）
※ 現在特例を使用しているのは大阪市のみ

保育所等における居室面積基準の緩和特例措置に係る期限の延長

令和３年の地方からの提案

（提案団体から示された具体的な支障事例）

特例措置が廃止された場合には、大阪市において特例措置により入所している児童分（令和３年４月時点で760人以上）の入所枠を見直す必要があり、待機
児童数が急増するとともに、途中退所を余儀なくされる児童が多く発生する。また、特例措置適用要件の待機児童数が760人を超える状況で、特例措置に期
限が設けられていると、期限までに国の面積基準による入所枠に戻すために新規入所を直ちに抑制する必要があることから、新たな待機児童の発生を招く
こととなる。

保育所の最低基準は条例で都道府県、指定都市、中核市が定める。その際、

１．○保育士の配置基準 ○居室の面積基準（乳児室1.65㎡、ほふく室3.3㎡、2歳以上の保育室1.98㎡）

○保育の内容（保育指針）、調理室（自園調理） などについては、国の基準と同じ内容でなければならない。

２．○屋外遊戯場の設置 ○必要な用具の備え付け ○耐火上の基準 ○保育時間

○保護者との密接な連絡 などについては、国の基準を参考にすればよい。

居室の面積基準については、大都市部の一部の地域に限り、待機児童解消までの一時的な措置として、国の基準を「標
準」として、合理的な理由がある範囲内で、国の基準と異なる内容を定めることができる。

要件
（１または２の
いずれか）

※それぞれ①は
前々年の４月１
日、②は前々年
の１月１日の状
況で判断

１ 以下のいずれにも該当する市区町村 ２ 以下のいずれにも該当する市区町村

① 待機児童数が100人以上
→ 待機児童問題が特に深刻な地域であること

② 平均地価が三大都市圏平均を超える
→ 保育所の増設等を図るに当たり、土地等の
確保が困難であること

① 待機児童数が100人以上

② 平均地価が三大都市圏のうち最も低い都市圏を超える

③ 市区町村が保育の受け皿整備のために行っている土地
確保のための措置並びに当該措置を講じてもなお土地確
保が困難である旨及びその理由を公表していること

期間 平成24年４月１日 ～ 令和７年３月31日（令和４年12月に政令を改正）

対象市区町村数 ７市区町村【令和３年４月１日時点】（特例開始以降、利用は大阪市のみ）

埼玉県 さいたま市

東京都 中央区、江戸川区、調布市、小平市

大阪府 大阪市

兵庫県 西宮市

保育所の居室面積の特例について

保育所の設備運営基準の概要

居室面積基準の特例の概要

※幼保連携型認定こども園についてもほぼ同様。
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【提案を受けた検討の結果】
⃝施設・事業に変更が生じた場合における変更の届出事項については、施設・事業ごとにその特性に応じて届出を行うべき事項を定めているため、御提案の条例
等で各自治体が任意で事項を定めることができるようにすることは困難である。また、施設・事業種別にかかわらず届出事項を統一することについては、各届出
事項の必要性について自治体における実態等も踏まえて精査する必要があり、現時点では困難と考える。

⃝一方で、８月４日開催の「地方分権改革有識者会議提案募集検討専門部会」の提案団体提出資料において示された現在の変更届出事項の簡易整理
表について、自治体や事業者の手続に資するよう、関係府省が連携してより正確な一覧表を作成することにまずは取り組みたい。

※なお、現行制度においても、各法令で様式が定められていないものについて、各自治体の実情を踏まえて兼用の様式を作成することは可能である。

【提案の内容】（提案団体：浜松市）
⃝ 認定こども園、保育所、地域型保育事業等において、施設・事業に変更が生じた場合における変更の届出事項について、当該事業の認可等の権限を有す
る者が条例等で定めることができるようにすることを求める。

⃝なお、上記の対応が難しい場合は、保育関係施設に係る各法令において規定されている届出事項を法令改正により統一することを求める。

【現行制度の概要】
⃝ 児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び子ども・子育て支援法に係る施設及び事業の変更届出が
必要な事項については、児童福祉法施行規則、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則及び子ども・子育て支
援法施行規則において規定されている。

保育関係施設・事業の変更届出事項を当該事業の認可等の権限を有する者が条例等で定めることができるようにすること

令和４年の地方からの提案

（提案団体から示された具体的な支障事例）

認定こども園、保育所、地域型保育事業（小規模保育事業・事業所内保育事業等）、特定子ども・子育て支援施設等、認可外保育施設などに関し、施設・事
業に変更が生じた場合に届け出ることとされている事項は、各施設・事業に係る法令においてそれぞれ規定されている。

保育関係施設は１つの施設で複数の事業を行っているケースが多く、施設・事業に変更が生じた場合には、当該施設・事業に係る法令ごとに規定された事項
をそれぞれ届け出る必要があることから、事業者等においては当該施設・事業ごとに法令を確認する必要が生じるなど負担が大きく、加えて、届出漏れや誤
り等が生じており、地方公共団体における事務負担も大きなものとなっている。また、届出事項において、地方自治体が把握する必要性の乏しい事項があり、
事業者及び地方公共団体にとって負担となっている。
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◎現行の制度

国家戦略特区の認定区域計画に定められた事業実施区域においては、事業者の判断に
より小規模保育事業の対象年齢を０～５歳の間で柔軟に定めることが可能。

※堺市、西宮市において当該特例措置を利用して３歳以上児を受け入れている。

小規模保育事業所における国家戦略特区での特例措置の全国展開について

◎第56回 国家戦略特別区域諮問会議（令和4年12月22日） 配布資料

３．国家戦略特区における規制の特例措置の全国展開
②保育（小規模認可保育所における対象年齢の拡大の全国展開）
・原則として０～２歳を対象としている小規模認可保育所における対象年齢を拡大し、
小規模保育事業者が自らの判断で、０歳から５歳までの一貫した保育や、３～５歳
のみの保育等を行うことを可能とする特例措置の全国展開について、活用のニーズ
等を踏まえつつ 2022 年度中に検討し、結論を得る。

保育所
小規模保育事業

Ａ型（分園型） Ｂ型（中間型） Ｃ型（グループ型）

利
用
児
童

０～５歳児
定員：20人以上

０～２歳児
定員：６～19人
※地域の実情を勘案して、
３～５歳児も保育可能

０～２歳児
定員：６～19人
※地域の実情を勘案して、
３～５歳児も保育可能

０～２歳児
定員：６～10人
※地域の実情を勘案して、
３～５歳児も保育可能

職
員

職
員
数

０歳 ３：１
１・２歳 ６：１
３歳 20：１

４・５歳 30：１

保育所の配置基準
＋１名

保育所の配置基準
＋１名

０～２歳 ３：１
（補助者を置く場合

５：２）

資
格

保育士
（＊１）

保育士
（＊１）

職員数の１／２以上が
保育士
※保育士以外には研修の
受講が必要

家庭的保育者
（＊２）

設
備
・
面
積

保
育
室
等

０歳・１歳
乳児室 1.65㎡／人
ほふく室 3.3㎡／人

２歳以上
保育室 1.98㎡／人

０歳・１歳 3.3㎡／人

２歳以上 1.98㎡／人

０歳・１歳 3.3㎡／人

２歳以上 1.98㎡／人

０歳～５歳児
3.3㎡／人

そ
の
他
の

基
準
（
＊
３
）

・連携施設は不要
・給食は自園調理

（＊４）

・園庭が必要 （＊６）

・連携施設が必要
・給食は自園調理

（＊５）

・園庭が必要 （＊６）

・連携施設が必要
・給食は自園調理

（＊５）

・園庭が必要 （＊６）

・連携施設が必要
・給食は自園調理

（＊５）

・園庭が必要 （＊６）

＊１ 職員数の１／３までは、幼稚園教諭等の配置を可能とする特例あり
＊２ 市町村長が行う研修を修了した、保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者
＊３ 給食、連携施設の確保に関しては、猶予を認める経過措置あり（～平成31年度末）
＊４ 構造改革特別区域の認定を受けることで、外部の調理施設（学校の給食センター等）から搬入することが可能
＊５ 連携施設や同一法人が設置する保育所等から搬入することが可能
＊６ 近隣の公園などを代替地として活用可能

保育所・小規模保育事業の認可基準について
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低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
：
都
道
府
県
、
市
（
特
別
区
を
含
む
）

及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

そ
の
他
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
：
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）

①
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
等
（
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
）

②
①
以
外
の
令
和
４
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
子
育
て
世
帯

（
そ
の
他
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
）

※
②
の
対
象
と
な
る
児
童
の
範
囲
は
①
と
同
じ

（
1
8
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
障
害
児
の
場
合
は
2
0
歳
未
満
）
）

児
童
一
人
当
た
り
一
律
５
万
円

全
額
国
庫
負
担
（
１
０
／
１
０
）

※
実
施
に
係
る
事
務
費
に
つ
い
て
も
全
額
国
庫
負
担

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

◎
新
型
コロ
ナ
ウイ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
し、
その
実
情
を
踏
ま
え
た
生
活
の
支
援

を
行
う観
点
か
ら、
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。

（
１
）
支
給
対
象
者

（
２
）
給
付
額

（
６
）
申
請
期
限

（
４
）
費
用

（
３
）
実
施
主
体

（
５
）
予
算
額

２
，
０
４
３
億
円
（
事
業
費
１
，
８
８
９
億
円
、事
務
費
１
５
４
億
円
）

※
令
和
４
年
度
新
型
コロ
ナ
ウイ
ル
ス
感
染
症
セ
ー
フテ
ィネ
ット
強
化
交
付
金

令
和
５
年
２
月
末
日
（
自
治
体
に
よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
）

※
申
請
が
必
要
な
方

①
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
：
直
近
で
収
入
が
減
少
し
た
世
帯
等

②
そ
の
他
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
：
対
象
児
童
を
養
育
す
る
者
で
、
高
校
生
以
上
の
児
童
の
み
を
養
育
し
て
い
て
、
令
和
４
年
度
住
民
税

（
均
等
割
）
が
非
課
税
の
方
、
も
し
く
は
、
直
近
で
収
入
が
減
少
し
た
世
帯
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認可外保育施設の指導監督基準等に係る主な改正経緯①

平成31年 ３月 ○児童福祉法施行規則の一部を改正する省令 〔平成31年４月１日（一部７月１日）施行〕

令和元年 ５月 ○「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（通知）の一部改正

７月 ○社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会議論の
とりまとめ
「認可外の居宅訪問型保育事業の資格・研修受講等に関する基準の創設等について」

９月 ○児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令 〔令和元年９月27日施行〕
○「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（通知）の一部改正

○『「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に
従事する者に関する研修について』（通知）

※都道府県知事が同等以上のものと認める研修の基準等は、令和3年3月の通知で提示

10月 幼児教育・保育の無償化施行
令和２年 ３月 ○「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（通知）の一部改正

＜主な内容＞
・全ての事業所内保育施設の届出対象化
・利用料変更に係る変更の内容及び理由の掲示を義務づけ

＜主な内容＞
・全ての事業所内保育施設の届出対象化
・認可外の居宅訪問型保育事業等に係る保育従事者の資格・研修要件の設定

＜主な内容＞
・認可外の居宅訪問型保育事業等における研修受講状況の掲示の義務づけ
・幼稚園併設施設の届出対象化

＜主な内容＞
・認可外の居宅訪問型保育事業の集団指導
・市町村権限との関係
・地方自治体からの意見を踏まえた対応 等

認可外保育施設の指導監督基準等に係る主な改正経緯②

令和2年 9月 ○「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（通知）の一部改正について
○「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（通知）の一部改正
について

令和3年 2月 ○社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会議論の
とりまとめ
「ベビーシッターによるわいせつ事案への対応に関する提言」

3月 ○「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（通知）の一部改正について
○「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（通知）の
一部改正について

○「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に
従事する者に関する研修について（通知）

4月 ○児童福祉法施行規則の一部を改正する省令 〔令和３年５月１日施行〕
○「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（通知）の一部改正について
○「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（通知）の
一部改正について

＜主な内容＞
・１日に保育する乳幼児の数が６人以上19人以下の施設における、乳幼児が１人の場合の職員配置の考え方を再整理

＜主な内容＞
・過去に事業停止命令等を受けたか否かについて、届出・変更届出事項や施設における掲示事項、運営状況報告事項へ追加

＜主な内容＞
・証明書交付要領の別表（評価基準）を４類型※ （適用される基準別）に整理

※①１日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設・②5人以下の施設・③ベビーシッター（法人）・④ベビーシッター（個人）

＜主な内容＞
・「都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長（特別区の長を含む。）その他の機関が行う研修」等の基準の提示
※令和元年９月の通知は廃止
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令和4年 6月 ○児童福祉法改正（令和4年9月15日施行）

９月 ○「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（通知）の一部改正について

令和５年 １月頃改正予定（令和５年４月１日施行）
○「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（通知）の一部改正について

○「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（通知）の一部改正について

＜主な内容＞
・認可外保育施設の設置者に対して、改善勧告、事業停止命令、施設閉鎖命令を行うために必要な場合に、他の都道
府県知事に対して、当該勧告又は命令の対象となる設置者に関する情報提供を求めることができることとした
・認可外保育施設に事業の停止又は施設の閉鎖に関する命令をした場合は、その旨を公表できることとした

認可外保育施設の指導監督基準等に係る主な改正経緯③

＜主な内容＞
・６月の児童福祉法改正を踏まえ、自治体間の情報提供に関する留意事項等を追加

＜主な内容＞
・安全計画、業務継続計画、バス送迎の際の児童の所在確認や安全装置の設置に関する規定の基準への追加

＜主な内容＞
・安全計画、バス送迎の際の児童の所在確認に関する評価基準の追加
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認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
質
の
確
保
に
関
す
る
支
援
の
流
れ
（
イ
メ
ー
ジ
）

認
可
外
施
設
・
事
業

認
可
施
設
・
事
業

認
可
保
育
所
、
小
規

模
保
育
事
業
な
ど

指
導
監
督
基
準
を

満
た
す
施
設

指
導

監
督

基
準

設
備

運
営

基
準

認
可
化
移
行

希
望
施
設

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
立
入
調
査
の

実
施
（
年
１
回
）

↓

○
巡
回
支
援
指
導
の
実
施

遵
守
す
べ
き
基
準
に
係
る
指
導
・

助
言

○
調
査
・
助
言
指
導
事
業
の
実
施

基
準
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
助
言

指
導
を
継
続
的
に
実
施

○
改
修
費
等
支
援

設
備
面
で
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い

施
設
に
対
し
て
、
認
可
基
準
を
満
た

す
た
め
の
改
修
費
等
を
支
援

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
立
入
調
査

の
実
施
（
年
１
回
） ↓

○
巡
回
支
援
指
導
の
実
施

遵
守
す
べ
き
基
準
に
係
る
指

導
・
助
言

認
可
化
移
行
計
画
を
作
成
し
、

計
画
期
間
内
に
認
可
へ
移
行
を

図
る
施
設
に
対
す
る
各
種
支
援

○
改
修
費
支
援

○
移
行
移
転
費
支
援

○
運
営
費
支
援

○
調
査
・
助
言
指
導
事
業
の
実
施

認
可
化
移
行
に
必
要
な
保
育

内
容
や
運
営
等
の
助
言
指
導
を

実
施

児
童
福
祉
施
設
設
備
運

営
基
準
に
基
づ
い
た
設
備
、

人
員
配
置
に
よ
る
保
育
の

実
施
。

↓

○
公
定
価
格
に
よ
る
運
営

費
の
支
援

○
施
設
整
備
に
要
す
る

費
用
の
補
助

指
導
監
督
基
準
を

満
た
さ
な
い
施
設
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１
．
施
設
数
・
事
業
所
数

ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル

事
業
所
内
保
育
施
設

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

そ
の
他
の
認
可
外

保
育
施
設

合
計

届
出
施
設
数

1
,1
1
5
か
所

8
,4
2
6
か
所

6
,6
8
7
か
所

事
業
者
：
4
4
3

個
人
：
6
,2
4
4

4
,0
3
5
か
所

2
0
,2
6
3
か
所

（
出
典
：
令
和
２
年
度
認
可
外
保
育
施
設
の
現
況
と
り
ま
と
め
）

２
．
立
入
調
査
の
実
施
状
況

※
認
可
外
保
育
施
設
の
う
ち
届
出
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
、
指
導
監
督
基
準
に
お
い
て
年
１
回
以
上
立
入
調
査
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。

（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
よ
り
年
１
回
以
上
集
団
指
導
を
行
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
）

３
．
指
導
監
督
基
準
の
適
合
状
況

※
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
「
事
業
者
」
は
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
雇
用
等
し
て
事
業
を
実
施
し
て
い
る
も
の
、
「
個
人
」
は
個
人
で
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
事
業

を
実
施
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。

認
可
外
保
育
施
設
の
現
状

ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル

事
業
所
内
保
育
施
設

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

そ
の
他
の
認
可
外

保
育
施
設

合
計

届
出
対
象
施
設
①

1
,1
1
5
か
所

8
,4
2
6
か
所

6
,6
8
7
か
所

4
,0
3
5
か
所

2
0
,2
6
3
か
所

立
入
実
施
施
設
②

5
8
4
か
所

5
,2
1
7
か
所

8
1
1
か
所

事
業
者
：
1
1
3

個
人
：
6
9
8

2
,2
2
5
か
所

8
,8
3
7
か
所

実
施
率
(②
/①
)

5
2
.4
％

6
1
.9
％

1
2
.1
%

5
5
.1
％

4
3
.6
％

ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル

事
業
所
内
保
育
施
設

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

そ
の
他
の
認
可
外

保
育
施
設

合
計

立
入
実
施
施
設
③

5
8
4
か
所

5
,2
1
7
か
所

8
1
1
か
所

2
,2
2
5
か
所

8
,8
3
7
か
所

基
準
適
合
施
設
④

3
2
0
か
所

3
,7
7
8
か
所

5
3
3
か
所

1
,4
3
4
か
所

6
,0
6
5
か
所

基
準
適
合
率
(④
/③
)

5
4
.8
％

7
2
.4
％

6
5
.7
%

6
4
.4
％

6
8
.6
％

（
参
考
）
前
年
度
基
準
適
合
率

4
5
.9
%

6
2
.5
%

ー
5
7
.8
%

5
9
.8
%
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認
可
外
保
育
施
設
の
質
の
向
上
に
関
す
る
議
論
の
ま
と
め
概
要

○
認
可
外
保
育
施
設
が
無
償
化
の
対
象
と
な
る
に
は
、
都
道
府
県
等
に
届
出
を
行
い
、
国
が
定
め
る
認
可
外
保
育
施
設
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
。
た
だ
し
、
経
過

措
置
と
し
て
５
年
間
の
猶
予
期
間
を
設
定
（
こ
の
間
は
届
出
さ
え
な
さ
れ
て
い
れ
ば
無
償
化
の
対
象
と
な
る
)

○
こ
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
改
正
附
則
に
お
い
て
、
無
償
化
施
行
後
２
年
後
を
目
途
に
、
認
可
外
保
育
施
設
の
無
償
化
の
実
施
状
況
を
検
討
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

議
論
の
前
提

検
討
の
方
向
性

上
記
の
前
提
を
踏
ま
え
、
今
後
、
認
可
外
保
育
施
設
の
質
の
向
上
に
向
け
て
、
速
や
か
に
講
ず
る
べ
き
対
応
策
に
つ
い
て
検
討
。

＜
検
討
視
点
＞

①
都
道
府
県
等
に
対
し
て
届
出
さ
れ
た
全
施
設
に
つ
い
て
、
当
該
都
道
府
県
等
に
よ
る
基
準
適
合
判
定
が
可
能
な
状
況
を
実
現
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
必
要
か

②
認
可
外
保
育
施
設
の
質
の
維
持
・
向
上
に
向
け
て
、
指
導
監
督
基
準
の
内
容
、
指
導
監
督
体
制
、
劣
悪
な
施
設
へ
の
対
応
策
、
認
可
外
保
育
施
設
や
都
道
府
県
等
に
対

す
る
必
要
な
支
援
の
あ
り
方
等
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
必
要
か

0

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
関
す
る
協
議
の
場
幹
事
会

都
道
府
県
と
市
町
村
に
関
わ
る
実
務
W
G

令
和
４
年
３
月
１
日

検 討 視 点 ご と の 課 題 と 対 応 策

①
地
方
自
治
体
の
体
制

検
討
視
点
①
の
関
係

②
基
準
適
合
判
定
の
在
り
方

③
指
導
監
督
基
準
適
合
に
向
け
た
支
援

検
討
視
点
②
の
関
係

④
質
の
低
い
施
設
に
対
す
る
措
置

○
限
ら
れ
た
人
員
体
制
の
中
で
業
務
負
担
を
軽
減
す
る
方
策
の
検
討

○
認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
指
導
監
督
に
関
す
る
知
識
等
を
効
率
的

に
習
得
で
き
る
方
策
の
検
討

○
現
行
の
指
導
監
督
指
針
を
踏
ま
え
た
効
果
的
・
効
率
的
な
基
準
適

合
判
定
が
可
能
と
な
る
方
策
の
検
討

○
認
可
移
行
を
希
望
し
な
い
施
設
が
指
導
監
督
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
支
援
の
在
り
方
を
検
討

○
ど
の
よ
う
な
形
で
、
改
善
勧
告
等
の
措
置
に
つ
い
て
、
各
地
方
公
共
団
体
間

で
情
報
共
有
を
図
っ
て
い
く
べ
き
か
検
討

課
題
と
対
応
策 →
巡
回
支
援
指
導
員
に
よ
る
立
入
調
査
等
の
業
務
範
囲
の

明
確
化
と
活
用
事
例
等
の
周
知

→
Q
＆
A
、
分
か
り
や
す
い
資
料
（映
像
資
料
等
）
の
作
成

→
現
行
指
針
の
改
め
て
の
周
知
、
書
面
調
査
用
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

の
ひ
な
形
な
ど
の
作
成
・
周
知

→
一
定
条
件
の
下
（
注
）
、
認
可
移
行
等
を
要
件
と
し
な
い
で
、
時
限

的
に
（
令
和
6
年
度
ま
で
）
、
施
設
の
改
修
・移
転
費
、
保
育
士
の
資
格

取
得
等
に
対
す
る
支
援
を
実
施

（
注
）
都
道
府
県
と
市
町
村
と
が
、
支
援
の
必
要
性
を
認
め
て
支
援

計
画
を
作
成
し
た
施
設
な
ど

→
事
例
集
の
作
成
、
公
表
・共
有
に
係
る
関
係
規
定
の
整
備

＜
主
な
状
況
＞

・
国
の
指
導
監
督
基
準
を
満
た
せ
て
い
な
い
施
設
は
約
４
割
、
認
可
施
設
へ
の
移
行
を
希
望
し
な
い
施
設
は
約
７
割
、
届
出
施
設
数
は
約
1
9
,0
0
0
か
所
、
利
用
児
童
数
は
約
2
4
万
人
。
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認
可
を
目
指
す
認
可
外
保
育
施
設
へ
の
支
援

＜
目

的
＞

認
可

外
保

育
施

設
の

認
可

化
移

行
を

支
援

し
、

待
機

児
童

の
解

消
を

図
る

と
と

も
に

、
子

ど
も

を
安

心
し

て
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

整
備

を
行

う
。

＜
実
施
要
件
等
＞

・
認

可
化

移
行

計
画

（
*
1
）

を
策

定
し

、
計

画
期

間
内

（
*
2
）

に
移

行
を

図
る

こ
と

。

・
施

設
設

備
は

、
計

画
期

間
内

に
認

可
基

準
を

満
た

す
こ

と
。

・
職

員
配

置
に

つ
い

て
は

、
認

可
基

準
の

１
／

４
以

上
は

有
資

格
者

と
し

、
比

率
（

１
／

４
、

1
／

3
、

6
割

、
９

割
）

に
応

じ
て

補
助

単
価

を
設

定
。

*
1
 施

設
設

備
面

で
の

課
題

解
決

（
「

認
可

化
移

行
可

能
性

調
査

」
の

実
施

等
）

や
、

保
育

士
人

材
確

保
（

保
育

士
資

格
の

取
得

支
援

等
）

等
を

踏
ま

え
策

定
*
2
 地

方
単

独
保

育
施

設
以

外
の

施
設

は
５

年
間

が
上

限

・
認

可
基

準
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
改

修
費

等
の

補
助

を
行

う
。

（
間

仕
切

り
、

調
理

室
や

ト
イ

レ
の

設
備

の
改

修
費

、
賃

借
料

等
）

【
補

助
率

】
国

１
／

２
（

市
町

村
１

／
４

、
設

置
主

体
１

／
４

）
(*

)
*
新

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

実
施

計
画

の
採

択
を

受
け

て
い

る
等

一
定

の
条

件
を

満
た

す
市

町
村

に
つ

い
て

は
、

国
２

／
３

（
市

町
村

１
／

1
2
、

設
置

主
体

１
／

４
）

な
る

【
補

助
基

準
額

】
１

施
設

当
た

り
３

，
２

０
０

万
円

（
待

機
児

童
対

策
地

域
協

議
会

に
参

加
す

る
等

一
定

の
要

件
を

満
た

す
自

治
体

１
施

設
当

た
り

３
，

５
０

０
万

円
）

①
認

可
化

移
行

調
査

・
助

言
指

導
事

業
【

補
助

率
】

国
１

／
２

・
認

可
保

育
園

等
に

移
行

す
る

た
め

に
障

害
と

な
っ

て
い

る
事

由
を

診
断

し
、

移
行

す
る

た
め

の
計

画
書

の
作

成
に

要
す

る
費

用
を

補
助

す
る

。
【

補
助

基
準

額
】

１
施

設
当

た
り

５
８

.７
万

円
・

認
可

保
育

園
等

へ
の

移
行

に
必

要
な

保
育

内
容

や
施

設
運

営
等

に
つ

い
て

助
言

・
指

導
す

る
た

め
の

費
用

を
補

助
す

る
。

【
補

助
基

準
額

】
１

施
設

当
た

り
５

２
.４

万
円

・
指

導
監

督
基

準
を

満
た

さ
な

い
認

可
外

保
育

施
設

が
指

導
監

督
基

準
を
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【業務内容】
保育所等の質の確保・向上のため、施設を巡回し、以下の内容に関する助言・指導を実施
① 保育中において死亡事故等の重大事故が発生しやすい場面（睡眠中、食事中、水遊び中等）
② 保育所等が満たすべき基準の遵守状況
③ 保育所等の事故防止の取組、事故発生時の対応

【要件】
次の要件をいずれも満たしている者として、都道府県等が適当と認める者
・ 上記【業務内容】に掲げる業務に関して、専門的な知見を有する者
・ 巡回指導の趣旨を理解し、保育所等に対する巡回支援指導を適切に実施できる者

※ 指導員の具体例：保育所の園長や保育士経験者

【配置主体】
・ 認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業（ベビーシッター）：都道府県、指定都市、中核市
・ 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業：市区町村
※ 巡回支援指導員の配置について、保育に関する知見等を有する団体等への委託も可。
（委託先の具体例：指定保育士養成施設、社会福祉協議会、地域のNPO法人、子育て支援団体 など）

【補助率・補助単価】
補助率：国 1/2 、都道府県又は市区町村 1/2 補助単価：巡回支援指導員１人あたり 4,062千円

【配置状況(R３補助金交付決定)】
84自治体 327名 ※ この他、国の補助事業によらず各自治体独自で実施している事例もあり。

認可外保育施設

認可保育所等

巡回支援指導員

巡回支援指導員について

都道府県
市区町村

公募等により採用・配置
(知見のある団体への委託可)

＜配置イメージ＞

各施設を巡回し助言・指導

巡回に当たっては、国の定める事故防止ガ
イドラインなどを踏まえ、重大事故防止に
資する助言・指導を行う。

保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

【実施主体】 都道府県、市区町村
【補助基準額】 ①研修事業：１回当たり 354千円 ②巡回支援指導事業：指導員１人当たり 4,062千円
【補助割合】 国：1/2、都道府県・市区町村：1/2

【研修対象者】
保育所等に勤務する保育士等や保育士
以外の職員、巡回支援指導員 等

【研修内容】

・保育所等が遵守・留意すべき内容

・保育中の事故防止、事故発生時の対応

・園外活動等における安全対策 等

質の確保・向上のための研修事業 質の確保・向上のための巡回支援指導事業

【主な指導内容】

・ 重大事故が発生しやすい場面、事故防止の取組、事故発生時の対応に関する助言・指導

・ 保育所等が遵守・留意すべき内容や利用料の便乗値上げの注意喚起

・ 指導監査・立入調査の実施やその準備などの実施補助や、監査後のアフターフォロー

・ 園外活動等における安全対策の実地指導

認可外保育施設

認可外の居宅
訪問型保育事業

（ベビーシッター）

認可保育所等

巡回支援指導員

【事 業 内 容 】
保育所や認可外保育施設等の質の確保及び向上を目的として、保育所等が遵守・留意すべき内容や死亡事故等の重大 事故の防止に関する指導・

助言を行う「巡回支援指導員」の配置に要する費用や、保育所職員や巡回支援指導員等に対して、遵守・留意すべき内容や重大事故防止に関して必
要な知識、技能の修得、資質の確保のための研修の実施に要する費用の一部を補助する。

○ 保育所等が質の確保に資する各基準を遵守・留意するとともに、保育中の死亡事故等の重大事故を防止するため、保育所等が遵守・留意すべき各基
準、事故防止、事故発生時の対応や園外活動等における安全対策等に必要な知識・技術の修得、資質の確保に必要な研修の実施及び各基準の遵守状
況 、睡眠中、食事中、水遊び中等の重大事故が発生しやすい場面や園外活動等における安全対策等に関する巡回支援指導を行うことにより、安心か
つ安全な保育を行うことを目的とする。

＜保育対策総合支援事業費補助金＞

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

令和５年度当初予算（案） 457億円の内数（453億円）※（）内は前年度当初予算額
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認 可 外 保 育 施 設 改 修 費 等 支 援 事 業

○ 認可外保育施設の質の確保・向上を図るため、認可外保育施設の指導監督基準を満していない施設に対して、保育所等の設備に関する基準を満たす

ための改修及び移転等に要する経費を補助することにより、保育所等へ移行するための支援につなげ、子どもを安心して育てることができる体制整

備を行う。

【実施主体】 都道府県、市町村 【補助割合】 国：１／２、都道府県、市町村：１／４、事業者：１／４

【補助基準額】《要件１》改修費等 １か所当たり 32,448千円、移転費等 １か所当たり 5,070千円
《要件２》改修費等 １か所当たり 16,224千円、移転費 １か所当たり 1,217千円

【事 業 内 容 】
○認可外保育施設に対して、認可保育所等の設備の基準を満たすために必要な改修費や移転費等の費用を補助する。
○対象事業者は、以下のいずれかの要件を満たすものとする。

＜要件１＞

１．職員配置は指導監督基準を満たしていること（有資格者の配置１／３以上）。

２．設備基準については、改修費等の支援を受けることにより認可基準を満たすこと。

３．「認可化移行計画」を策定し、

① 無償化猶予期間である2024年度までの間に指導監督基準（※）適合化を図ること、
（※） 職員配置、設備基準だけではなく、職員の健康診断の実施、消防計画の策定・訓練の実施など、他の要件も満たすこと。

② 当該事業による補助を受けた後、2025年度までの間に認可化移行運営費支援事業による補助を開始し、補助を受けた時点から５年以内に認可施設・事業への

移行を図ることにより、段階的に認可施設・事業への移行を目指す。

＜要件２＞ ※ 本要件を適用する場合は、指導監督基準を満たすための改修が対象となる。
都道府県と市区町村との連名により、以下（１）～（３）の内容を盛り込んだ「認可外保育施設指導監督基準適合化支援計画」を作成した施設であること。

（１）市区町村が把握する住民の保育等ニーズに照らし、待機児童の状況や保育時間等の地域に特徴的な保育等ニーズを満たすため、認可施設や事業の整備を進めて

いるが、なお時間を要する場合に、それまでの間、域内の認可施設等ではまかなうことができない保育等ニーズの受け皿となることが想定される施設であると

認める施設である旨

（２）都道府県・市区町村における、指導監督基準を満たすための人的・技術的な支援や国庫補助の活用、計画期間内における市区町村との指導監督の連携について

（３）事業実施期間

※ 本要件による補助は、幼児教育・保育の無償化経過措置が終了する令和６年９月末までに、認可外保育施設指導監督基準への適合を目指す支援計画の対象
施設を支援対象とする時限的なものであることに留意（令和６年度予算まで）。

＜保育対策総合支援事業費補助金＞

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

令和５年度当初予算（案） 457億円の内数（453億円）※（）内は前年度当初予算額

保 育 士 資 格 取 得 支 援 事 業

○ 幼保連携型認定こども園に配置することとなっている幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する保育教諭の確保を図るとともに、
幼稚園教諭免許状を有する者及び保育所等に勤務している保育士資格を有していない者の保育士資格取得を支援することにより保育教諭及び保育士
の増加を図り、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行う。

【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市 【補助割合】 国：1/2 都道府県・指定都市・中核市：1/2

１．養成校卒業等による資格取得の支援【養成校ルート】
【対 象 者】常勤職員及び非常勤職員 【支給方法】 資格取得後に一括して支給
【補助基準額】受講料の1/2（上限300千円）、代替職員経費：１人１日当たり 7.4千円

１．養成校卒業等による資格取得の支援【養成校ルート】
【事業内容】

①保育所等保育士資格取得支援事業
・保育所等に勤務する保育従事者が通信制等の養成校を卒業することにより、資格を取得した場合、受講料等の一部を補助する。

②保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業、幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業
・幼稚園教諭が養成校での科目履修により資格を取得した場合、受講料等の一部を補助する。

③認可外保育施設保育士資格取得支援事業
・認可外保育施設で勤務する保育従事者が通信制等の養成校を卒業することにより、資格を取得した場合、受講料等の一部を補助する

２．保育士試験合格による資格取得の支援【試験ルート】
【事業内容】

○保育士試験による資格取得支援事業（受験対策学習費用補助事業）
・保育士試験の合格を目指す者に対し、保育士試験のための学習に要した費用の一部を補助することにより、保育士の増加を図る。

≪特例≫
認可外保育施設指導監督基準への適合を促進するため、「認可外保育施設保育士資格取得支援事業」及び「受験対策学習費用補助事業」について、それぞれ以下の要件を満たした施設に勤務する者、

保育士試験合格後に以下の要件を満たした施設で保育士として勤務することが決定した者についても支援対象とする。（本要件による補助の場合は「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」
の交付を受けている施設であることを要件としない。）

➢要件： 都道府県と市区町村との連名により、以下（１）～（３）の内容を盛り込んだ「認可外保育施設指導監督基準適合化支援計画」を作成した施設であること。
（１）市区町村が把握する住民の保育等ニーズに照らし、待機児童の状況や保育時間等の地域に特徴的な保育等ニーズを満たすため、認可施設や事業の整備を進めているが、なお時間を要する場

合に、それまでの間、域内の認可施設等ではまかなうことができない保育等ニーズの受け皿となることが想定される施設であると認める施設である旨
（２）都道府県・市区町村における、指導監督基準を満たすための人的・技術的な支援や国庫補助の活用、計画期間内における市区町村との指導監督の連携について
（３）事業実施期間

※ 本要件による補助は、幼児教育・保育の無償化経過措置が終了する令和６年９月末までに、認可外保育施設指導監督基準への適合を目指す支援計画の対象施設を支援対象とする時限的な
ものであることに留意（令和６年度予算まで）。

２．保育士試験合格による資格取得の支援【試験ルート】
【支給対象期間】 保育士試験（筆記試験）から起算して２年前までに要した費用
【補助基準額】 保育士試験受験のための学習に要した経費（教材費等）の1/2

（上限150千円）

＜保育対策総合支援事業費補助金＞

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

令和５年度当初予算（案） 457億円の内数（453億円）※（）内は前年度当初予算額
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○ ベビーシッターに対する研修等に関する実績及び全国的に研修等を提供できる体制を有する民間事業者において行う、以
下の取組を総合的に支援する。

① 指導監督基準を満たすための研修の平日夜や土日の実施のほか、更なる研修受講推進のための円滑な研修実施に向けた
取組（例として、「認定ベビーシッター」資格取得に関する科目履修の利便性向上に向けた保育士養成施設との調整等を
想定）

② 既に指導監督基準を満たすベビーシッターに対する、その質の維持・向上を図るためのフォローアップ研修等の実施の
ほか、質の高いベビーシッターの養成を推進するための取組の実施（例として、保育士養成施設に通う学生の「認定ベ
ビーシッター」資格取得に関する科目履修の利用者負担に配慮した利用の促進等を想定）

２ 事業の概要・スキーム

ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業

１ 事業の目的

○ ベビーシッターが認可外保育施設指導監督基準の有資格者要件を満たすための研修機会や有資格者要件を満たしたベビーシッター向け
の更なる研鑽のための研修機会を増加させることにより、ベビーシッターの更なる質の向上を図る。

３ 実施主体等

【実施主体】民間事業者（公募により決定）

【補 助 率】定額

令和５年度予算案 0.3億円＜うち推進枠０．３億円＞
＜こども家庭推進事業費補助金＞

現在の厚生労働省の研修事業

質
の
向
上

基
準
適
合

都道府県等が実施 民間団体が実施

○子育て支援員研修事業
（地域保育コース）

○職員の資質向上・人材確保
等研修事業
（多様な保育研修事業）

○職員の資質向上・人材確保
等研修事業
（保育の質の向上のための
研修事業）

＜概要＞
家庭訪問保育の従事者に対する研修等に関する実績及び全国的に研修等を提供で
きる体制を有する民間事業者において、
① 指導監督基準を満たすための研修の平日夜や土日の実施のほか、更なる研修
受講推進のための円滑な研修実施に向けた取組（例として、「認定ベビーシッ
ター」資格取得に関する科目履修の利便性向上に向けた保育士養成施設との調
整等を想定）
② 既に指導監督基準を満たすベビーシッターに対する、その質の維持・向上を
図るためのフォローアップ研修等の実施のほか、質の高いベビーシッターの養
成を推進するための取組の実施（例として、保育士養成施設に通う学生の「認
定ベビーシッター」資格取得に関する科目履修の利用者負担に配慮した利用の
促進等を想定）

といった取組を総合的に実施することを支援することにより、ベビーシッターの
更なる質の向上を図る。

＜補助内容＞
・定額補助（公募を行い、申請者のうち１社に対して補助）
・対象経費は、「事業の実施に必要な費用」。研修受講費用などのベビーシッター
の負担はないように事業設計することを補助要件とする。ICT機器などの購入も可。

＜民間事業者を活用する理由と効果＞
○ 自治体においてベビーシッターの資格要件を満たすための研修事業は既に行われ
ているものの、特にベビーシッターの数が少ない地方部においては、一つの都道府
県だけでは十分な受講者数が確保できない等の理由から、研修の回数が少ない傾向
がある。そのため、主にこうした地方部に居住するベビーシッターを対象に、民間
事業者を活用し、各地域ブロック等の単位やオンラインで研修機会を提供すること
により、全国どこに居住していても一定の研修機会を得ることができる。
○ また、一部の民間事業者においては、現行においても、指定保育士養成施設との
連携による取組等を進めているところもあり、当該資格取得のための科目履修や登
録の仕組みを設けているものもある。このような既存の民間事業者のノウハウやそ
の知見の蓄積を活用することにより、更なる質の向上に向けた取組の検討が容易に
なると考えられる。

事業イメージ

＜新規要求＞
ベビーシッターの
研修機会の確保及び
資質向上事業

①ベビーシッター研
修推進事業

②ベビーシッター資
質向上事業

ベビーシッターの更なる質の向上のための研修のイメージ
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子
ど
も
・
子
育
て
支
援
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム

○
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の
実
施
に
あ
た
り
、
償
還
払
い
の
給
付
事
務
に
必
要
と
な
る
認
可
外
保
育
施
設
の
情
報
に
つ
い
て
、
自
治
体

の
圏
域
を
超
え
て
確
認
可
能
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
適
正
か
つ
円
滑
な
事
務
の
実
施
を
図
る
。
ま
た
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
、

保
護
者
の
方
が
、
指
導
監
督
基
準
の
適
合
状
況
な
ど
、
施
設
選
択
に
資
す
る
情
報
を
閲
覧
可
能
と
す
る
。

○
令
和
元
年
度
（
2
0
1
9
年
度
）
に
シ
ス
テ
ム
構
築
し
、
自
治
体
や
事
業
者
に
お
い
て
入
力
作
業
を
行
い
、
令
和
2
年
9
月
3
0
日
に
公
開
を

行
っ
た
。

シ
ス
テ
ム
構
築
・
運
用

の
補
助

○
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
運
用

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
Ｗ
Ａ
Ｍ
）

※
公
募
に
よ
り
決
定

施
設
基
本
情
報
や
基
準
適
合
状
況
、

監
査
実
績
な
ど
施
設
選
択
に
必
要

な
情
報
の
入
手

【
登
録
す
る
情
報
】

・
施
設
基
本
情
報
（
施
設
名
、
所
在
地
な
ど
）

・
指
導
監
督
基
準
適
合
証
明
書
交
付
の
有
無

・
施
設
設
備
情
報
（
構
造
、
面
積
な
ど
）

・
利
用
定
員
、
利
用
児
童
数

・
サ
ー
ビ
ス
内
容
(開
所
時
間
、
サ
ー
ビ
ス
種
別
な
ど
)

・
前
年
度
監
査
実
績
（
基
準
適
合
の
有
無
な
ど
）

・
そ
の
他
（
保
険
の
種
類
な
ど
）

無
償
化
の
給
付

【
業
務
フ
ロ
ー
】

認
可
外
保
育
施
設

国

施
設
情
報
の

登
録
(随
時
)

都
道
府
県
等

市
区
町
村

保
護
者

施
設
利
用

設
置
届
、
運
営
状
況

報
告
の
提
出

給
付
に
必
要
な
情
報
の
入
手
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子
ど
も
の
預
か
り
サ
ー
ビ
ス
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
議
論
の
と
り
ま
と
め
【
概
要
版
】

１
．
経
緯
：
マッ
チ
ン
グ
サ
イト
を介
した
ベ
ビー
シ
ッタ
ー
に
よる
わ
い
せ
つ
事
案
が
令
和
２
年
４
月
と同
年
６
月
に
発
生
。

また
、当
該
マッ
チ
ング
サ
イト
に
お
い
て
、ベ
ビー
シ
ッタ
ー
の
届
出
を確
認
しな
い
まま
に
マ
ッチ
ング
を行
って
い
た
との
報
告
が
令
和
２
年
12
月
に
あ
った
。

２
．
基
本
的
な
考
え
方

（
１
）
わ
い
せ
つ
事
案
等
へ
の
対
応
：
未
然
防
止
、事
案
対
応
、再
発
防
止
の
視
点

（
２
）
マ
ッチ
ン
グ
サ
イト
運
営
者
も
、プ
ラッ
トフ
ォー
マー
で
あ
る
も
の
の
、一
定
の
責
任
を
負
うべ
き
との
考
え
方
で
検
討

３
．
具
体
的
な
対
応
案

（
１
）
未
然
防
止

①
保
護
者
に
よる
情
報
収
集
や
事
前
面
接
実
施
な
ど、
利
用
す
る
とき
の
留
意
点
の
更
な
る
周
知

②
事
業
者
の
自
主
的
な
取
組
の
推
進
（
採
用
の
際
の
宣
誓
書
な
ど）

③
マ
ッチ
ン
グ
サ
イ
トガ
イ
ドラ
イ
ン
の
見
直
し

・登
録
時
の
面
談
、届
出
等
の
事
前
チ
ェッ
ク
、保
護
者
へ
の
正
確
な
情
報
提
供

を
追
加

・適
合
状
況
は
厚
労
省
HP
で
公
表
して
い
る
が
、表
示
を分
か
りや
す
く改
善
。届
出
の
事
前
確
認
な
どの
重
要
項
目
が
不
適
合
の
場
合
は
、厚
労
省
HP
か
ら一
定
期
間
抹
消

・国
等
の
補
助
事
業
の
対
象
に
つ
い
て
は
事
業
の
適
正
な
執
行
の
観
点
か
らマ
ッチ
ン
グ
サ
イ
トに
改
善
を
求
め
る
べ
き

・厚
生
労
働
省
は
、こ
の
対
応
状
況
等
も
踏
ま
え
、か
つ
、オ
ン
ラ
イ
ン
プ
ラ
ット
フォ
ー
ム
に
関
す
る
法
規
制
を
巡
る
議
論
等
を
注
視
しな
が
ら、

更
な
る
対
応
も
含
め
、必
要
な
検
討
を
進
め
る
べ
き

（
２
）
事
案
対
応
：
わ
い
せ
つ
事
案
等
を
起
こし
た
ベ
ビー
シ
ッタ
ー
に
対
して
も
事
業
停
止
命
令
等
を
発
令
す
る
こと
を
通
知
に
明
記

①
事
業
停
止
命
令
等
の
期
間

・現
在
の
保
育
士
の
欠
格
事
由
を踏
ま
え
、刑
の
執
行
を
終
わ
り、
又
は
執
行
を
受
け
る
こと
が
な
くな
った
日
か
ら起
算
して
２
年
と示
す

②
事
業
停
止
命
令
等
の
地
理
的
効
力
等

・事
業
停
止
命
令
等
を受
け
た
ベ
ビー
シ
ッタ
ー
が
転
居
した
場
合
も
、転
居
先
自
治
体
が
、当
該
ベ
ビー
シ
ッタ
ー
に
対
し事
業
停
止
命
令
等
を
発
令
す
る
こと
を検
討
す
る
運
用

・ベ
ビー
シ
ッタ
ー
の
届
出
事
項
に
過
去
の
事
業
停
止
命
令
等
の
有
無
を
追
加
（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
改
正
）

（
３
）
再
発
防
止

①
事
業
停
止
命
令
等
に
関
す
る
情
報
の
自
治
体
間
で
の
共
有
：
事
案
概
要
等
の
機
微
な
情
報
も
含
め
共
有

②
事
業
停
止
命
令
等
に
関
す
る
情
報
の
一
般
へ
の
公
開
：
ベ
ビー
シ
ッタ
ー
の
社
会
復
帰
へ
の
影
響
と、
子
ども
の
最
善
の
利
益
・利
用
者
の
選
択
を
考
慮
し、
氏
名
、

自
治
体
、処
分
の
種
類
、処
分
の
日
時
の
み
公
開

４
．
中
長
期
的
な
検
討
課
題

自
らの
犯
罪
歴
を証
明
す
る
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
は
、制
度
の
対
象
とな
りう
る
職
種
が
広
範
に
わ
た
り、
また
、受
刑
者
の
社
会
復
帰
との
関
係
、犯
歴
情
報
の
管
理
・証
明
実

務
等
刑
事
司
法
分
野
に
お
け
る
議
論
が
必
要
不
可
欠

R
3
.2
.1
9
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令
和
５
年
度
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
充
実
」
（
概
要
）

（
単
位
：
億
円
）

事
項

事
業

内
容

令
和
５
年
度

予
算
案

(
参
考
)

令
和
４
年
度

予
算
額

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
着
実
な
実
施
・
社
会
的
養
育
の
充
実
（
注
３
）

前
年
同
額

7
,
0
0
0
1
7

育
児
休
業
中
の
経
済
的
支
援
の
強
化

医 療 ・ 介 護

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
体
制
改
革

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
、
在
宅
医
療
の
推
進
等

・
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
医
療
分
）

・
診
療
報
酬
改
定
に
お
け
る
消
費
税
増
収
分
等
の
活
用
分

う
ち
令
和
４
年
度
に
お
け
る
看
護
職
員
の
処
遇
改
善

う
ち
不
妊
治
療
の
保
険
適
用
（
本
体
分
・
薬
価
分
）

・
医
療
情
報
化
支
援
基
金

前
年
同
額

1
,1
4
8

3
4
6

1
8
9

2
8
9

1
,
0
2
9

9
3
1

1
4
4

1
7
3

7
3
5

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

・
平
成
27
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
お
け
る
消
費
税
増
収
分
等
の
活
用
分
（
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
等
）

・
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
、
認
知
症
施
策
の
推
進
な
ど
地
域
支
援
事
業
の
充
実

・
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
分
）

・
令
和
４
年
度
に
お
け
る
介
護
職
員
の
処
遇
改
善

前
年
同
額

7
3
4

7
5
2

1
,
1
9
6

5
3
4

8
2
4

3
1
3

医
療
・
介
護
保
険

制
度
の
改
革

国
民
健
康
保
険
等
の
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
措
置
の
拡
充
・
子
ど
も
に
係
る
国
民
健
康
保
険
料
等
の
均
等

割
額
の
減
額
措
置

前
年
同
額

6
9
3

7
0
0

2
4
8

1
,
5
7
2

2
0
0

被
用
者
保
険
の
拠
出
金
に
対
す
る
支
援

7
0
歳
未
満
の
高
額
療
養
費
制
度
の
改
正

介
護
保
険
の
第
１
号
保
険
料
の
低
所
得
者
軽
減
強
化

介
護
保
険
保
険
者
努
力
支
援
交
付
金

国
民
健
康
保
険
へ
の
財
政
支
援
の
拡
充

（
低
所
得
者
数
に
応
じ
た
財
政
支
援
、
保
険
者
努
力
支
援
制
度
等
（
注
４
）
）

3
,7
3
6

3
,
9
3
6

出
産
育
児
一
時
金
支
援

7
6

－

国
民
健
康
保
険
の
産
前
産
後
保
険
料
の
免
除

4
－

難
病
・
小
児
慢
性

特
定
疾
病
へ
の
対
応

難
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
係
る
公
平
か
つ
安
定
的
な
制
度
の
運
用
等

前
年
同
額

2
,
0
8
9

年
金

年
金
受
給
資
格
期
間
の
2
5
年
か
ら
1
0
年
へ
の
短
縮

前
年
同
額

5
,
8
6
4

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

遺
族
基
礎
年
金
の
父
子
家
庭
へ
の
対
象
拡
大

9
1

8
8

合
計

2
7
,9
7
2

2
7
,
9
6
8

（
注
１
）
金
額
は
公
費
（
国
及
び
地
方
の
合
計
額
）
。
計
数
は
、
四
捨
五
入
の
関
係
に
よ
り
、
端
数
に
お
い
て
合
計
と
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
注
２
）
消
費
税
増
収
分
（
2
.4
兆
円
）
と
社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
等
に
基
づ
く
重
点
化
・
効
率
化
に
よ
る
財
政
効
果
（
▲
0
.4
兆
円
）
を
活
用
し
、
上
記
の
社
会
保
障
の
充
実
（
2
.8
兆
円
）
の
財
源
を
確
保
。

（
注
３
）
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
着
実
な
充
実
・
社
会
的
養
育
の
充
実
」
の
国
費
分
に
つ
い
て
は
全
額
こ
ど
も
家
庭
庁
に
計
上
。

（
注
４
）
平
成
2
9
年
度
に
特
例
的
に
積
み
立
て
た
財
政
安
定
化
基
金
の
一
部
を
保
険
者
努
力
支
援
制
度
の
財
源
と
し
て
活
用
。
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○
基
礎
年
金
国
庫
負
担
割
合
２
分
の
１

（
平
成
2
4
・
2
5
年
度
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
割
合
２
分
の
１
の
差
額
に
係
る
費
用
を
含
む
）

○
社
会
保
障
の
充
実

・
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化

・
高
等
教
育
の
無
償
化

・
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
着
実
な
実
施

・
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
改
革

・
医
療
・
介
護
保
険
制
度
の
改
革

・
難
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
へ
の
対
応

・
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

等

○
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
社
会
保
障
４
経
費
の
増

・
診
療
報
酬
、
介
護
報
酬
、
年
金
、
子
育
て
支
援
等
に
つ
い
て
の
物
価
上
昇
に
伴
う
増

○
後
代
へ
の
負
担
の
つ
け
回
し
の
軽
減

・
高
齢
化
等
に
伴
う
自
然
増
を
含
む
安
定
財
源
が
確
保
で
き
て
い
な
い
既
存
の
社
会
保
障
費

〈
令
和
５
年
度
消
費
税
増
収
分
の
内
訳
〉
（
公
費
ベ
ー
ス
）

3
.
5
兆
円

4
.
0
3
兆
円

0
.
6
3
兆
円

《
増
収
額
計
：
1
5
.6
兆
円
》

7
.
0
兆
円

令
和
５
年
度
の
消
費
税
増
収
分
の
使
途
に
つ
い
て

（
注
１
）
増
収
額
は
、
軽
減
税
率
制
度
に
よ
る
減
収
影
響
を
除
い
て
い
る
。

（
注
２
）
使
途
に
関
し
て
は
、
総
合
合
算
制
度
の
見
送
り
に
よ
る

4,
00

0億
円
を
軽
減
税
率
制
度
の
財
源
と
し
て
い
る
。
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量
的
拡
充

質
の
向
上

所
要
額

４
，
２
５
８
億
円

２
，
７
４
２
億
円

主
な
内
容

○
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
保
育
園
、

地
域
型
保
育
の
量
的
拡
充

（
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
の
推
進
等
）

○
３
歳
児
の
職
員
配
置
を
改
善
（
２
０
：
１
→
１
５
：
１
）

○
私
立
幼
稚
園
・
保
育
園
等
・
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
給
与

の
改
善
（
３
％
）

○
保
育
標
準
時
間
認
定
に
対
応
し
た
職
員
配
置
の
改
善

○
研
修
機
会
の
充
実

○
小
規
模
保
育
の
体
制
強
化

○
減
価
償
却
費
、
賃
借
料
等
へ
の
対
応

な
ど

○
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量
的
拡
充

（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
、
一
時
預
か
り
、

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
）

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
充
実

○
病
児
・
病
後
児
保
育
の
充
実

○
利
用
者
支
援
事
業
の
推
進

な
ど

○
社
会
的
養
育
の
量
的
拡
充

○
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
配
置
を
改
善
（
５
．
５
：
１
→
４
：
１
等
）

○
児
童
養
護
施
設
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
の
推
進

○
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
配
置
基
準
の
強
化
を
含
む
高
機
能
化
の
推
進

○
民
間
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
給
与
の
改
善
（
３
％
）

な
ど

量
的
拡
充
・
質
の
向
上
合
計

７
，
０
０
０
億
円

○
「
０
．
７
兆
円
の
範
囲
で
実
施
す
る
事
項
」
と
し
て
整
理
さ
れ
た
「
質
の
向
上
」
の
事
項
に
つ
い
て
は
、

令
和
５
年
度
予
算
に
お
い
て
も
引
き
続
き
全
て
実
施
。

令
和
５
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
「
量
的
拡
充
」
と
「
質
の
向
上
」
項
目

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
「
量
的
拡
充
」
と
「
質
の
向
上
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
「
１
兆
円
超
」
の
財
源
が
必
要
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

政
府
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
、
そ
の
確
保
に
最
大
限
努
力
す
る
。
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社
会
保
障
の
充
実
と
財
政
健
全
化
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
つ
つ
、
安
定
財
源
と
し
て
、
20
1
9
年
1
0
月
に
予
定
さ
れ
る
消
費
税
率
1
0
％
へ
の
引
上
げ
に
よ
る
財
源
を
活
用
す
る
。
消
費
税
率
の

２
％
の
引
上
げ
に
よ
り
５
兆
円
強
の
税
収
と
な
る
が
、
こ
の
増
収
分
を
教
育
負
担
の
軽
減
・
子
育
て
層
支
援
・
介
護
人
材
の
確
保
等
と
、
財
政
再
建
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
概
ね
半
分
ず
つ
充
当
す
る
。

前
者
に
つ
い
て
、
新
た
に
生
ま
れ
る
1
.7
兆
円
程
度
を
、
本
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
幼
児
教
育
の
無
償
化
、
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
の
前
倒
し
に
よ
る
待
機
児
童
の
解
消
、
保
育
士
の
処
遇
改

善
、
高
等
教
育
の
無
償
化
、
介
護
人
材
の
処
遇
改
善
に
充
て
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
20
1
9
年
1
0
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
率
1
0
％
へ
の
引
上
げ
を
前
提
と
し
て
、
実
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

新
しい
経
済
政
策
パ
ッケ
ー
ジ
に
つ
い
て
（
平
成
29
年
12
月
８
日
閣
議
決
定
）
（
抜
粋
）

令
和
５
年
度
に
お
け
る
「
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
（
概
要
）

事
項

事
業
内
容

令
和
５
年
度

予
算
案

(
参
考
)

令
和
４
年
度

予
算
額

待
機
児
童
の
解
消

•「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
を
前
倒
し
し
、

20
20
年
度
末
ま
で
に

32
万
人
分
の
受
け
皿
を
整
備
。

• 
保
育
士
の
確
保
や
他
産
業
と
の
賃
金
格
差
を
踏
ま
え
た
処
遇
改
善
に
更
に
取
り
組
む
（

20
19
年

４
月
か
ら
更
に
１
％
（
月

3,
00

0円
相
当
）
の
賃
金
引
上
げ
）
。
（
注
３
）

前
年
同
額

7
2
2

幼
児
教
育
・
保
育
の

無
償
化

• 
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
全
て
の
子
供
た
ち
及
び
０
歳
～
２
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
供

た
ち
の
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
等
の
費
用
を
無
償
化
（

20
19
年

10
月
～
）
。
（
注
３
）

8
,
85
8

介
護
人
材
の
処
遇
改
善

• 
リ
ー
ダ
ー
級
の
介
護
職
員
に
つ
い
て
他
産
業
と
遜
色
な
い
賃
金
水
準
を
目
指
し
、
経
験
・
技
能
の

あ
る
介
護
職
員
に
重
点
化
を
図
り
つ
つ
、
介
護
職
員
の
更
な
る
処
遇
改
善
を
実
施
。
こ
の
趣
旨
を

損
な
わ
な
い
程
度
で
、
介
護
職
以
外
の
職
員
の
処
遇
改
善
も
実
施
（

20
19
年

10
月
～
）
。

1
,
00
3

高
等
教
育
の
無
償
化

• 
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
、
低
所
得
世
帯
で
あ
っ
て
も
社
会
で
自
立
し
活
躍
で
き
る
人
材
を
育
成

す
る
大
学
等
に
お
い
て
修
学
で
き
る
よ
う
、
高
等
教
育
の
修
学
支
援
（
授
業
料
等
減
免
・
給
付
型

奨
学
金
）
を
着
実
に
実
施
（

20
20
年
４
月
～
）
。
（
注
３
）

5
,7
6
4

5
,
60
1

合
計

1
6
,3
4
7

1
6
,1
84

（
注
１
）
金
額
は
公
費
（
国
及
び
地
方
の
合
計
額
）
。
計
数
は
、
四
捨
五
入
の
関
係
に
よ
り
、
端
数
に
お
い
て
合
計
と
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
注
２
）
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
の
実
現
に
必
要
な
企
業
主
導
型
保
育
事
業
（
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の
実
施
後
は
、
３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
子
供
た
ち
及
び
０
歳
か
ら
２
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
子
供
た
ち
の
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
利
用
者
負

担
を
助
成
す
る
事
業
を
含
む
。
）
と
保
育
所
等
の
運
営
費
（
０
歳
か
ら
２
歳
ま
で
の
子
供
に
相
当
す
る
部
分
）
に
は
、
別
途
、
事
業
主
が
拠
出
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
拠
出
金
を
充
て
る
。

（
注
３
）
「
待
機
児
童
の
解
消
」
、
「
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
」
及
び
「
高
等
教
育
の
無
償
化
」
の
国
費
分
に
つ
い
て
は
全
額
こ
ど
も
家
庭
庁
に
計
上
。

（
単
位
：
億
円
）
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子
育
て
支
援
に
要
す
る
費
用
に
係
る
税
制
上
の
措
置
の
創
設

（
所
得
税
、
個
人
住
民
税
）
（
内
閣
府
と
共
同
要
望
）

○
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
保
育
そ
の
他
の
子
育
て
に
対
す
る
助
成
を
す
る
事
業
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
定
の
助

成
を
す
る
事
業
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
助
成
を
受
け
る
者
の
居
宅
に
お
い
て
保
育
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な

便
宜
の
供
与
を
行
う
業
務
又
は
認
可
外
保
育
施
設
そ
の
他
の
一
定
の
施
設
の
利
用
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
給
付
さ

れ
る
金
品
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
・
個
人
住
民
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

○
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
保
育
そ
の
他
の
子
育
て
に
対
す
る
助
成
を
す
る
事
業
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
一
定
の
助

成
を
す
る
事
業
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
助
成
を
受
け
る
者
の
居
宅
に
お
い
て
保
育
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な

便
宜
の
供
与
を
行
う
業
務
又
は
認
可
外
保
育
施
設
そ
の
他
の
一
定
の
施
設
の
利
用
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
給
付
さ

れ
る
金
品
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
・
個
人
住
民
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

○
地
方
自
治
体
等
（
※
）
が
行
う
子
育
て
支
援
に
係
る
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
利
用
料
等
の
助
成
に
つ
い
て
、
非
課
税
と
す
る
。

（
※
企
業
主
導
型
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
利
用
者
支
援
事
業
を
含
む
。
）

○
地
方
自
治
体
等
（
※
）
が
行
う
子
育
て
支
援
に
係
る
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
の
利
用
料
等
の
助
成
に
つ
い
て
、
非
課
税
と
す
る
。

（
※
企
業
主
導
型
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
利
用
者
支
援
事
業
を
含
む
。
）

１
．
大
綱
の
概
要

２
．
制
度
の
内
容

国
又
は
地
方
自
治
体

利
用
料

利
用
料
を
助
成

（
こ
れ
ま
で
）
雑
所
得

（
改
正
後
）
非
課
税

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
等

利
用
者

【
イ
メ
ー
ジ
】

令
和
３
年
度
税
制
改
正
で
措
置
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○
登

録
児

童
数

1,
39

2,
15

8人
○

支
援

の
単

位
数

36
,2

09
単

位
○

クラ
ブ数

26
,6

83
か

所
（

参
考

：
全

国
の

小
学

校
18

,7
13

校
）

○
利

用
で

きな
か

った
児

童
数

（
待

機
児

童
数

）
15

,1
80

人

【事
業
の
内
容
、目
的
】

【現
状
】（
令
和
４
年
５
月
現
在
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
概
要

共
働

き家
庭

な
ど留

守
家

庭
の

小
学

校
に

就
学

して
い

る
児

童
に

対
して

、学
校

の
余

裕
教

室
や

児
童

館
、公

民
館

な
どで

、放
課

後
等

に
適

切
な

遊
び

及
び

生
活

の
場

を与
え

て
、そ

の
健

全
な

育
成

を図
る

。
※

平
成

９
年

の
児

童
福

祉
法

改
正

に
より

法
定

化
〈児

童
福

祉
法

第
６

条
の

３
第

２
項

〉：
平

成
10

年
４

月
施

行
※
平
成
24
年
の
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ
り、
対
象
年
齢
を
「お
お
む
ね
10
歳
未
満
」か
ら「
小
学
校
に
就
学
して
い
る
」児
童
とし
た
（
平
成
27
年
４
月
施
行
）

【今
後
の
展
開
】

○
「新

・放
課

後
子

ども
総

合
プラ

ン」
（

平
成

30
年

９
月

14
日

策
定

）
を踏

まえ
、放

課
後

児
童

クラ
ブに

つ
い

て
、2
02
3年
度
末
ま
で
に
計
約
30
万
人
分
（
約
12
2万
人
か
ら約
15
2万
人
）

の
受

け
皿

整
備

を図
る

。ま
た

、子
ども

の
主

体
性

を尊
重

し、
子

ども
の

健
全

な
育

成
を図

る
放

課
後

児
童

クラ
ブ

の
役

割
を徹

底
し、

子
ども

の
自

主
性

、社
会

性
等

の
より

一
層

の
向

上
を図

る
。
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新・放課後子ども総合プラン

○そのため、引き続き共働き家庭等の「小1の壁」・「待機児童」を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活
動を行うことができるよう、放課後児童クラブと放課後子供教室の両事業の計画的な整備等を推進するため、下記のとおり目標を設定し、新たなプ
ランを策定。

■放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万人分を整備し、待機児童解消を目指し、その
後も女性就業率の上昇を踏まえ2023年度末までに計約30万人分の受け皿を整備（約122万人⇒約152万人）

（2018（平成30）年９月14日公表）

「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる目標（2019～2023年）

○現行プランにおける放課後児童クラブ、放課後子供教室の両事業の実績は、放課後児童クラブの約30万人分整備が順調に進むなど、大きく伸びて
いるが、近年の女性就業率の上昇等により、更なる共働き家庭等の児童数の増加が見込まれており、「小1の壁」を打破するとともに待機児童を
解消するため放課後児童クラブの追加的な整備が不可欠な状況。

○小学校内で両事業を行う「一体型」の実施は、増加傾向にあるものの目標への到達を果たしていない。一方で、地域の実情に応じて社会教育施設
や児童館等の小学校以外の施設を活用して両事業を行い、多様な体験・活動を行っている例も見られる。

背景・課題

■全ての小学校区で、両事業を一体的に又は連携して実施し、うち小学校内で一体型として１万箇所
以上で実施することを目指す。

■子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの
自主性、社会性等のより一層の向上を図る。

■両事業を新たに整備等する場合には、学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する放課
後児童クラブの約80％を小学校内で実施することを目指す。

「新・放課後子ども総合プラン」において示す目標（抜粋）
放課後児童クラブの量的拡充を図り、2021年度末までに約25万人分を整備し待機児童の解消を目指し、女性就業率
の上昇を踏まえ2023年度末までにさらに約５万人分を整備し、５年間で約30万人分の受け皿を整備する。
122万人⇒152万人

放課後児童クラブの受け皿整備（「新・放課後子ども総合プラン」）

「放課後子ども総合プラン」
（４年間）

2015（Ｈ27）年度
2018（Ｈ30）
年度末

2023年度末

約30万人増

2021年度末

待機児童数

女性(25-44歳)就業率

ゼロ

80％

小１の壁の解消、小１の利用率が保
育（３～５歳児）の８割程度
３年間で約25万人分の受け皿を整備

約1.7万人（H29.5)

約25万人増

72.7％(H28)

自治体を支援し､３年間で待機児童を解消

約5万人増

目標値
122万人

目標値
152万人

放課後子ども総合

プランの１年前倒し

「新・放課後子ども総合プラン」
（５年間）

登録児童数 約117万人（H29.5)

（2018（平成30）年９月14日公表）
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令和４年度予算額 １，０６５億円 → 令和５年度予算案 １，２０５億円

○ 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学
校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため
に要する運営費及び施設整備費に対する補助。

○ 実施主体：市町村（特別区を含む） ※市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができる

運営費（基本分）の負担の考え方

1 / 3
1 / 3
1 / 3国1 / 6

都道府県1 / 6

市町村1 / 6

保護者
1 / 2

※国(1/6)は事業主拠出金財源

子ども・子育て支援交付金 令和４年度 ９８１億円 → 令和５年度予算案 １，０４６億円

子ども・子育て支援施設整備交付金 令和４年度 ８４億円 → 令和５年度予算案 １５９億円

「新・放課後子ども総合プラン」（平成30年９月14日策定）を踏まえ、放課後児童クラブについて、2023年度末までに計約30万人分（約
122万人から約152万人）の受け皿整備を図る。また、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底
し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上を図る。

2018年度

約122万人
(予算)

新たなプランの期間（2019～2023年度）

約130万人
(予算)

約139万人
(予算)

約147万人
(予算)

約152万人
(新プランに
掲げる目標値)

約30万人分

2019年度 2020年度 2021年度 2023年度

約150万人
(予算)

2022年度

１．運営費等（主な内容）

（１）放課後児童健全育成事業（運営費）

放課後児童クラブの運営に必要な経費に対する補助

（２）放課後子ども環境整備事業

既存施設を活用して、新たに放課後児童クラブを実施するための改修等に必要
な経費に対する補助

（３）放課後児童クラブ支援事業
① 障害児を受け入れた場合の加配職員の配置等に必要な経費に対する補助

② 待機児童が存在している地域等において、アパート等を活用して、新たに放課
後児童クラブを実施するために必要な賃借料等に対する補助

③ 放課後児童クラブへの移動や帰宅する際の送迎支援に必要な経費に対する補助

（４）障害児受入強化推進事業等

（３）の①に加え、障害児を３人以上受け入れた場合の加配職員及び医療的ケア
児に対する支援に必要な専門職員の配置等に必要な経費に対する補助

（５）放課後児童支援員の処遇改善

① 18:30を超えて開所するクラブにおける放課後児童支援員等の処遇改善に必要な
経費に対する補助

② 放課後児童支援員の勤続年数や研修実績等に応じた処遇改善に必要な経費に対す
る補助

③ 収入を3％程度(月額9,000円)引き上げるための措置に係る補助

（６）放課後児童クラブ育成支援体制強化事業

遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を自主的に行え
る環境整備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置等に必要な経費に対す
る補助

放課後児童クラブ関係予算のポイント

施策の目的

新・放課後子ども総合プランについて

３．研修関係（主な内容）

（１）放課後児童支援員認定資格研修

放課後児童支援員として認定されるために修了が義務づけられている
研修を実施するために必要な経費に対する補助

（２）放課後児童支援員等資質向上研修事業

現任職員向けの研修を実施するために必要な経費に対する補助

２．施設整備費（主な内容）

放課後児童クラブの施設整備に必要な経費に対する補助

＜国庫補助率嵩上げ（平成28年度からの継続）＞

公立の場合：（嵩上げ前）国１／３、都道府県１／３、市町村１／３
→（嵩上げ後）国２／３、都道府県１／６、市町村１／６

民立の場合：（嵩上げ前）国２／９、都道府県２／９、市町村２／９、社会福祉法人等１／３
→（嵩上げ後）国１／２、都道府県１／８、市町村１／８、社会福祉法人等１／４

2

４．その他（保育対策総合支援事業費補助金により実施）

（１）放課後居場所緊急対策事業

待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、待機児童が10人以上の
市町村における放課後児童クラブを利用できない児童を対象に、児童館や
公民館等の既存の社会資源を活用し、放課後等に安全で安心な子どもの居
場所を提供する。【拡充】

※主に４年生以上を対象にしていたものを全学年に拡大

（２）小規模多機能・放課後児童支援事業

地域の実情に応じた放課後の子どもの居場所を提供するため、小規模の
放課後児童の預かり事業及び保育所などを組み合わせた小規模・多機能の
放課後児童支援を行う。

Ⅰ 子どもの居場所の確保

（１）放課後児童クラブ巡回アドバイザーの配置（「若手保育士や保育事業者等への巡回支援事
業」の中で実施）

利用児童の安全確保や、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上が図られるよう、放課後
児童クラブを巡回するアドバイザーを市町村等に配置する。

（２）放課後児童クラブの人材確保支援（「保育士・保育所支援センター設置運営事業」及び
「保育人材等就職・交流支援事業」の中で実施）

放課後児童支援員の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保するため、保育士・保育所支援
センター等において、求人情報の提供や事業者とのマッチングを行う。また、同センターと連携
し、市町村において就職相談等の支援を行う。

Ⅱ 育成支援の内容の質の向上

５．令和５年度予算案における運営費の主な拡充内容

① 放課後児童健全育成事業（運営費）（子ども・子育て支援交付金）【拡充】

放課後児童支援員は、基礎資格＋研修受講という仕組みになっているところ、子ども・子育て支援交付金の算定上、この研修受講について、令和５年３月31日ま
でに研修を修了することを予定している者まで含む経過措置を設けている。

本経過措置が終了することを踏まえ、卒業してすぐに就職する職員などに一定の猶予が必要なこと、急な退職時等の職員確保が難しいこと等を考慮し、研修受講
については、「①研修計画を定めること、②採用から２年以内に研修修了を予定していること」という２つの要件を満たす場合は、研修を修了していない者も放課
後児童支援員とみなすことができるものとする。

② 放課後児童クラブ運営支援事業（子ども・子育て支援交付金）【拡充】

待機児童解消に向けた緊急対応として、学校敷地外の民家・アパート等を活用して事業を実施するための賃借料補助の対象に、プレハブの設置に係る経費（リー
ス代）を加えることとする。

③ 放課後児童クラブ利用調整支援事業（子ども・子育て支援交付金）【新規】

待機児童が生じている又は生じる見込みのある市町村において、放課後児童クラブの利用ができなかった児童等に対して、他の放課後児童クラブや児童館等、放
課後に利用可能な施設等の利用を斡旋するとともに、障害児の受入れに向けた調整を行うなど、待機児童解消への取組に係る経費を補助する事業を創設する。229
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○放課後児童クラブの整備を更に加速化させるため、待機児童が発生している市町村等における施設整備費の自治体負
担分に対し国が財政支援することにより、待機児童の早期の解消を図る。

令和４年度第２次補正予算：１１億円

事業の内容

○ 待機児童が発生している市町村等（※）において放課後児童クラブを整備する場合、現状、子ども・子育て支援整備
交付金により国庫補助率を嵩上げしているが、待機児童の状況を踏まえると自治体における放課後児童クラブの整備を
今まで以上に促進させる必要があることから、施設整備における国庫補助率嵩上げ後の自治体負担分の一部に対し本事
業により補助を行うことにより、更なる負担軽減を図る。

※ 以下に該当する市町村（国庫補助率嵩上げ要件）

① 当該市町村において放課後児童健全育成事業若しくは保育所等の利用に係る待機児童が既に発生している若しくは当該放課
後児童クラブを整備しなければ、待機児童が発生する可能性があること

② 当該市町村が新子育て安心プラン実施計画の採択を受けていること

実施主体

○ 市町村（特別区を含む。）

補助率

○ 定額（１０／１０相当）

事業の対象

○ 待機児童が発生している市町村等

趣旨・目的

※子ども・子育て支援施設整備交付金で実施

放課後児童クラブ整備促進事業

事業のイメージ
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
整
備
交
付
金
）

①通常
の補助
割合

②補助
率嵩上
げ後の
補助割

合

（民立）

（公立）
国（拠出金）

（１／３）

都道府県

（１／３）

市町村

（１／３）

都道府県

（２／９）

市町村

（２／９）

設置者

（１／３）

国（拠出金）

（２／９）

（民立）

（公立）
国

（２／３）

都道府県

（１／６）

市町村

（１／６）

都道府県

（１／８）

市町村

（１／８）

設置者

（１／４）

国

（１／２）

③放課後児童
クラブ整備促
進事業による

支援
（民立）

（公立）
国

（２／３）
都道府県

（1/12）
市町村
（1/12）

促進事業による支援

（国：10/10）

※待機児童が発生している市町村等の場合に国庫補助率を嵩上げ

※待機児童が発生している市町村等が対象

国 都道府県 市町村

①通常 １／３ １／３ １／３

②嵩上げ後 ２／３ １／６ １／６

③整備促進事業
活用後

５／６ １／１２ １／１２

（本事業を活用した場合の公立の場合の実質の補助割合）

国 都道府県 市町村 設置者

①通常 ２／９ ２／９ ２／９ １／３

②嵩上げ後 １／２ １／８ １／８ １／４

③整備促進事業
活用後

５／８ １／１６ １／１６ １／４

（本事業を活用した場合の民立の場合の実質の補助割合）

１／６相当

自治体の
負担割合を
1/2軽減

自治体の
負担割合を
1/2軽減

都道
府県

（1/16）

市町
村

（1/16）

設置者
（１／４）

国

（１／２）

促進事業による支援

（国：10/10）

１／８相当
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３
実
施
主
体
等

（
１
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と放
課
後
子
供
教
室
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
の
設
置

ア
放
課
後
児
童
クラ
ブ
と放
課
後
子
供
教
室
の
連
携
又
は
一
体
的
な
実
施
に
当
た
って
、子
ども
が
安
心
・安
全
に
多
様
な
体
験
・活
動
が
で
き
る
放
課
後
の
居
場
所
づ
くり
に

向
け
た
協
議
を行
う場
（
以
下
「関
係
者
協
議
会
」と
い
う。
）
を設
け
、市
町
村
の
放
課
後
児
童
クラ
ブ担
当
部
署
や
学
校
・教
育
委
員
会
等
の
関
係
者
を
集
め
、学
校
施

設
の
利
用
促
進
の
観
点
（
学
校
施
設
の
管
理
運
営
の
責
任
所
在
や
利
用
の
時
間
帯
な
ど）
も
含
め
、両
事
業
を連
携
又
は
一
体
的
に
実
施
す
る
上
で
の
課
題
を整
理
し、

具
体
的
な
対
応
策
を検
討
す
る
。

イ
関
係
者
協
議
会
に
は
、市
町
村
の
放
課
後
児
童
クラ
ブ
担
当
部
署
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
職
員
、学
校
・教
育
委
員
会
関
係
者
や
放
課
後
子
供
教
室
関
係
者
な
ど両
事

業
の
関
係
者
が
参
画
す
る
とと
も
に
、放
課
後
児
童
クラ
ブ等
を
利
用
して
い
る
子
ども
な
どの
意
見
を反
映
させ
る
仕
組
み
を設
け
る
。

ウ
関
係
者
協
議
会
は
定
期
的
に
開
催
し、
協
議
会
に
参
画
す
る
者
・開
催
回
数
・利
用
者
か
らの
意
見
聴
取
方
法
等
を定
め
た
「協
議
実
施
計
画
」を
あ
らか
じめ
策
定
す
る
。

（
２
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と放
課
後
子
供
教
室
の
連
携
又
は
一
体
的
実
施
に
向
け
た
効
果
的
な
実
施
方
法
等
の
検
証

ア
関
係
者
協
議
会
に
お
い
て
議
論
され
た
課
題
や
対
応
策
に
つ
い
て
、事
業
の
準
備
か
ら実
施
ま
で
の
実
際
の
運
用
を
通
して
把
握
した
効
果
や
新
た
な
課
題
を
整
理
し、
よ
り

実
践
的
・効
果
的
な
実
施
方
法
等
の
検
証
を行
う。

イ
検
証
に
当
た
って
は
、関
係
者
協
議
会
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
とし
、実
際
の
運
用
期
間
中
及
び
運
用
終
了
後
に
お
い
て
検
証
を
行
うも
の
とし
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
等
を

利
用
して
い
る
子
ども
や
保
護
者
か
ら意
見
を聴
取
す
る
な
どし
、利
用
者
の
意
見
も
踏
まえ
な
が
ら検
証
を行
う。

ウ
検
証
結
果
に
つ
い
て
は
、関
係
者
協
議
会
に
参
画
す
る
者
の
み
な
らず
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
等
を
利
用
して
い
る
子
ども
や
保
護
者
、そ
の
他
両
事
業
の
関
係
者
が
閲
覧
で

きる
よう
に
す
る
とと
も
に
、国
に
報
告
す
る
。

２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

○
「新
・放
課
後
子
ども
総
合
プ
ラン
」に
基
づ
き
、放
課
後
児
童
クラ
ブ
と放
課
後
子
供
教
室
が
連
携
して
事
業
を
実
施
し、
放
課
後
の
子
ども
の
居
場
所
機
能
の
強
化
を
図
る
た
め
、両
事
業
に
関

わ
る
者
の
連
絡
調
整
の
場
の
設
置
、連
携
に
資
す
る
事
前
準
備
か
ら事
業
実
施
の
検
証
を行
うこ
とに
よ
り、
両
事
業
の
連
携
又
は
一
体
的
実
施
を
促
進
す
る
。

１
事
業
の
目
的

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算
１
億
円

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
連
携
促
進
実
証
モ
デ
ル
事
業

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
対
策
推
進
事
業
費
補
助
金
）

◆
実
施
主
体
：
市
町
村

◆
補
助
率
：
定
額
（
国
：
１
０
／
１
０
）

◆
補
助
基
準
額
（
１
事
業
所
当
た
り）
：
1,
68
5千
円

連
絡
の
場
、検
証
の
場
の
設
置

課
題
の
整
理
・実
施
方
法
の
検
討
・検
証

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

放
課
後
子
供
教
室

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

参
加
に
向
け
た

準
備
・調
整
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令和４年度 放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施状況（子ども・子育て支援交付金 交付決定ベース）

※①…非常勤を含む職員の賃金改善に必要な費用の一部を補助する事業を実施している市町村
②…常勤職員を配置するための追加費用（賃金改善に必要な費用を含む）の一部を補助する事業を実施している市町村

No. 都道府県
実施市区
町村数

1 北海道 8 札幌市①② 函館市① 帯広市① 江別市① 名寄市② 当別町① 鷹栖町① 更別村①

2 青森県 5 弘前市①② 藤崎町①② 三戸町① 田子町① 新郷村①

盛岡市①② 大船渡市① 花巻市①② 北上市① 久慈市① 一関市① 陸前高田市① 釜石市② 奥州市①② 滝沢市①②

大槌町①

4 宮城県 3 仙台市① 石巻市① 登米市①②

5 秋田県 3 能代市① 鹿角市① 潟上市②

山形市①② 米沢市①② 鶴岡市①② 酒田市① 新庄市② 寒河江市①② 村山市① 長井市① 天童市①② 東根市①②

山辺町① 大江町② 大石田町①② 三川町② 庄内町① 遊佐町①

7 福島県 3 福島市①② 会津若松市①② いわき市①②

水戸市① 石岡市① 常総市② 北茨城市① つくば市① ひたちなか市①② 潮来市① 常陸大宮市①② かすみがうら市①② 小美玉市①②

東海村①

9 栃木県 8 足利市① 栃木市①② 佐野市① 日光市①② 大田原市① 矢板市② 那須塩原市① 野木町②

前橋市① 高崎市① 桐生市② 伊勢崎市① 太田市① 沼田市① 館林市①② 渋川市① 藤岡市① 富岡市①

安中市① 榛東村① 下仁田町① みなかみ町① 玉村町② 明和町① 邑楽町①

さいたま市①② 熊谷市①② 行田市② 秩父市① 飯能市① 加須市①② 本庄市①② 東松山市① 鴻巣市① 深谷市①②

上尾市② 草加市② 越谷市① 蕨市① 戸田市①② 入間市① 朝霞市①② 和光市①② 新座市① 桶川市①

久喜市① 北本市② 八潮市① 富士見市① 三郷市①② 蓮田市① 坂戸市② 幸手市① 鶴ヶ島市① 日高市①②

吉川市① ふじみ野市① 白岡市① 伊奈町① 滑川町①② 小川町① 川島町① 吉見町① 鳩山町② ときがわ町①②

小鹿野町① 上里町① 寄居町① 宮代町① 杉戸町①

千葉市① 市川市② 船橋市① 松戸市①② 野田市① 成田市① 習志野市① 市原市① 八千代市① 鴨川市①②

鎌ケ谷市① 四街道市① 印西市①② 酒々井町①

13 東京都 10 新宿区① 渋谷区① 板橋区①② 葛飾区①② 武蔵野市①② 青梅市①② 調布市①② 町田市② 清瀬市① 多摩市①

横浜市② 相模原市① 横須賀市①② 平塚市① 鎌倉市① 藤沢市① 茅ヶ崎市①② 逗子市① 三浦市① 伊勢原市①

座間市① 綾瀬市① 葉山町①② 真鶴町①

15 新潟県 4 燕市① 上越市① 佐渡市① 南魚沼市①②

16 富山県 5 富山市① 高岡市① 氷見市① 射水市① 舟橋村①

17 石川県 8 金沢市① 七尾市① 小松市① 加賀市①② 羽咋市① 白山市①② 野々市市① 津幡町①

18 福井県 1 永平寺町①

19 山梨県 1 北杜市①

20 長野県 4 松本市② 上田市② 須坂市① 佐久市①②

21 岐阜県 4 大垣市② 中津川市① 瑞浪市① 恵那市①②

22 静岡県 5 三島市② 伊東市① 島田市② 焼津市① 藤枝市①

名古屋市①② 豊橋市①② 岡崎市①② 一宮市① 瀬戸市① 春日井市① 豊川市① 津島市①② 犬山市① 小牧市①

東海市① 大府市①② 知立市① 尾張旭市①② 豊明市① 日進市① 長久手市①②

市区町村

17

11

14 神奈川県 14

23 愛知県 17

11 埼玉県 45

3 岩手県

6 山形県 16

8 茨城県 11

12 千葉県 14

10 群馬県

0

令和４年度 放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施状況（子ども・子育て支援交付金 交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

津市①② 四日市市① 松阪市①② 鈴鹿市① 亀山市①② 熊野市① 志摩市① 朝日町① 川越町① 多気町①

紀北町②

25 滋賀県 10 大津市① 長浜市① 近江八幡市① 栗東市① 野洲市② 湖南市①② 高島市① 東近江市①② 日野町①② 竜王町①

26 京都府 1 向日市①

堺市① 豊中市② 池田市① 守口市①② 枚方市① 茨木市① 富田林市① 寝屋川市① 泉南市① 大阪狭山市①

熊取町① 河南町①

28 兵庫県 7 神戸市①② 明石市① 西宮市①② 宝塚市 三木市① 川西市① 播磨町①

29 奈良県 8 奈良市① 天理市① 橿原市① 御所市② 生駒市① 三宅町① 田原本町①② 王寺町②

30 和歌山県 8 海南市② 橋本市① 御坊市② 新宮市① 湯浅町① 広川町② 有田川町② 串本町①②

31 鳥取県 2 鳥取市① 倉吉市①

32 島根県 3 大田市①② 安来市① 雲南市①

33 岡山県 7 岡山市① 倉敷市①② 総社市① 瀬戸内市① 赤磐市① 和気町① 吉備中央町①

34 広島県 0

35 山口県 0

36 徳島県 6 徳島市① 小松島市①② 吉野川市① 美馬市① 石井町① 神山町①

37 香川県 1 高松市①②

38 愛媛県 0

39 高知県 3 高知市① 南国市② 香美市①②

40 福岡県 6 古賀市①② 志免町①② 粕屋町① 鞍手町① 大刀洗町① 大木町①

41 佐賀県 3 鳥栖市① 嬉野市① 有田町①

長崎市①② 佐世保市① 諫早市① 大村市① 五島市① 西海市①② 長与町① 時津町① 川棚町① 波佐見町①

佐々町②

八代市①② 玉名市①② 菊池市① 宇土市① 阿蘇市① 天草市① 合志市①② 玉東町② 菊陽町① 御船町①

嘉島町① 益城町① 山都町① 湯前町① あさぎり町①

44 大分県 2 中津市①② 宇佐市②

45 宮崎県 3 都城市① 延岡市① 串間市①

鹿屋市①② 阿久根市① 出水市① 垂水市② 薩摩川内市①② 曽於市① 霧島市① 南さつま市①② 東串良町① 錦江町①

南大隅町① 肝付町① 屋久島町①

那覇市① 宜野湾市① 石垣市①② 浦添市① 名護市① 糸満市① 沖縄市①② 豊見城市① うるま市①② 宮古島市①

南城市① 国頭村① 大宜味村① 今帰仁村① 本部町② 恩納村① 金武町① 嘉手納町① 北谷町①② 中城村①

西原町①② 与那原町① 南風原町①② 久米島町① 八重瀬町①

374(23.0%)

市区町村

24 三重県 11

27 大阪府 12

合計 ※（　）内はクラブ実施市区町村数（1,627市区町村）に対する割合である。

47 沖縄県 25

42 長崎県 11

46 鹿児島県 13

43 熊本県 15

1

※①の合計：334市区町村 ②の合計：133市区町村 ①、②の合計：93市区町村
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令和４年度 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施状況（子ども・子育て支援交付金 交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

札幌市 函館市 小樽市 旭川市 帯広市 苫小牧市 名寄市 根室市 恵庭市 石狩市
当別町 八雲町 京極町 仁木町 栗山町 月形町 鷹栖町 豊浦町 厚真町 安平町
音更町 士幌町 大樹町 池田町 弟子屈町 白糠町

2 青森県 3 五所川原市 三沢市 むつ市

盛岡市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 一関市 陸前高田市 奥州市 滝沢市 住田町
大槌町

4 宮城県 7 石巻市 塩竈市 登米市 富谷市 利府町 大和町 大郷町

能代市 横手市 大館市 湯沢市 鹿角市 由利本荘市 潟上市 大仙市 北秋田市 にかほ市
三種町 八峰町
山形市 米沢市 鶴岡市 酒田市 新庄市 寒河江市 村山市 天童市 東根市 尾花沢市
南陽市 山辺町 河北町 大江町 大石田町 鮭川村 白鷹町 飯豊町 庄内町 遊佐町

7 福島県 10 福島市 会津若松市 いわき市 須賀川市 南相馬市 伊達市 川俣町 湯川村 会津美里町 飯舘村

水戸市 日立市 石岡市 結城市 常総市 北茨城市 つくば市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市
かすみがうら市 小美玉市 大洗町 東海村 八千代町 境町
足利市 栃木市 小山市 真岡市 大田原市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 益子町 茂木町
芳賀町 壬生町 那須町
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 富岡市 安中市
榛東村 下仁田町 中之条町 みなかみ町 玉村町 千代田町 大泉町 邑楽町
さいたま市 川越市 熊谷市 秩父市 飯能市 加須市 本庄市 春日部市 狭山市 鴻巣市
上尾市 越谷市 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 北本市 八潮市
蓮田市 幸手市 鶴ヶ島市 白岡市 滑川町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 小鹿野町
美里町 上里町 寄居町 宮代町 松伏町
千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 勝浦市 市原市 流山市 鴨川市 富津市
浦安市 四街道市 印西市 酒々井町 東庄町
文京区 中野区 豊島区 板橋区 足立区 武蔵野市 青梅市 町田市 日野市 清瀬市
多摩市

14 神奈川県 9 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 平塚市 茅ヶ崎市 座間市 葉山町 開成町

15 新潟県 3 新潟市 魚沼市 南魚沼市

16 富山県 1 舟橋村

金沢市 七尾市 小松市 輪島市 加賀市 羽咋市 白山市 野々市市 津幡町 宝達志水町
穴水町

18 福井県 6 福井市 勝山市 鯖江市 越前市 坂井市 越前町

19 山梨県 2 中央市 昭和町

20 長野県 5 松本市 上田市 須坂市 佐久市 木曽町

大垣市 高山市 多治見市 関市 中津川市 瑞浪市 恵那市 美濃加茂市 可児市 本巣市
岐南町 池田町

22 静岡県 9 三島市 伊東市 島田市 磐田市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 小山町

名古屋市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 豊田市 大府市 知立市
豊明市 日進市 北名古屋市 長久手市 扶桑町

24 三重県 8 津市 四日市市 伊勢市 松阪市 尾鷲市 熊野市 志摩市 紀北町

23 愛知県 15

東京都 11

17 石川県 11

8 茨城県 16

21 岐阜県 12

10 群馬県 18

11 埼玉県 35

12 千葉県 15

13

9 栃木県 13

市区町村

1 北海道 26

3 岩手県 11

5 秋田県 12

6 山形県 20

2

令和４年度 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施状況（子ども・子育て支援交付金 交付決定ベース）

No. 都道府県
実施市区
町村数

大津市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 湖南市 高島市 東近江市
米原市 日野町 竜王町

26 京都府 3 京都市 木津川市 大山崎町

27 大阪府 5 大阪市 河内長野市 泉南市 島本町 忠岡町

28 兵庫県 10 神戸市 尼崎市 明石市 西宮市 加古川市 三木市 川西市 三田市 播磨町 上郡町

29 奈良県 6 天理市 橿原市 生駒市 三宅町 田原本町 王寺町

田辺市 新宮市 かつらぎ町 九度山町 湯浅町 広川町 有田川町 美浜町 印南町 白浜町
上富田町

31 鳥取県 2 鳥取市 倉吉市

32 島根県 4 松江市 大田市 安来市 邑南町

岡山市 倉敷市 津山市 笠岡市 井原市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 和気町
里庄町 矢掛町

34 広島県 4 広島市 三原市 東広島市 安芸高田市

35 山口県 6 宇部市 山口市 下松市 美祢市 周防大島町 和木町

36 徳島県 2 小松島市 石井町

37 香川県 5 高松市 三豊市 土庄町 小豆島町 多度津町

38 愛媛県 1 松山市

39 高知県 10 高知市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 土佐清水市 香美市 奈半利町 いの町 佐川町

北九州市 大牟田市 久留米市 筑後市 行橋市 うきは市 宮若市 嘉麻市 朝倉市 みやま市
志免町 大刀洗町 みやこ町

41 佐賀県 8 佐賀市 唐津市 鳥栖市 多久市 武雄市 嬉野市 有田町 太良町

42 長崎県 10 長崎市 佐世保市 諫早市 大村市 平戸市 西海市 長与町 時津町 東彼杵町 佐々町

熊本市 八代市 玉名市 菊池市 宇土市 合志市 大津町 菊陽町 嘉島町 益城町
山都町 氷川町 湯前町 あさぎり町

44 大分県 9 別府市 中津市 日田市 臼杵市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市

45 宮崎県 8 宮崎市 都城市 延岡市 日向市 串間市 三股町 綾町 高鍋町

枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 垂水市 薩摩川内市 曽於市 南さつま市 志布志市
奄美市 南九州市 姶良市 さつま町 長島町 肝付町 屋久島町 大和村 瀬戸内町 龍郷町
喜界町 徳之島町 和泊町
宜野湾市 石垣市 名護市 沖縄市 うるま市 宮古島市 南城市 国頭村 大宜味村 今帰仁村
本部町 恩納村 宜野座村 金武町 読谷村 嘉手納町 与那原町 久米島町

475（29.2%）

鹿児島県 23

47 沖縄県 18

合計 ※（）内はクラブ実施市区町村数（1,627市区町村）に対する割合である。

市区町村

33 岡山県 12

40 福岡県 13

43 熊本県 14

30 和歌山県 11

46

25 滋賀県 13
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